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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時
平成１９年３月９日（金）午前１０時　１分　開会
　　　　　　　　　　　　午後　５時２０分　散会

１．場所
大会議室

１．出席委員
委 員 長 上村高義  副委員長 安藤　薫  委　　員 山崎雅数
委　　員 三好義治  委　　員 村上英明  委　　員 渡辺慎吾

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 助　役　小野吉孝
生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎
同部参事兼環境業務課長　紀田光司　　同部参事兼環境対策課長　前川　弘
自治振興課参事　萩原　明 市民課長　村江　卓 同課参事　浅井重雄
産業振興課長　藤井智哉 同課参事兼農業委員会事務局長　中井文雄
環境センター長　五里江路人　　環境対策課参事　池上敦実
保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　佐藤芳雄
同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　同部参事兼高齢者障害者福祉課長　登阪　弘
健康推進課参事　阪口　昇 高齢者障害者福祉課参事　小矢田博子
こども育成課長　稲村幸子 国保年金課長　野村眞二 同課参事　大嶋良一
介護保険課長　山田雅也 同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　上　清隆

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成１９年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第　７号　平成１９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算
議案第１４号　平成１８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計補正予算
議案第２５号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　３号　平成１９年度摂津市国民健康保険特別会計予算
議案第　４号　平成１９年度摂津市老人保健医療特別会計予算
議案第１１号　平成１８年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算
議案第１２号　平成１８年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算
議案第２９号　摂津市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３０号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　８号　平成１９年度摂津市介護保険特別会計予算
議案第１５号　平成１８年度摂津市介護保険特別会計補正予算
議案第２８号　摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の

件
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（午前１０時１分　開会）

○上村委員長　ただいまから民生常任委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、代表質問等、お疲れのところ、

きょうは委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で付託されまし

た議案についてご審議をいただくわけで

ございますけれども、何とぞ慎重審議の

上、ご可決賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。

　私は、いつものとおり退席をいたしま

すけれども、在庁いたしておりますので、

どうぞよろしくお願いします。

　ありがとうございます。

○上村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、村上委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○上村委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　それでは、議案第

１号、平成１９年度摂津市一般会計予算

のうち、保健福祉部に係る部分につきま

して、目を追って、主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、介護サー

ビス保険者負担金、保育所保育料などが

主なものとなっておりますが、前年度に

比べ１．４％の増となっております。こ

れは、地域包括支援センターの介護予防

プラン作成件数の増に伴う介護報酬が主

なものでございます。

　３５ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目２、民生使用料は、

前年度と同額でございます。

　３６ページ、目３、衛生使用料は、前

年度に比べ２２．２％の減となっており、

これは、主に市営葬儀使用料の減による

ものでございます。

　３９ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料は、前年度に比べ５．８％の減

となっており、死獣処理手数料の減によ

るものでございます。

　４１ページからの、款１４、国庫支出

金、項１、国庫負担金、目１、民生費国

庫負担金は、生活保護、児童手当、私立

保育所などの国庫負担金が主なものとなっ

ておりますが、前年度に比べ１０．４％

の増となっております。これは、障害者

自立支援法の施行に伴い、これまで、国

庫補助金で計上しておりました、障害児、

身体障害者、知的障害者の居宅生活支援

補助金を居宅介護等給付費負担金等とし

て計上したことによるもののほか、児童

手当負担金や生活保護費負担金の増が主

なものとなっております。

　４３ページ、目２、衛生費国庫負担金

は、前年度に比べ５．５％の増となって

おります。これは、保健事業費負担金の

うち、主に健康診査費の増額によるもの

でございます。

　同じく４３ページ、項２．国庫補助金、

目１、民生費国庫補助金は、小規模通所
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授産施設運営事業補助金や次世代育成支

援対策ソフト交付金が主なものとなって

おりますが、前年度に比べ３９．２％の

減となっております。これは、先ほど申

し上げましたように、これまでの障害児

者の居宅生活支援補助金などを国庫負担

金で計上したことによるものでございま

す。

　４６ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ１．８％の

減となっております。これは、国民年金

事務委託金でございます。

　４７ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金は、国

民健康保険基盤安定負担金や児童福祉費

負担金が主なものとなっておりますが、

前年度に比べ１３．２％の増となってお

ります。これは、国庫負担金でご説明し

ましたように、障害児者の居宅生活支援

補助金などを負担金で計上したことによ

るものでございます。

　４９ページ、目２、災害弔慰金府負担

金は、前年度と同額で、災害救助法適用

災害に係る遺族への弔慰金でございます。

　目３、衛生費府負担金は、前年度に比

べ５．５％の増となっており、これは、

保健事業費負担金のうち、主に健康診査

費の増に伴うものでございます。

　同じく４９ページ、項２、府補助金、

目２、民生費府補助金は、老人、身体障

害者、乳幼児等に係る医療補助金が主な

ものとなっておりますが、前年度に比べ

１９．１％の減となっております。これ

は、府負担金で申し上げましたように、

これまでの障害児者の居宅生活支援補助

金などを府負担金で計上したことによる

ものが主なものでございます。

　５３ページ、目３、衛生費府補助金は、

前年度に比べ５．２％の減となっており、

高齢者歯科保健事業補助金の減が主なも

のとなっております。

　５６ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、障害児者地域療育等支援

事業が、一部を除いて市町村事業の障害

者相談支援事業に移行したことに伴い、

前年度に比べ８８．２％の減となってお

ります。

　５９ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、墓地管理基金繰入金

は、前年度と同額でございます。

　６１ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目４、老人医療費資金

貸付金元金収入は、前年度と同額でござ

います。

　６３ページ、項４、雑入、目１、雑入

は、各種検診及び予防接種に係る自己負

担金並びに市立障害者施設給付費収入、

保育所職員給食費負担金、児童主食費負

担金等でございます。

　次に、歳出でございますが、７８ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費のうち、水道事業会計

繰出金は、低所得の独居、ひとり親家庭

等に係る水道料金減免に伴うものでござ

います。

　続いて、１１０ページから１１６ペー

ジの、款３、民生費、項１、社会福祉費、

目１、社会福祉総務費は、事務の執行に

係る経費のほか、社会福祉事業運営委託

料や小規模通所授産施設運営補助金、障

害者支援施設給付費、国保等の特別会計

への繰出金が主なものとなっております

が、前年度に比べ、人件費を除き、３．

９％の増になっております。これは、障

害者自立支援法の施行に伴い、これまで、

身体障害者福祉費及び知的障害者福祉費

で計上しておりました在宅福祉サービス

関係の給付費を社会福祉総務費で計上し

たことなどによるものでございます。

　１１６ページから１１８ページの、目
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２、老人福祉費は、前年度に比べ１．８

％の減となっております。これは、高齢

者日常生活支援補助金や住宅改造費用助

成費などの減額によるものでございます。

　１１９ページ、目３、国民年金総務費

は、人件費を除き、前年度と同額となっ

ており、国民年金事務嘱託職員の雇用経

費などが主なものとなっております。

　同じく目４、国民年金事務費は、国民

年金事務の執行に係る経費でございます

が、車両の買い替え費用を見込んだこと

により、前年度に比べ８８．４％の増と

なっております。

　１２０ページ、目５、身体障害者福祉

費は、前年度に比べ２２．９％の減になっ

ております。これは、身体障害者に係る

在宅福祉サービス関係の給付費を社会福

祉総務費で計上したことによるものでご

ざいます。

　１２１ページ、目６、知的障害者福祉

費は、前年度に比べ４０．８％の減となっ

ております。これは、知的障害者に係る

在宅福祉サービス関係の給付費を社会福

祉総務費で計上したことによるものでご

ざいます。

　１２２ページ、目７、老人医療助成費

は、前年度に比べ１２．１％の減となっ

ております。これは、平成１６年１０月

の制度改正に伴う経過措置の対象者となっ

ている方が減になったことによる医療費

の減でございます。

　１２３ページ、目８、身体障害者医療

助成費は、前年度に比べ２．２％の増と

なっております。これは対象者の増によ

るものでございます。

　１２４ページから１２６ページの、項

２、児童福祉費、目１、児童福祉総務費

は、民間保育所運営費補助金や保育所運

営費負担金が主なものとなっております

が、前年度に比べ、人件費を除き０．３

％の増となっております。

　１２６ページ、目２、児童措置費は、

前年度に比べ８．７％の増となっており

ます。これは、主に児童手当の増額や児

童扶養手当の受給者の増に伴うものでご

ざいます。

　１２７ページから１２８ページの、目

３、児童福祉施設費は、市立保育所４園

の管理運営に係る経費でございますが、

前年度に比べ９．９％の増となっており

ますが、これは、主に非常勤職員等賃金

の増によるものでございます。

　１２９ページ、目４、母子福祉費は、

前年度に比べ６．４％の増となっており

ます。これは、主に、母子生活支援施設

運営費負担金の増によるものでございま

す。

　同じく目５、乳幼児医療助成費は、前

年度に比べ１９．２％の増となっており

ます。これは、医療費助成の対象年齢の

拡大に伴うものでございます。

　１３０ページ、目６、ひとり親家庭医

療助成費は、前年度に比べ１０．２％の

増となっております。これは、ひとり親

家庭の増に伴う医療費の増によるもので

ございます。

　１３１ページからの、項３、生活保護

費、目１、生活保護総務費は、人件費を

除き、前年度に比べ１．０％の増となっ

ており、生活保護事務の執行に要する経

費を見込んでおり、被保護世帯の増に伴

うレセプト審査手数料等の増が主なもの

となっております。

　１３２ページ、目２、扶助費は、前年

度に比べ６．４％の増となっております。

これは、被保護世帯に対する扶助費で、

被保護世帯の増を見込んだことによるも

のでございます。

　１３４ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、前年度に比べ０．９
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％の減となっており、災害救助法適用災

害に係る遺族への弔慰金等でございます。

　１３５ページからの、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目１、保健衛生総務

費は、人件費を除き、前年度に比べ０．

８％の減となっております。これは、事

務執行に係る経費及び保健センター並び

に休日応急診療所の管理委託料、また、

各種団体補助金等でございますが、三次

救命救急センターの利用者の減による負

担金の減が主なものでございます。

　１３７ページからの、目２、予防費は、

前年度に比べ０．９％の増となっており

ます。これは、市民健康診査、各種予防

接種やがん検診、乳幼児健康診査費等で

ございます。

　１３９ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ４．７％の増となっており

ます。これは、衛生業務係分室で使用す

るノートパソコンの購入を見込んだこと

による増でございます。

　１４０ページ、目６、斎場費は、前年

度に比べ１５．３％の減となっておりま

す。これは、市営葬儀、斎場及び葬儀会

館等の管理運営業務委託料が主なものと

なっており、市営葬儀委託料の減が主な

ものとなっております。

　１４１ページ、目７、墓地管理費は、

前年度に比べ２．１％の増となっており

ます。これは墓地管理に係る経費でござ

います。

　２２６ページに飛びますが、款１１、

諸支出金、項１、災害援護資金貸付金、

目１、災害援護資金貸付金は、前年度と

同額で、災害救助法適用災害に係る貸付

金でございます。

　以上、議案第１号、平成１９年度摂津

市一般会計予算所管分の補足説明とさせ

ていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１８年

度摂津市一般会計補正予算第４号のうち、

保健福祉部にかかわります部分について

補足説明をさせていただきます。

　それでは、１２ページからの、歳入歳

出補正予算事項別明細書の目を追って、

主なものについてご説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金の減額は、

私立保育園入所児童数の減に伴うもので

ございます。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料の減額は、市営

葬儀件数の減に伴うものでございます。

　１７ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金の社会福祉費負担金の減額は、特定障

害者特別給付費を、援護施設支援費から

支出したことにより、支出の実績がない

こと及び児童手当給付対象者の減など、

事務事業の精査によるものでございます。

　１８ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金の社会福祉費補助金の

減額は、障害児者の居宅生活支援サービ

スの利用回数の減など、事務事業の精査

によるものでございます。

　１９ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金の減額

は、先ほど申し上げました、特定障害者

特別給付費の支出実績がないこと、及び

児童手当給付対象者の減など、事務事業

の精査によるものでございます。

　２０ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金の減額は、コミュニティ

ソーシャルワーカー配置促進事業におき

まして、コミュニティソーシャルワーカー

の採用が当初の予定よりおくれたこと、

及び住宅改造助成の件数の減など、事務

事業の精査によるものでございます。

　２４ページ、款１９、諸収入、項４、
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雑入、目１、雑入の在宅高齢者日常生活

支援短期入所・ナイトケア利用料の減は、

利用回数の減によるものでございます。

　続きまして、４１ページからの歳出で

ございますが、款３、民生費、項１、社

会福祉費、目１、社会福祉総務費の減額

は、歳入で申し上げましたように、コミュ

ニティソーシャルワーカーの採用が当初

の予定よりおくれたこと、特定障害者特

別給付費を、援護施設支援費から支出し

たことにより、支出の実績がないことな

ど、事務事業の精査によるものでござい

ます。

　４２ページ、目２、老人福祉費から、

４４ページ、目４、母子福祉費まで、及

び４６ページ、款４、衛生費、項１、保

健衛生費、目２、予防費の減額は、いず

れも事務事業の精査による減額でござい

ます。

　目６、斎場費の減額は、市営葬儀件数

の減によるものでございます。

　目７、墓地管理費は、墓地管理基金利

用者を墓地管理基金に積み立てるもので

ございます。

　以上、議案第９号、平成１８年度摂津

市一般会計補正予算第４号所管分の補足

説明とさせていただきます。

○上村委員長　前田生活環境部長。

○前田生活環境部長　議案第１号、平成

１９年度摂津市一般会計予算のうち、生

活環境部にかかわる主な事項につきまし

て、目を追って補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、３５ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、文化

ホールなど各施設の使用料は、前年度に

比べ４．７％の減となっております。

　３９ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係る戸籍手数

料等は、前年度に比べ１５％の減となっ

ております。この主な原因は、住民基本

台帳ネットワークシステムにより確認で

きることが普及したため、住民票の写し

の交付が減少し、その交付手数料の減に

よるものでございます。

　目２、衛生手数料のうち、塵芥処理手

数料は、一般廃棄物の焼却手数料及び臨

時ごみ等の収集運搬処分手数料などでご

ざいますが、前年度と比べ５．８％の減

となっております。これは、ごみの減量

によるものでございます。

　４０ページ、鳥獣登録手数料は、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律に

定める大阪府知事の権限に属する事務の

一部を、本年４月から本市へ事務委譲さ

れるに当たっての事務手数料となってお

ります。

　目３、農林水産業手数料は、土地現況

証明手数料でございます。

　４６ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち、

戸籍住民基本台帳費委託金は、外国人登

録事務に係るもので、前年度と比べ１６

％増となっております。

　５３ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金のうち、

公害対策費補助金及び違法屋外広告物除

去事務経費補助金は、委任事務等の補助

金でございまして、定額補助となってお

ります。また、鳥獣飼養登録事務費交付

金につきましては、大阪府からの事務委

譲に伴う初期的経費に係る交付金でござ

います。

　目４、農林水産業費府補助金は、農業

委員会に係る府補助金で、前年度と比べ

て４０．２％の減となっております。そ

の主な原因は、数量調整円滑化推進事業

費補助金と米穀流通消費改善対策費補助

金が廃止されたことによるものでござい
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ます。

　目５、商工費府補助金は、地域就労支

援事業での能力開発講座の拡充と、３市

合同就職フェアによるものと、大阪府か

らの事務委譲に関する交付金によるもの

でございます。前年度と比べ２３７％の

増となっております。

　５６ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、市民課に係りますも

のとして、人口動態調査に関する事務委

託金及び電子証明書発行に関する事務委

託金でございます。

　６１ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、事業資金融資に伴

い、市内の金融機関に預託しております

元金収入でございます。

　６３ページ、項４、雑入、目１、雑入

のうち、自治振興課に係る主なものとし

て、各種講座受講料、文化ホール入場料

などを計上いたしております。

　環境業務課に係るものとして、資源ご

み売却収入は、古紙、古布、缶、びん、

ペットボトル等の資源物の売却収入を見

込んでおります。

　続きまして、歳出でございますが、８

２ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、都市交流及

び国際交流に係る経費を計上いたしてお

きまして、前年度に比べ０．６％の増と

なっております。

　８５ページ、目１１、防犯対策費は、

前年度に比べ２．１％の増で、防犯灯の

設置及び維持管理等に係る経費を計上い

たしております。

　８８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員報酬、摂津まつり振興会補

助及び地域活性化補助に係る経費が主な

ものでございまして、前年度に比べ０．

３％の増となっております。

　９７ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費は、市民

課業務に係る経費を計上いたしておりま

して、前年度に比べ１６％の減となって

おります。この主な原因は、住基ネット

の第一次稼働機器のリースが満了したこ

とによる借り上げ料の減少によるもので

ございます。

　１３３ページ、款３、民生費、項４、

生活文化費、目１、生活文化総務費は、

摂津都市開発株式会社及び施設管理公社

への、施設管理等の委託並びにフォルテ

２１２・２１３の借り上げに要する経費

が主なものでございまして、前年度に比

べ２．５％の減となっております。

　目２、文化ホール費は、文化ホールに

係ります音響機器及び舞台照明装置等の

借り上げ経費でありまして、前年度に比

べ１７．９％の増となっております。そ

の主な原因は、ステージスピーカーを新

たに借り上げることによるものでござい

ます。

　１３９ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目４、公害対策費は、前年

度に比べ５．１％の増となっております。

　１４０ページ、目５、環境政策費は、

前年度に比べ３８．７％の増となってお

りますが、この主な原因は、大阪府から

の事務委譲であります。鳥獣飼養登録等

に係る事務事業の初期的経費によるもの

でございます。

　１４２ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、前年度に比べ３．１％の

減となっております。

　１４３ページ、目２、塵芥処理費は、

前年度に比べ３．８％の減となっており

ます。

　１４７ページ、目４、環境センター費

は、焼却施設の運転維持管理に係る経常

経費でございまして、前年度に比べ５．
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２％の減となっております。

　１５０ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員会に係る経費を計上いたしてお

りまして、前年度に比べ０．３％の減と

なっております。

　目２、農業総務費は、農業総務に係り

ます経費を計上いたしておりまして、前

年度に比べ３１．６％の減となっており

ます。

　１５１ページ、目３、農業振興費は、

前年度に比べ５．２％の増となっており

ます。

　１５４ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、前年度に

比べ２．７％の減となっております。

　１５５ページ、目２、商工振興費は、

前年度に比べ２６６．５％の増となって

おります。これは、通行量及び購買実態

調査委託料と企業誘致奨励金の増による

ものでございます。

　１５７ページ、目３、消費対策費は、

前年度に比べ３．８％の増になっており

ます。これは、消費生活相談嘱託員の賃

金及び賞与、時間外へのベースアップ分

の増と、新たに発生しました消費生活相

談嘱託員１名の交通費分の増によるもの

でございます。

　以上、歳入歳出予算の補足説明とさせ

ていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１８年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、生活環境部にかかわる部分につき

まして、目を追って、主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２４ペー

ジ、款１９、諸収入、項４、雑入、目１、

雑入のうち、環境業務課に係るものとし

て、資源ごみ売却収入は、ペットボトル

の売却単価アップによる増収を見込んで

おります。

　次に、歳出でございますが、３１ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目７、都市交流費は、中国蚌埠市友好交

流事業に係る実績並びに旧国名連絡会議

研修会の旅費等を精査し、減額するもの

でございます。

　３４ページ、目１４、自治振興費の減

額は、市民法律相談弁護士報酬等の精査

並びに住民活動災害保障保険契約の実績

に応じて減額するものでございます。

　４５ページ、款３、民生費、項４、生

活文化費、目１、生活文化総務費は、本

市斎場に勤務する施設管理公社職員が、

本年３月末をもって退職することによる

退職金を、同公社に補助するものでござ

います。

　目２、総合福祉会館費は、総合福祉会

館閉館による電気設備、侵入防止柵設置

等の改修に伴う入札差金を減額するもの

でございます。

　４６ページ、款４、衛生費、項１、保

健衛生費、目４、公害対策費は、大気・

水質の測定委託を一括入札したことによ

る差金を減額するものでございます。

　４７ページ、款４、衛生費、項２、清

掃費、目２、塵芥処理費の減額の主な理

由につきましては、経常経費の実績及び

車両等の購入による入札差金を減額いた

すものでございます。

　４８ページ、目４、環境センター費の

減額の主な理由につきましては、経常経

費の実績及び入札に伴う差金でございま

す。

　５０ページ、款６、商工費、項１、商

工費、目２、商工振興費の減額の主な理

由につきましては、委託事業並びに融資

契約の実績に伴う差金でございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。
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○上村委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　質疑のある方、挙手をお願いします。

　山崎委員。

○山崎委員　それでは、予算の項目によっ

てと思ってるんですけれども、代表質問

できちんとお答えもいただけてないとこ

ろとか、そういうことも含めてお聞きし

たいと思いますので、関連することから

前後することもあるかと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

　高齢化と格差が広がっていると言われ

ている中で、福祉、扶助費の増大が避け

られない時代がやってきていると。財政

危機も言われておりますけれども、格差

の広がっているときこそ、税の再分配と

いうか、使い方を考えて市民生活を支え

るべきです。福祉、扶助の分野で、財政

難を理由に削るということは許されない

ことだと考えておりますので、そのあた

りでお話ししていきたいと思います。

　まず、予算概要で、最初の部分は、４

８ページあたりですか、高齢者障害者福

祉にかかわる分野で、今度、高齢者の福

祉が後期高齢者広域医療という形に移行

する制度がつくられていくわけで、そこ

の問題点をちょっとお聞かせいただきた

いと思うんですが、保険料は、今度、高

齢者を扶養されている世帯全体で見なけ

ればいけないことになるんではないかと。

つまり、子どもさんの世帯への負担がふ

えるという点をどう考えられているのか

ということと、また、広域になるという

ことで、ほかの地域の医療費の増大とい

う、摂津市には今までなかった負担がか

かってくるということにならないかとい

うことですとか、介護保険にかかわる部

分も出てくると思うんですけれども、総

合的な医療費の負担ですとか、高齢者の

負担がふえてくることによってもたらさ

れる高齢者の生活にかかわる実態をとら

えるというか、そういうことを調査する

とかいう意思がおありなのかどうか、お

聞かせいただきたいと思います。

　あと、代表質問でも取り上げてました、

高齢者の虐待では、各種団体の連携とか

発見・支援を多面的にというご答弁をい

ただいておりますけれども、この中身の

具体的な方策というのをお聞かせいただ

きたいと思います。どういうふうに高齢

者虐待の問題、啓発していって、知らせ

ていく、また、どう発見していくのか、

防止策は具体的にどういうことかお聞き

したいと思います。

　次に、障害者の分野ですけれども、利

用者負担の軽減が、新たに上限負担が２

分の１から４分の１と、これ国の制度で

すけれども、市民税１０万円以下の方に

新たに上限負担が抑えられるということ

になって、実は、私も手続させてもらっ

たんですけれども、施行わずか１年で府

も国も対策せざるを得なくなってきてい

るという、障害者自身の実態はどうかと

いうことをいろいろな団体が調査も依頼

して、府や国も重い腰を上げて調べた結

果、大変なんだと。障害者にとって負担

が重いという現実が明らかになったこと

が背景にあると。この認識は、もう０８

年、来年にも見直しをするということに

なってますので、これを生かしていただ

きたいと思うんですけれども。

　代表質問でも取り上げたんですが、こ

の負担軽減ということをどう支えていく

かということが問われていると思うんで

すけれども、障害者が必要なニーズと支

援をどのようにとらえて、それを無理な

く受けられるようにするにはどうするべ

きかということをお答えいただきたいと

思うんです。

　後の補正予算の部分で、障害者の部分
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で言うと、見込みというか、違った、え

らい減っていると思うんですけれども、

障害者の必要な介護というか援助という

のをしっかりとらえられていないんじゃ

ないかと思うんですね。

　障害者の支援で一番要求の大きいもの

の一つに、移動支援というか、移動介護

というのがあると思うんですけれども、

今度の障害者自立支援法では、外出の支

援事業を、自治体の地域生活支援に組み

込まれたというのが多いと思うんですけ

れども、そうすると、自治体の負担が大

きくなってくる。それから、それに利用

上限とか、外出内容を制限したりと、そ

ういう利用抑制につながるようなことを

やっておられないのかどうか。支援量の

取り扱いについて、今度、制限というの

をつけられていないかということをちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。で

すから、障害者の必要な援助というのを

しっかり見ていただけているかと。それ

から、要らんところに予測をするという

か、必要なところが予測できてないとい

うか。そういったことが、この補正の減

額などでも見えるんじゃないかと思うん

ですけれども、その辺もお聞かせいただ

きたいと思います。

　自立支援で障害者の枠が見直されて、

発達障害とか精神障害の対応、これ始まっ

たばかりなんですけれども、医療機関と

連携などに対応、問題が起きていないか

お聞かせいただきたいと思います。この

枠がふえたことと、予算措置の内容のバ

ランスというか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思うんです。

　それから、概要の４８ページの、社会

福祉法人の介護特例補助金、これ、利用

者負担を行った法人に助成をするという

部分で、これ減ったやつ。これ何かシフ

トしたと聞いたんですけれども、この辺、

しっかりもう一回お聞かせいただきたい

と思います。

　どうも、ざっと予算に照らして、施設

の補助金がちょっと全体的に減ってきた

んじゃないかなと思うんですが、私、ちょっ

と事前に支援事業と昨年の変更点を表に

してもらったんですけれども、幾つか、

総額的には大分ふえてるんですけれども、

施設補助という部分で減ったんじゃない

かなということを思ったんで、それをちょっ

と教えていただきたいと思うんですが、

短期入所支援費ですとか施設支援費、そ

ういったことがちょっと減ったんじゃな

いかなと私感じたんですが。よくこれ整

理できてなくて申しわけないんですが、

お願いします。

　それから、後期医療システムのこの構

築、これさっきも言ってました、委託の

これが３，６００万円つくわけですけれ

ども、この具体的な使われ方というか、

中身についてお聞きしたいと思います。

　それから、５５ページからの保育につ

いてですが、代表質問でも聞いてました

けれども、保育の需要がふえているとい

う認識はされてるんですね。多様な対応

も迫られているということをお答えいた

だいてましたけれども、それに対してど

ういう政策をとっていくのかということ

はお答えになっていないんじゃないかと

思います。

　保育所の施設そのものとか、受け入れ

られる定員、受け皿そのものの拡充が必

要なのではないかとお聞かせいただいた

わけで、定員を拡大して今受け入れてい

るということは緊急避難ではないかと我々

聞いておるので、再度お聞かせいただき

たいと思います。

　５６ページ以降の児童手当、これも事

前に表にしていただいたんですけれども、

対象が２，１７２人、１９年度いらっしゃっ
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て、増額１億３，０００万円といただい

たんですけれども、これは、予算書の方

では差額は６，４００万円だったので、

これ資料の方で、現行の５，０００万円

も含まれていたというふうに考えたらよ

いのかどうか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、また、支給を受ける際、ま

た、何か新たな申請というのが必要になっ

てくるんでしょうか。この児童手当の制

度が変わったという変更の周知などをど

のようにされるのかお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、国は、前年度の補正で、児

童虐待の対策予算も打ち出しておるわけ

ですけれども、児童虐待に対する本市の

取り組み、それから、児童相談所との連

携、国が一生懸命やろうとしていること

に対しての対応はどうなっているのかお

聞かせいただきたいと思います。

　あと、５９ページから、ひとり親家庭

のいろいろ支援とかいうのも入ってるん

ですけれども、ひとり親家庭の相談で、

代表質問の答弁で、就労とか医療、母子

福祉資金の貸し付けとか、相談が多いと

いうことをお答えいただいたわけです。

つまり、経済的に困って相談に来られて

いるという感覚が市の側に認識できるん

じゃないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。

　今、パブリックコメントもとられると

いう自立促進の計画では、国が生活保護

費で母子加算とか、それこそ主張してま

すように、児童手当の削減をしながら、

就労にかかわる支援金というか、就職を

すれば、もしくは就職の活動にかかわれ

ば支援金を出すというように切りかえて

いってるわけなんですけれども、国は。

この就労支援が強調されているという、

たしか、これは本市も同じような主張を

されたわけなんですけれども、この生活

を支える方策にはなってないんじゃない

かと思っております。

　今、社会問題となっているワーキング

プアのこの問題の中には、パートの方々

も入ってるわけです。パートをかけ持ち

してでもなかなか生活が支えられない。

こういう母子家庭の実態がそこにあると

思うんですが、就労させるというか、仕

事をしていただければ事足りるというの

ではなくて、仕事をしてても生活できな

いというようなことがあるわけですから、

本当に生活援助ができるような支援事業

が必要なのではないかと思っておるんで

すが、いかがでしょうか。

　それから、５９ページからの、生活保

護費、あと、４３ページにも、ホームレ

スの自立支援負担金、これは府の事業じゃ

ないかと思うんですけれども、このホー

ムレスとか生活保護の問題で、大阪府の

自立支援の活動、摂津市も相談が、どう

いう形で、どこで、何件くらい行われて

いるかというのをご存じなのでしょうか。

　それから、生活保護費の問題では、代

表質問でもちょっと取り上げました窓口

対応とか、それから、市民へのセーフティー

ネットとしてのこの生活保護の制度とい

うのをどういうふうに市民にアピールし

ているというか、知らせているのかとい

うのをお聞かせいただきたいと思うんで

す。生活保護を受けている方への社会的

な無理解が広がっているんではないかと

思いますので、憲法２５条を守るための、

国の責任で行っている生活保護の制度な

んだということを、ぜひ知らせていただ

きたいと思っております。

　医療の問題では、代表質問でもちょっ

と聞かせていただいていた医師不足の問

題なんですが、市として医師を確保して

いく、地域医療へ医師を確保するという
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か、方策をお持ちかどうかを伺わせてい

ただきたいと思います。

　きのうの本会議で、産科がなくても産

んでくれているということの発言があっ

て、議場で笑いも出ましたけれども、こ

れ笑いごとじゃなくて、地域に産科がな

いということは、国会で我が党の小池議

員が追及されてましたけれども、妊産婦

みずからが車を運転して健診に出かける

というような問題があるんじゃないかと

いうことを言っておりましたけれども、

こういう事態が本市でもあるんではない

かと。産科の不足、医師不足の対策をお

聞かせいただきたいと思います。

○上村委員長　山崎委員、予算書、もし

くは予算概要の何ページ、その項目を言っ

ていただいて、あるいは予算額を言って

いただいて、その件について質問します

ということを言っていただかないと、答

弁する方があいまいになると思いますの

で、その辺、きっちりと言っていただい

た上、質疑お願いします。

○山崎委員　はい、わかりました。

　あと、続きで言うと、医療の問題では、

がん対策なども、予算の充実が国では図

られてるようなんですけれども、摂津市

の方ではどうかということをお聞きした

いと思います。

　予算概要の５９ページからの、医療費

助成の方はまた後ほどということもいけ

ると思うので結構です。

　６８ページの環境問題、二酸化窒素、

ＮＯ２の簡易測定の予算が上がっている

わけなんですけれども、この中身を、規

模とか時期とか回数とか、ちょっと詳し

く教えていただきたいと思うんです。同

様に、その下の、騒音とか水質について

も教えてほしいんですが。

　この間、ダイオキシンの問題ですとか、

３月まで延びているとか、それから、ダ

イヘン跡地の土壌からトリクロ、発がん

性物質、これが出ているということを、

環境問題としてどう対応していくのかと

いうこともあわせてお聞かせいただきた

いと思います。土壌改良とか入れかえと

かいうのも必要になってくるんじゃない

かと思います。

　それから、あと、７１ページの、ごみ

処理の問題で見てたんですけれども、代

表質問でも、計画的な予算確保で焼却炉

の改修というか、更新をしていかないか

んのではないかということをお聞きさせ

てもらったわけなんですけれども、なか

なかこの予算というか、計画というのが、

そのもの自体が上がってきていないと思

われるんですけれども、昨年の市長答弁

では、計画着手を、来年度、２０年度か

らはもうしなくちゃいけないということ

をおっしゃっておられたわけなんですけ

れども、そういうのが予算に出てこない、

計画が出てこないというのはどういうこ

とかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　けさほど、テレビで、小金井市で、も

うごみ焼却炉が古くなって、この３月いっ

ぱいで閉鎖され、使えなくなると。もう

早速、来月の４月からごみ焼却はできな

くなる、そういうことで大変だというよ

うな報道をされていたばっかりなんです。

そこはもう２０年前からわかっていたと

いうことで、そういう事態になっている

ということを他山の石とせずに、しっか

り摂津市の方としても焼却炉の更新とい

うのをやっていかないといけないんでは

ないかと思いますので、その辺のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

　さっき言ったように、市長の答弁、来

年度からはもう計画着手をしないといけ

ないというのと、ごみを減らして、延命、

延命というだけでは、ちょっとそこに矛
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盾が起きてこないかと思いますので、お

願いいたします。

　それから、７６ページの、産業振興の

農業対策の分で、ちょっと疑問に思った

ところで、職員が３人から２人にこれ減

るんですかということを聞いたら、今回

退職される分で、また新たに入れられる

ということなので大丈夫ですという話を

聞きましたので、これは結構です。

　あと、７７ページの、農業祭の補助に

ついてなんですけれども、１３５万円と

いう大きな形になっておりますが、この

イベントを考えておられると思うんです

けれども、大きくなったことの中身を教

えていただきたいと思います。

　それから、８１ページの、地域就労支

援の事業、これ、府から８７万円、これ

も同じようなイベントだと思うんですけ

れども、もらって、講座というか、フェ

ア、委託や消耗品も多く見ておられます

けれども、この事業の中身をイメージで

きるような、具体的な説明をお聞かせい

ただけたらなと思います。

　それから、８２ページからの、幾つか

新規の事務委譲があるんですけれども、

この中身についてもちょっとお聞かせい

ただきたいと思っております。

　就労支援事業については、安倍内閣が

再チャレンジということで、予算２５項

目、１，７２０億円、そのうち雇用関係

が１２項目で６３４億円という、国の予

算でこれぐらいしかつけてないというお

粗末なもんだと思うんですけれども、本

当に本気に国は雇用対策やるつもりなの

かと思うんですが、社会的に企業に雇用

してくれということをしっかり求めてい

くということも必要だと考えておるんで

すけれども、この就労支援事業の中身と

その効果というか、よく言われるんです

けれども、この関係についてお考えをお

聞きしたいと思います。

　それから、同じく中小企業の金融対策

事業、８０ページになりますけれども、

大阪府の制度もありますし、市の制度も

金利が安いというようなこともお聞きし

てまして、確かに、この金融の制度とい

うのは非常に大切なもんだと思ってるん

ですけれども、なかなか中小企業の皆さ

ん、お金のやりくりには非常に困ってお

られるということをお聞きしておりまし

て、国の調査でも、資本金１、０００万

円以下の小さな企業では、貸し渋りなど

があって、８０．５％の方が大変だとい

う実感するという水準にあるとしておら

れるわけです。

　依然、中小企業の資金繰りが厳しいと

いうことは明らかであって、この資金繰

りの円滑化が中小企業の命綱になってい

るという認識はお持ちだと思うんですけ

れども、これが、今、政府系の金融機関

が統合とか民営化をされてきまして、公

的な資金が、資金繰りの確保というより

も、制度の収支が健全化と、黒字にして

いくという方向へ転換されてきているん

じゃないかと思っているんですけれども、

国は、信用の補完制度というか、転換に

踏み込んできて、自治体が制度を一生懸

命維持したいと言っているのに水を差す

ということになりかねないと思うんです

が、赤字を出さない、収支を優先させる

ということを目的とする融資制度ではな

くて、自治体として金融支援をする中で

の立場というのをお聞かせいただきたい

と思います。

　商工業の活性について、代表質問で、

組織強化とかシステムの近代化とか、多

彩な活性化対策というのをお答えいただ

いていたわけなんですけれども、それを

ちょっと具体的にお答えいただきたいと

思ってます。
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　ひだまりとキッズポテト、空き店舗の

利用はよくわかりましたから結構です。

それ以外の部分で、商工業の活性対策を

お聞きしたいと思っております。

　それから、あと、８２ページの、消費

生活の相談ルームの事業というのがあり

まして、ここにあわせて、多重債務の相

談も一生懸命やってもらえたらどうかと

いうことを共産党の質問でもさせてもらっ

たんですけれども、今、多重債務の問題

をどうとらえておられるのかということ

をまたお聞きしたいと思うんですけれど

も。というのが、年末の国会で、グレー

金利が撤廃されると、収入の３分の１以

上は貸せないという制限が加えられるこ

とによって、市中金融の４番手、５番手

以下のところはもう廃業していくと。大

手も合理化、リストラで撤退を始めてい

るというのが今の現実です。もう３月末

には大分リストラが進むと、サラ金です

ね。それがそうなると、ヤミ金とかロー

ンのまとめ屋さんとかいう方が犯罪行為

を行う業者がふえてくると。困った方が

そういうところに手を出していくと。代

表質問の中では、借り手の責任というよ

うなことが市長の答弁にありましたけれ

ども、そういう認識とは違って、もう犯

罪組織が動き出すということは、被害者

に消費者がなってくるというケースがふ

えてくるわけなんです。取り締まりの強

化はもちろんなんですけれども、消費生

活の相談される方ですとか、民生委員さ

んとか、生活相談にかかわる人たちへ、

ヤミ金の恐ろしさとか巧妙さとかという

のを知らせる活動というか、啓発の活動

なども重要になってくると思うんですけ

れども、この違法な貸し付け業者に対す

る対策なども考えておられるのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、あと、一般会計の補正予算

の方の、４１ページで、社会福祉総務費、

先ほども触れましたけれども、介護とか

障害者の援助とかいう部分で、訪問介護

の利用の助成とか、たくさん不用額が出

てきているわけなんですけれども、見込

み違い、その実態にあってないというと

ころも大いにあると私は思うんですけれ

ども、それ以上にまた利用抑制はなかっ

たかどうか、その辺も、だからしっかり

利用者のニーズをつかめているのかどう

かということをお聞きしたいと思います。

　それから、同じく補正の、保育所の運

営費の負担ですか、４４ページ、補正予

算で、ここも減っておるんですけれども、

この金額、ちょっと大きいようなので、

これも中身をもうちょっと詳しくお聞か

せいただきたいと思います。

○上村委員長　答弁お願いします。

　前川参事。

○前川生活環境部参事　それでは、環境

測定の関係についてご答弁申し上げます。

　環境測定に関しましては、大気関係で、

簡易測定でＮＯ２の測定を実施いたして

おります。

　これにつきましては、年４回、１６か

所で実施いたしているところでございま

す。これは、大阪府の常時監視の測定局

がやっぱり１か所であるために、それを

補完する意味で、市域１平方キロ当たり

１か所をめどとして測定いたして、市域

の状況を把握しているものでございます。

　また、水質におきましては、河川採水

ということで、市域の９河川について、

年４回、８項目について測定を実施いた

して、経年変化を見ているところでござ

います。

　これら２点につきましては、業者委託

という形で、委託料を組んで実施してい

るところでございます。

　また、騒音につきましては、我々の方
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で実施しているもので、年に１回、一般

環境騒音につきましては、１８地点で、

朝、夜の時間帯で実施いたしております。

　ちなみに、環境基準の達成率なんです

けれども、道路に面しないところについ

ては、大体６７％、道路に面していると

ころについては３３％程度の達成率となっ

ております。

　それと、三箇牧水路のダイオキシン対

策の関係なんですけれども、昨年、大阪

府の方で詳細調査が行われまして、最大

４万４，０００ピコグラム、ダイオキシ

ンが検出されたということで、今現在、

大阪府において、底質の除去作業が実施

されておきまして、年度内には工事が完

了するというふうにはお聞きいたしてお

ります。

　また、原因究明につきましては、府の

専門部会において、現在、慎重審議され

て、３月にも第４回目の検討部会を実施

されるということで、鋭意努力されてお

ります。

　それと、もう１点の、ダイヘン用地の

土壌汚染の関係なんですけれども、これ

につきましては、事業者の方で、大阪府

条例に基づきまして、３，０００平米の

敷地で該当するということで調査された

結果、有機塩素系溶剤、全体の４万２，

０００平米のうち、１００平米について

汚染が見つかったということでお聞きし

ております。去る３月６日に府の方で公

示されております。

　今後の対応といたしましては、府の指

導を受けて、今後、事業者において除去

作業が実施されるということで、除去方

法につきましてはいろいろあるんで、今

後検討していかれるであろうということ

でお聞きしております。

　除去された後、２年間については、監

視時期という形でモニタリングをされる

と。２年たてば、問題なければ、監視区

域の解除という形になろうかということ

でお聞きしております。

○上村委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　環境センター

の焼却炉の更新についてでございますが、

焼却炉の耐用年としましては、現在のと

ころ平成３０年ぐらいと考えております。

　将来の焼却炉の更新につきましては、

循環型社会形成推進交付金制度にのっと

りました、ごみの減量、再利用、再生利

用の設備を備えた施設計画が必要でござ

います。

　交付金を受けるためには、ごみ処理基

本計画の策定やアセス等、事務的な手続

から施設完成まで約１０年以上の期間が

必要と考えられます。

　さらに、整備用地の周辺の住民合意を

得るための手続に一定の期間を要すると

予想されますので、できるだけ早い時期

に更新についての方針を立てることが必

要と考えておりますが、本市としまして

は、更新についての厳しい立地条件を踏

まえまして、従前からごみ処理の広域化

に向けて努力いたしておりますが、ごみ

は自己処理が原則であること、市民感情

があることなどの困難な問題がございま

す。今後とも、ごみ減量を通じまして、

焼却炉の稼働率を下げるとともに、適正

な補修を行い、延命化を基本としまして、

広域化の動向や焼却炉の稼働状況を見な

がら、更新の時期を見きわめていく必要

があると考えております。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　医師不足のご質

問、それから、がん対策の予算の充実に

ついてご答弁させていただきます。

　全国的な医師不足は非常に深刻な状況

に陥ってきておりまして、日々、報道等

でも目にしない日はない状況でございま
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すが、全国市長会や大阪府市長会等々へ

医師の確保に関する要望について出させ

ていただいております。しかしながら、

非常に根が深い現状がございまして、摂

津市としまして、具体的に医師を確保す

る方策というのを持ち合わせていないと

いうのが現状でございます。

　それから、がん対策の予算の充実につ

いてでございますが、平成１８年度に、

子宮がんと乳がんの検診受診者枠を広げ

るということで、予算を増加いたしまし

た。平成１８年度、今年度の現状といた

しましては、胃がん、大腸がん、子宮が

ん、乳がん、肺がん、それぞれ受診可能

人数と実際の受診者数との関連を見てみ

ますと、まだ余裕があるというのが現状

でございます。そのような現状を踏まえ

て、平成１９年度は予算の増額を行って

おりません。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　予算概要４８ペー

ジの、社会福祉法人介護特例補助事業に

ついてのご質問にお答えします。

　１８年度当初予算、８４９万６，００

０円のところが、１９年度は１７９万９，

０００円ということで、大幅な減という

ことになっておるわけなんですが、これ

につきましては、事業の実績から精査し

たための減額ということでありまして、

施設に対する補助を減らすといった意味

ではございません。

　この補助の制度自体が、国庫補助事業

として行っておるものなんですけれども、

介護サービスの中でも、いろいろな提供

主体があるんですが、そのうち、社会福

祉法人が実施されるサービスについて、

一定の要件を満たす低所得者の方の利用

料及び居住費、食費等に対して、法人の

方が軽減されたという場合に、それに対

して市が補助を行うという仕組みになっ

ております。

　ただ、補助が行われた場合に、すべて

市からの補助対象になるのかということ

ではなくて、この法人が利用者に対して

軽減した額が、本来、法人として得られ

る収入の１％を超えた場合といったよう

な要件がございまして、なかなか対象者

が少なかったり、利用のサービスの量が

少なかったりということでありますと、

市からの補助の対象になってこないとい

うようなものでございます。

　１８年度当初では、最大限に対象者と

か利用の回数を見込んで、すべてが補助

の対象になるというような形で予算計上

をさせていただいたんですけれども、こ

の点、実態にあわせて精査したのが１９

年度、あるいは１８年度の今回の補正と

いうことになっております。

　制度がシフトされているということの

ご指摘があったんですが、これは、１７

年度の特例ということで、１７年の１０

月に、一部、居住費、食費の負担の制度

改正がございました。その中で、特養の

ユニット型の個室については、制度改正

により施設側の方の収入の減があるとい

うことで、それを補う意味での特例措置

がありましたが、これは、１８年度から

介護報酬の改定で解消されておるという

ことで、その部分の特例はなくなってお

ります。

　それから、あわせて、訪問介護の利用

料の助成などとも合わせて、利用者のニー

ズがつかめていないのではないかという

ようなご指摘もございました。その中で、

いずれ、この社会福祉法人の補助制度、

それから、訪問介護の利用料の助成制度

も、いずれも国庫補助の事業に基づいて

実施しておるわけなんですけれども、確

かに、利用実績を見る限り、担当としま

しても効果的とは言えない状況もあるの
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ではないかなということで、これは、こ

れまでから、北摂のブロック会議である

とか、あるいは大阪府のワーキング等で

も、低所得者といいますか、生活困窮の

方への支援といいますか、補助のあり方

というのを検討は続けておるところです

が、まだ解消というか、改定には至って

いないという状況でございますので、ご

理解をお願いしたいと思います。

○上村委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　先ほどの、更

新につきまして、１９年度予算を計上し

ていない、なぜかというようなご質問が

ございましたので、補足してご答弁申し

上げます。

　具体的に、炉の更新計画を、予算を計

上するところまで検討が進んでおりませ

んので、１９年度予算には計上いたして

おりません。しかし、今後とも継続して

その辺のところを検討してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　ホームレスの自

立支援事業に関してでございますが、本

市につきましては、このホームレスの自

立支援事業、この部分につきましては、

具体の中身といたしましては、大阪府の

社会福祉協議会に業務を委託いたしてお

りまして、ほぼ月に１回のペースで、い

わゆる個々のホームレスのところを訪ね

て、実態把握、また、時には保健師を同

行して健康状態のチェック、そういう中

で、必要であれば病院等の指導もさせて

いただいているというような状況でござ

いますが、ちなみに、本市の中でのホー

ムレスの状況でございますが、今、持っ

ておりますデータで申しますと、３年ほ

ど前の１６年７月、この段階で、本市域

で４５名おられたわけでございますが、

直近の数字で申しますと、昨年の７月段

階の数字でございますが、２９名ほどに

減っておるような状況でございます。

　それから、２点目の、いわゆる生活保

護の問題ですが、これにつきましては二

つほどご質問をいただいておるわけでご

ざいますが、まず、１点目の、窓口対応

の問題でございます。

　これにつきましては、窓口へ直接お越

しになる方、また、電話等でご相談され

る方があるわけでございますが、いずれ

にいたしましても、お問い合わせをいた

だいた場合につきましては、私の方にす

べて報告が回ってきております。内容に

すべて目を通しているわけでございます

が、ご本人からのご相談もあれば、ご家

族の方、また知人の方、さまざまな状態

でございますが、おおむね、窓口での応

対は適切にできているものというふうに

考えておりますが、常日ごろから、職員

に対しては、さまざまな事情をお持ちで

窓口に来られるわけでございますから、

十分、どういう事情なのかということで

お聞きする中で、適切な対応をするよう

にということで指導いたしておりますの

で、その点、ご理解をお願いしたいと思

います。

　それから、いわゆる生活保護を現に受

けている方についての市民へのＰＲとい

うようなことでお問いいただいているわ

けでございますが、結論から先に申し上

げますと、その部分については、具体の

対応は実はいたしておりません。ただし、

お電話等でいわゆる保護世帯のことにつ

いてお問い合わせをいただく場合があり

ますので、それについては、個別の具体

論の、お名前を申し上げるわけにはまい

りませんので、生活保護の趣旨なりを申

し上げて、ご説明を申し上げ、理解を求

めているということでございます。
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○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　それでは、高齢

者障害者福祉課に係る分につきましてご

答弁申し上げます。

　まず、後期高齢者の医療制度につきま

して、子どもの世帯の負担がふえるので

はないか、それから、他地域での医療費

の増大等が市の負担に回ってくるのでは

ないか、あるいは総合的な医療費の負担

について、調査の意思があるかどうかと

いうご質問だったかと思います。

　まず、子どもさんの世帯の負担につい

てでございますが、子どもさんの負担は

増加しないというふうに考えております。

　子どもさんの扶養等に入っておられま

して、今まで保険料を負担する必要のな

かった高齢者で、保険料に新たに負担が

生じる方は、摂津市で約７００人という

ふうに予想しております。ただし、２年

間につきましては、これらの人の保険料

につきましては２分の１にとどめるとい

う措置がとられる予定となっております。

　ただ、現実問題としまして、そういっ

た高齢者の方の保険料を子どもさんが実

際に負担されるということはあるかもわ

かりませんけれども、制度上としまして

は、子どもさんの負担がふえるというこ

とはございません。

　それから、他地域の医療費の増大と、

総合的な医療費の負担の問題につきまし

ては、ちょっと現時点では、後期高齢者

医療制度も含めまして、新しい医療制度

改革でどのようになるか、少し予測がで

きない部分がございますので、若干、そ

の内容につきましては、ちょっと答弁が

今の時点では困難かなというふうに考え

ております。

　また、調査につきましても、ようやく

今準備段階に入った段階でございますの

で、まだその辺のことについては具体的

な検討もしておりませんので、今後また

検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

　続きまして、高齢者の虐待の問題でご

ざいますが、去年の４月に高齢者の虐待

防止法が施行されまして、それ以降、本

市におきましては、講演会やリーフレッ

トの全戸配布等を通じて啓発活動に努め

てまいりました。

　こういった取り組みを踏まえまして、

本年２月１６日に、庁内機関も含めまし

て、１６機関からなります、高齢者の虐

待防止のネットワークを設立したところ

でございます。これは一応代表者会議と

いうことで、今後、実務者会議について

も開催してまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、具体的な発見や虐待防止の

方策ということでございますけれども、

１８年度１２月末現在でございますけれ

ども、市の方に虐待が疑われるという形

で通報がありましたのが１６件となって

おります。

　その把握経路を申し上げますと、警察

が５件、民生委員さんが３件、それから、

サービス事業所から３件、家族・親族か

ら２件、それから、知人から２件、本人

から１件ということでございますので、

やはりこうした実態を見たときに、民生

委員さんや事業所、それから、知人とい

うことが結構割合を多く占めております

ので、やはりこういったところが今後も

発見の主体になるかというふうに思いま

すので、このあたりにいかに啓発を強め

ていくかということになるかというふう

に思っております。

　具体的には、やはり一つは窓口を明確

化するということで、高齢者障害者福祉

課の方が一応窓口になりまして、介護保

険課や健康推進課と連携して取り組みを
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進めていくという形で、この間の代表者

会議でも明確にしたところでございます。

　それから、やっぱり防止の一番の方策

は、介護保険等に基づくサービス利用を

していただくということが、一番の防止

の方策だと思いますので、特に、高齢者

だけの世帯とか、そういったところに対

する見守り等の活動について強めていき

たいというふうに考えております。

　続きまして、障害者自立支援の関係で、

負担軽減はされたけれども、障害のある

方のニーズを十分とらえていないのでは

ないかというご指摘でございます。その

一つの例といたしまして、移動支援のこ

とが取り上げられましたですけれども、

１７年度と１８年度の実績を比較いたし

ますと、１７年度につきましては９，２

３４時間、１８年度につきましては、こ

れは１月末までの１１か月分ということ

になりますけれども、１万１，８８６時

間という形で実績がふえております。

　今回、補正の方では、障害児の短期入

所について減額をさせていただいており

ますけれども、これは、いわゆる小学校

４年生以降の、学童保育を受けられない

方に対して、現在、ガイドヘルプサービ

スで対応している部分がございます。そ

の部分が当初の見込みよりそれほどふえ

なかったということが原因でございます。

　それから、利用目的や利用量の制限に

ついてでございますが、摂津市の場合は、

従前から利用目的ですとか、それから利

用量、いわゆる利用時間の上限を設けた

りといったことはいたしておりませんの

で、ご理解をお願いしたいと思います。

　それから、自立支援法に伴いまして、

発達障害や精神障害の方もサービスの中

に組み込まれたということでございます

が、発達障害の問題につきましては、自

立支援法等に基づく現行のサービス内容

を見ましても、基本的には福祉に関しま

しては大阪府が対応すべきもので、発達

支援センター等の整備とか、そういった

内容になっております。

　本市におきましても、高槻市にありま

すそういった施設の方へ、いわゆる児童

デイサービスという形で通っておられる

方等がいらっしゃいます。

　今後は、摂津市におきましても、自閉

症を持つ親の会などが結成されたことも

ございますので、そういったところと一

緒に勉強しながら、今後の市の取り組み

について検討してまいりたいというふう

に考えております。

　精神障害につきましても、これは市内

に医療機関が１か所ということもありま

して、作業所やグループホーム等につい

ては整備されておりますが、社会資源が

少ないということもございます。また、

一方、ホームヘルプサービス等につきま

しても、前回の議会で補正をお願いしま

したように、ホームヘルプサービス等の

内容が精神障害者の方のニーズに合って

いないのではないかということで、市と

しましても、大阪府の意向を受けまして

モデル事業等に取り組んでおるところで

ございますので、そういった取り組みを

踏まえて、ニーズにこたえられるように

今後も努力してまいりたいというふうに

考えております。

　それから、施設を使ったサービスが少

し減っているのではないかというご指摘

でございます。

　確かに、短期入所を見ますと、１７年

度と１８年度の実績、１８年度は１１か

月分でございますが、若干減っている部

分もございます。これは、ニーズを十分

踏まえていないのではないか、あるいは

利用者負担の問題というよりは、摂津市

の場合、やはり、例えば知的障害の方で、
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親御さんの介護を受けておられる方で、

親御さんがけがをされた場合とか、いわ

ゆるショートステイやけれども、ロング

ステイみたいな形で、ショートステイを

長期で使われるような場合がございます。

そういった方が実際にいらっしゃるかい

らっしゃらないかで、かなり数字が変わっ

てまいりますので、その辺が大きいと思

います。

　補正予算では、児童と知的障害者の方

の短期入所を補正させていただいており

ますけれども、これは、市立施設は別途

になっておりますので、あくまで市外の

施設の利用が、当初想定したより少ない

ということでございます。

　それから、後期高齢者の医療システム

の委託の内容でございますけれども、市

に係るシステムの構築ということでござ

いまして、具体的な内容につきましては、

住基との情報連動、それから、税情報と

の連動、徴収保険料の消し込み、特別徴

収の一本化、それから、高額の計算の一

本化、それから、検診結果連動等の内容

となっております。

　それから、補正予算の方でかなり減額

があるということで、これは、当初の利

用見込み等につきまして、過大に見込ん

でいる分がありましたことにつきまして

は、今後気をつけてまいりたいというふ

うに思っております。

　ただ、一つの典型的なサービスになり

ますホームヘルプサービスをとりまして

も、先ほど、１７年度と１８年度を比較

しますと、１７年度は１万１４時間、１

８年度につきましては、１１か月で１万

１１０時間ということで、既に１７年度

の実績を超えておりますので、全体とし

てサービスの利用量が減っているんでは

なくて、当初の見込みが少し多くて、そ

こまでは利用量が伸びなかったという形

で理解をいただきたいと思います。

○上村委員長　中井参事。

○中井産業振興課参事　予算概要７７ペー

ジの、農業祭実行委員会補助金の質問に

ついてお答えいたします。

　農業祭実行委員会補助金の増額の理由

といたしましては、農業祭の会場を総合

福祉会館から市役所前駐車場に会場変更

したことに伴うものでございまして、テ

ントの増によるレンタル料、それから、

電気トラブルが起これば、広く庁舎全体

に影響が出ないように、安全性を確保す

るために電気ボックスの設置、それから、

会場で市民に腰をかけてもらうための縁

台の設置、案内表示板の充実、それから、

品評会会場として、ポリテクセンター関

西の、多目的棟及び模擬店の準備場所と

いたしまして、鶴野会館の使用料等で、

合計６０万円の増額をお願いしたもので

ございます。

　今後も、摂津市の農地・農業を守るた

めにも、また、市民から喜ばれ、多く参

加していただける農業祭にしていきたい

と考えております。よろしくお願いしま

す。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　まず、補正予算

の４４ページ、民間保育所運営費補助金、

保育所運営費負担金の減額についてでご

ざいます。

　平成１８年６月から、民間保育所が１

園創設、そして、１園、建て替えによる

定員増ということになりまして、あわせ

て１２０名の増員となっております。

　その増員に対しまして、１１５％の受

け入れということで、１８年度予算につ

きましては、予算計上を行っておりまし

たけれども、６月に開設いたしまして、

すぐに定員全員を受け入れるという形で

はなく、段階的に、定員の受け入れを進
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めてきましたこともありまして、１１５

％の運用まで至ってはおりません。

　また、ほかの園からの転園の受け入れ

というようなこともございましたので、

全体の保育所の入所児童数といたしまし

て、当初の見込みよりも下回ったという

ことによりまして、民間保育所に対しま

す運営費の負担金が減額いたしましたこ

と。そしてまた、それに伴いまして、補

助金が下回りましたということによるも

のでございます。

　次に、このことにも関連いたしますけ

れども、保育需要の増に対する対応とい

うことでございますが、確かに保育所を

希望される方はふえていってはおります

けれども、２月の保育所の入所の状況、

また、お申し込みの状況、そして、待機

の状況を見ますと、現在、公立民間合わ

せまして、入所者数が１，７４４名になっ

ておりまして、定員が１，５８５名、１

１５％の受け入れを行いますと、１，８

２２名まで受け入れられるということに

なっております。

　お申し込みのあった方すべてを待機と

いう形でとりますと、今、８１名の方が

いらっしゃいますけれども、この８１名

の方のうち、現在既に保育所にお入りに

なっていて、転園を希望されているとい

う方もこの中にはいらっしゃいます。そ

して、また、簡易保育所にお入りになり

ながら、民間の保育所を希望されている

という、そういう方もいらっしゃいます。

　そういう方も含めますと、この総定数

の中に８１名の方が入っていただけると

いうことで、新定義といたしましては、

待機の状況がゼロというような計算の仕

方になることになっております。

　１１５％が緊急避難的なもので、やは

り１１５％の運用を考えないで、受け皿

そのものの拡充はどうなのかというご質

問でございましたけれども、１８年度に

１２０名の定員の拡大を行ったところで

ございまして、定員に対します就学前児

童の割合といたしましては、普及率２９．

６％に上がっておりまして、府下でも高

い方になっておりますので、現在のとこ

ろ、お申し込みの状況ともあわせまして、

今の状況で対応をしながら今後を考えて

いきたいというふうに思っております。

　次に、児童手当の問題でございますが、

今回、３歳未満児、今まで、３人目のお

子さんだけ１万円の手当だったものが、

３歳未満児すべてに対して１万円という

ふうに、一人目、二人目のお子さんが５，

０００円から１万円に増額ということに

なっておりますが、その制度に伴いまし

て、新たな申請が必要かというご質問が

一つございましたが、これにつきまして

は、児童手当を受給する方自身は同じで

ございますので、新たな申請は必要とは

なっておりません。今のままの形で１万

円に増額になるというものでございます。

　また、変更の周知についてでございま

すが、これにつきましては、広報せっつ

の５月１日号でお知らせをするつもりに

いたしております。また、国の方からポ

スター等の掲示も予定されておりますの

で、そういうことによりまして周知して

いきたいというふうに考えております。

　それと、この制度改正に伴いまして、

大体、１億３，０００万円の増が見込ま

れておりますけれども、今回、予算書に

おきましては、約６，４００万円の増と

いうことで計上させていただいておりま

す。これにつきましては、補正予算のと

ころで、１８年度予算、当初予算に比べ

まして、人数の読み込み違いもあったと

いうことで、８，８００万円の減をいた

しておりますので、そのことと、それか

ら制度改正とをあわせまして、６，４０
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０万円の増というふうにご理解いただけ

たらというふうに考えております。

　約６，４００万円の増と８，８００万

円の減を合わせますと、大体１億５，０

００万円ほどの増になるかと思いますけ

れども、制度改正分が、先ほど言いまし

たように、１億３，０００万円、そして

また、人数等の調整によりまして、２，

０００万円の増という形で、合わせたも

のとして計上をさせていただいておりま

す。

　次に、児童虐待への取り組みというご

質問でございますが、これにつきまして

は、児童虐待防止連絡会というネットワー

クを、いろいろな関係機関でつくってお

りまして、代表者委員会、実務担当者会

議、そして、隔月の相談会などで取り組

みを進めております。

　この定例的な会とは別に、個々のケー

スにつきまして、関係機関が集まりまし

てケース会議というものを随時持ってお

りまして、どのケースにどういうふうに

対応していくのか、具体的な会議なども

行っております。

子ども家庭センターとの連携というお話

でございましたが、この連絡会の一員と

いう形での連携もございますが、一つ一

つのケースにつきまして、通報があった

段階で、各機関と連携をしながら、その

通報のあった事例に当たっていくわけで

ございますが、必要に応じて、子ども家

庭センターと連絡をとりながら進めていっ

ているというところでございます。

　次に、ひとり親家庭の問題でございま

すが、経済的困難の認識についてお話が

ございましたが、昨年８月に、児童扶養

手当を受給されている方と、また、ひと

り親医療を受けていらっしゃる方を対象

といたしましてアンケートを行いまして、

そのアンケートも含めた上で、ひとり親

家庭自立促進計画を策定しているわけで

ございますが、そのアンケートの中で、

最も困っていることといたしましては、

収入が少なく、生活が苦しいということ

が約３９％出されておりました。また、

自由記述の中でも、最も多かったものと

いたしましては、収入とか就労に関する

ことでございました。

　そういうようなことからも、経済的に

困難を抱えていらっしゃること、生活が

大変厳しい状態に置かれていらっしゃる

ことは十分に認識はいたしております。

　ただ、就労支援強調という形になって

いるのではないかというお話でございま

したが、このアンケートの中にも、また、

母子の方とお話しする中にも、やはり安

定した就労を得て、安定した生活を送っ

ていきたい、そういうふうにお考えであ

ると思っております。

　その安定した就労に結びつく支援をど

うしていったらいいのか、そのことが、

本来、この自立促進計画の重要な柱では

ありますけれども、この中で、今回の計

画に載せていただいておりますのは、い

ろいろなご相談があった場合に、その相

談先もどこへ出したらいいのかわからな

いという方も、１割ぐらいの方もいらっ

しゃいましたので、まず、どこへ何を相

談しにいったらいいのか。そして、その

就労へ向けたご相談についても、例えば、

保育所のご相談にあわせて、自立支援員

が就労についてのご相談に乗りながら、

また、地域就労支援のコーディネーター

とも連携をとりながら、どうしていけば

その就労に結びついていけるのか、いろ

いろほかの機関との連携も図りながら、

今まで、その窓口、窓口で、なかなか連

携が十分でなかった部分もあったのでは

ないかと思いますけれども、その連携し

た対応をとりながら、就労支援に向けて
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の支援、また、ほかのいろいろな困りご

とに対する相談などについても対応して

いきたいというふうに考えております。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　まず最初に、８１

ページ、地域就労支援事業の中身とあわ

せて、効果についてご説明させていただ

きます。

　まず、次年度の中身でございますが、

３講座プラス新たな１講座を用意してお

ります。パソコン活用を目指したシステ

ムアドミニスト講座、それから、高齢者

介護対策として、福祉住環境講座、販売

面の資格の強化を目指した色彩検定等３

つの講座を行ってまいりますとともに、

新たに就労の基本とも言われるパソコン

講座を開催していきたく思います。

　また、これまでどおり、一般並びに障

害者の就職フェアを行う中、ことしは、

広い広範囲でのマッチングを目指しまし

た３市合同の就職フェアも開催してまい

る予定でございます。

　これらに対する効果でございますが、

まず、講座に対しましては、若者、また

生活保護者、母子家庭の母親等の弱者へ

の対する資格の取得を目指し、就労条件

を上げるとともに、就職フェアにつきま

しては、ハローワークに行かなくても、

身近なところで求人・求職活動のマッチ

ング、環境づくりを目指すものでござい

ます。

　それから、８２ページ、大阪府からの

事務委譲に伴います新規の事務でござい

ますが、これは、平成９年４月、大阪版

地方分権推進制度に基づく事務委譲で、

今回は、関連する事務をパッケージ化し、

一括した事務委譲が目指され、地域での

総合的な行政主体としての市町村の権限

が強化されるとともに、申請手続等の利

便性の向上や、ワンストップ化などのサー

ビスの向上が期待され、委譲されるもの

であります。

　産業振興課におきましては、まず、産

業振興部門と消費部門の二つのパッケー

ジが委譲される予定で、産業振興部門で

は、本市商工会における会費や所在地の

変更に代表される約款変更等の受け付け

事務を行う商工関係、それから、本市の

活性化事業と連動した、アーケード設置

に代表されます、商店街の整備計画の受

け付け事務を行う商店街関係、そして、

市内工場、または、事業所の新増設にお

ける緑地環境施設に関する届け出の受け

付け事務を行う工場立地法関係の計３事

務でございます。

　消費部門は、衣類や電気機器等、通常

生活に供する９０品目について、販売事

業者等が表示の標準を守っているかどう

かを確認するため、店舗等への立入検査

及び調査を行う家庭用品品質表示法の関

連事務と、トイレットペーパーなど、国

が指定する国民生活にかかわりが深い物

資の買い占め等がされたときに、指導・

指示をする国民生活緊急措置法関連の計

２事務を委譲されるものであります。

　以上の事務委譲に必要とされる人件費、

関係法令集、専門書、受け付け印やファ

イル等の事務用品、そして、備品として

のロッカー等が１００％の補助を受ける

ものでございます。

　それから、８０ページ、金融対策でご

ざいます。

　本市の中小企業金融対策事業は、市内

の中小企業者の健全な発展のために必要

な資金を融資するもので、市が金融機関

に貸し付け原資の一部を預託し、大阪府

中小企業信用保証協会の１００％の保証

を受けて、金融機関が、市の定める融資

条件で融資し、その後、借入金完済後、

本市が保証料の全額、利子の２分の１を
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負担するものでございます。

　このような中、国におきまして、金融

機関との責任共有を前提に、信用補完制

度の見直しが進められ、この平成１９年

１０月をめどに、現在の金融機関と保証

協会の間で締結する割合が、これまでの

融資残高の１００％協会保証から、事故

が起きた場合、保証協会は８０％、残り

２０％は金融機関の債権として、代位弁

償の対象となることが決まりました。

　これまで、北摂ブロックの担当融資会

議や市長会を通して、事務継続の要望活

動を継続してまいりました結果、（仮称）

大阪府市町村連携型中小企業融資制度が

創設される予定で、引き続き、本市とし

ましては、借入金完済後の保証料の全額、

利子の２分の１の負担というスタンスを

堅持してまいりたく思っております。

　それから、８０ページ、活性化事業の

空き店舗依頼のメニューということなん

ですけれども、全国的に、この空き店舗

活性化対策事業が全市の目玉となってお

ります。

　その他としましては、ソフト事業とい

たしまして、香千商店街や正雀本町、正

雀駅前商店街のさまざまな売り出し会の

費用の事業補助を行ってまいります。

　また、千里丘ことぶき商店街、千里丘

商業協同組合、正雀駅前並びに本町商店

街の街路灯に対しての電気代の１年間の

半額補助を行ってまいりたく思います。

　また、新たに、ただいま、公衆浴場の

５団体の皆様が、何とか地域とともにで

きる事業をということで、今協議中でご

ざいますので、その方に向けても補助を

していきたいという形で、現在協議を重

ねているところでございます。

　最後に、８２ページ、消費生活でござ

います。

　先般、代表質問でも取り上げられまし

たけれども、滋賀県野洲市では、市民生

活や教育・環境・交通・健康等、多岐に

わたる関係１８課の４３部門が連携する

中、市民人権相談窓口ネットワークとい

う組織を構築され、多岐にわたる相談を

各部門の連携のもと対応されております。

　本市におきましても、摂津市相談業務

等連絡会を設置し、１３課、２７部門に

よって連携を進め、相談業務の充実を図っ

ており、その相談者が求める内容の窓口

への誘導も図り、総合的な支援を行って

おります。

　現在、消費生活相談ルームが多重債務

者の相談を受けた場合、生活面の支援と

して、相談者の求めにより、とりわけ、

生活保護受給に向けた取り次ぎを行うこ

ともありますが、何よりも、任意整理、

特定調整、個人再生、破産等の手続は弁

護士等の指導が必要で、相談ルームでは

対応できません。現在、大阪府の専門弁

護士による無料相談所を主に紹介してお

りますが、このような債務を専門とする

弁護士の数や相談体制は、まだまだ充実

させていかなければなりません。現在、

金融庁、総務省によるアンケート調査が

来ておりますが、市町村の連携とともに、

大阪府の指導的役割も求めながら、この

両輪で広域的な業務を行っていきたいと

いう要望を、各市とともに行ってまいり

たく思います。

　また、あわせて、ヤミ金融業者に負け

ない消費者づくりに向けて、老人クラブ

や自治会組織等の連携も一層深めながら、

現在行っております消費生活出前講座で

の啓発に加え、何よりも、問題の未然防

止に努めてまいりたく思っております。

○上村委員長　暫時休憩します。

　　　（午前１１時４９分　休憩）

　　　（午後　１時　　　　再開）

○上村委員長　再開します。
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　山崎委員。

○山崎委員　午前中のご答弁に従って、

また、再度お聞きいたします。

　ご丁寧な答弁いただきましてありがと

うございます。

　まず、私の質問の順番でいかせてもら

いますけれども、高齢者虐待のお話もしっ

かりお答えいただきましたが、１６件の

通報の件数、中身も説明していただきま

した。しかし、中身ですね、実際、虐待

があったのかどうだったのかということ

をお聞かせいただいてないので、この中

身の方で、１６件すべて問題があったの

か、どういう対策をとられたのかという

ことなどもお聞かせいただければと思い

ます。

　本当にいろいろなケースというのを想

定して情報を集めていかなくてはならな

い分野だと思います。調査というか、ど

ういうふうに調べていくのかということ

も、あわせてお聞かせいただければと思

います。

　それから、障害者の方でもそうなんで

すけれども、医療実績が非常に上がって

いるということは、だから、私もそう思っ

てたんですけれども、この需要と実際の

現場の調査というのをどういうふうに考

えておられるのかということを聞かせて

いただきたいと思うんです。

　先ほどの、４８ページの、介護特例補

助金にしても、対象が出なかったという

ことなんですけれども、この１％以下と

いう部分では、介護施設へのしわ寄せに

なっていないのかということなども、あ

わせてつかんでおられるのかということ

もお聞きしたいと思います。

　あと、保育については、新定義で、待

機児ゼロということなんですけれども、

さっき言われてましたように、実際は、

待機の８１名の方が希望する園に入れな

いという状態があるということをしっか

り見ていただかないといけないと思うん

です。数字的にはよくつかんでられるの

かもしれないんですけれども、ご兄弟で

別々の保育園に行かないといけないてな

ことが起きているんじゃないかというこ

ともお聞きしてますので、この辺をどう

考えるのかということは、再度聞きたい

と思います。

　それから、児童虐待の問題でも同じな

んですけれども、いかに未然に防止して

いくかということも考えないといけない

という意味では、調査というか、調べて

いくという、現場の状態をしっかり見て

いくということが必要なんじゃないかと

思います。

　すべての面で、問題の調査というのが

必要じゃないかと思いますので、その辺

をお聞きさせていただければと思います。

　生活保護の問題でも、先ほどちょっと、

生活保護を受けている方への無理解とい

う話をさせていただいてるんですが、生

活保護の制度に対する無理解が広がって

いるんじゃないかと思いますので。

　例えば、本来なら、もう生活保護を受

けてもおかしくないような方が救助でき

ていない。いろいろ、その方の、そりゃ

もう自分の意思で受ける、受けないとい

うのはやらないといけないんですけれど

も、生活保護というのは、もうほんまに

困窮してでないとなかなか来ないという

ようなこともあると思うんですが、本来、

受けられるというか、可能な方は、文化

的な生活を追求するための自分の権利と

して生活保護の申請もできるということ

の認識というのを市民に知らせていくと

いうことも大切なんじゃないかと思いま

すので、そういったことも知らせられる

のかということをお聞きしたいと思いま

す。
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　それから、ホームレスは減ったという

ことでありますけれども、市の方として

も、府任せにするんではなくて、市民生

活を見守る中で、ホームレスの問題など

にも取り組んでいただきたいと思います。

これは要望でいいですが。

　それから、医療の問題では、医師不足

について、市がとるべき策というのは、

基本的にはないというお答えでしたが、

それではいけないんではないかと私は思

うんですが、さっきの検診の話も出まし

たけれども、がんの。可能な人数よりも

受診者が少なかったということで、市民

への告知には問題がなかったのか。受け

やすい検診にはなっていないんではない

かとかいうことも考え合わせていただき

たいと思っておりますので、ここも、現

状という意味ではどうなのかということ

をお聞きしたいと思います。

　それから、環境問題では、環境測定の

場所などはお知らせいただきましたけれ

ども、これで十分かということはいろい

ろ検討の余地もあるかと思うんですけれ

ども、騒音では達成率の数字もあげてい

ただきました。道路に面しているところ

では３３％の達成率、これをどうしてい

くのかということもお聞きしたいと思い

ます。環境を守っていくという政策をど

のように考えておられるのかということ

をお聞きしたいと思います。当然、ダイ

ヘンのトリクロとか、ダイオキシンとか

も事業者の責任というのは追及していか

なくてはいけないんですけれども、不明

な部分については、市として環境を守る

政策というのがないといけないのではな

いかと思うんですが、いかがでしょうか。

　それから、地域就労支援では、府から

の、８２ページの方で、新たに委譲の中

身があると。消費のラベルの表示の管理

というか、見張ったりとか、そういうい

ろいろな仕事が、これはふえるんでしょ

うか。中身の方として、いろいろご説明

いただきましたけれども、これ、ほんま

にしっかりやっていくということになる

と大変な事業をやらないといけないのか、

府にやっていただいて、事務的な部分を

移してもらうということで済むのかどう

か、その辺もちょっとお聞かせいただき

たいと思います。

　そういう意味では、地域就労支援です

とか、農業祭ですとか、産業振興にかか

わる部分というのが、非常に今たくさん

発生してきてますので、支援体制という

か、人員体制なども足りているのかどう

か。というのは、先ほども商工業の部分

で、いろいろな金融などの部分も意見と

して聞かないといけない立場にあられる

と思うんですけれども、それに手が回る

状態なのか。当然、商工業の部分では経

営者の方とも話をされる。労働者という

か、使われている方とも話をしなければ

いけない。その調整も図っていかないと

いけないというのはあると思うんですけ

れども、そういうことになると、本当に

現場の意見、ずっと流れてるんですけれ

ども、調査ができているような状態になっ

ているのかどうか。ただ、イベントをこ

なすだけに一生懸命やっているというの

ではつまらないと思いますので、その辺

もお聞かせいただきたいと思います。

　それから、あとは、補正予算の方は、

保育所のあれですね、入らなかったとい

うか、年度途中からでということで、わ

かりました。

　それと、児童手当の分で、予算同士を

比べるといけないと。決算で比べないと、

去年との実像がわからないというのもわ

かりましたので結構です。

　虐待ですとか生活保護の問題ですとか、

多重債務の問題ですとか、こういった、
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市民の生活が大変だという現在の状況を

認識してもらってかじとりをしてもらわ

なくては、してはいけないということだ

と思うんです。

　理事者の皆さん、直接、それこそなか

なか窓口で対応していらっしゃる方も全

部いらっしゃるというわけではないでしょ

うけれども、その現場の状況を酌み上げ

て、それを、市長、助役、政策立案の方

につなげていくということが必要なんだ

と思うんですけれども。

　助役、どうですかね、現場のその意見、

状況をしっかり、今言ったような内容が

汲み上がってきて、それで政策立案をし

ていくという仕組みになっているんでしょ

うか。政策立案は、現実はこうであると

いうことからスタートして、それに対策

をどうしていくかという、ボトムアップ

の手法でつくっていかなくてはいけない

と思うんですけれども、その辺のお考え

もお聞かせいただければ。実際、ちゃん

と、皆さんから、大変ですよということ

はちゃんと聞かれているのかどうかとい

うことをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○上村委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　それでは、環境

対策についてご答弁申し上げます。

　先ほど答弁をさせていただきましたよ

うに、大気とか水質につきましては、そ

れぞれの基準をクリアしているという現

状におきまして、特に自動車騒音につい

ては、今、３３％の達成率ということで、

現状としてはかなり厳しいという認識は

いたしております。

　これにつきましては、自動車自体の騒

音の低減、これは国の施策になろうかな

と思うんですけれども、そればかりでは

なく、新しい道路などにつきましては、

緩衝緑地帯を設けるなり、高規格道路を

つくっていただくというような施策も必

要でありますし、既存道路でありました

ら、防音壁の設置とか、そういう対策も

考えられるということで、それぞれのそ

ういう総合した対策を講じていかなけれ

ば、今、現状の、車の保有台数がかなり

増加している現状の中では追いついてい

けないかなというふうに考えてますので、

それらの対策を総合的に講じていく必要

があろうかなということで、それの関係

機関と協議しているところでございます。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　社会福祉法人介護

特例補助金についての２回目のご質問に

お答えします。

　この補助金について、介護施設へのし

わ寄せになっていないか、また、その辺

の実態を把握しているのかというような

ご質問かと思いますが、この補助金につ

きましては、社会福祉法人が実施される

軽減措置への市からの補助ということで、

社会福祉法人の役割としまして、一定所

得の方への負担軽減をぜひやっていただ

きたいと。一定、法人の負担が多くなれ

ば、その部分は国、府、市で補助させて

いただきましょうというような趣旨のも

のでございます。

　そういう意味で、例えば、社会福祉法

人以外の法人は、この対象となっていな

いわけでありまして、社会福祉法人とし

てちょっと頑張っていただきたいという

部分があります。制度当初は、一部の法

人のみが手を挙げていたところですが、

現状では、すべての社会福祉法人さんに

この趣旨をご理解いただいて、実施して

いただいているというふうになっており

ます。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　生活保護の件で

ございますが、いわゆる生活保護を受け
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るというようなことが権利であるという

ことが、こういうことについての無理解

が広がってきているのではないかという

ような趣旨でのご意見でございましたが、

私、日々、保護の窓口での状況を見てお

るわけでございますが、また、それと同

時に、相当長期間にわたりまして、福祉

の職場でお仕事をさせてもらっているわ

けですが、必ずしもそうではないんでは

ないかなと。ある意味で言うと、例えば、

以前であれば、世間体というようなこと

とか、随分気にされて、なかなか福祉事

務所に足を運ばないという方もおられた

わけですが、そのあたりは、随分和らい

できてるのかなと。これは、ある意味で

申しますと、この１０年余りの保護の申

請、これ、経済の状況、それから、市民

の人口構成の変動というようなことも当

然あるわけでございますが、申請件数そ

のものも、この１０年ほどで、ほぼ倍ぐ

らいにふえてきているという状態も兼ね

合わせて見ていくと、必ずしもそうでは

ないんではないかなと。ただ、日々、生

活保護を担当している者として、やはり

そういう状況であっても、なおかつ、非

常に生活が困窮する、ないしはしつつあ

るにもかかわらず、福祉の窓口の方にご

相談をいただかないという方も、現実は

出てきているわけでございますから、そ

ういう部分については、やはりご利用い

ただくというようなことで、ある程度の

フォローをしていく必要がございますの

で、そういう部分は、例えば、地域で民

生委員さんのご協力を得て、保護係の方

へ話をつないでいただくというような形

の取り組みは、引き続きやっていく必要

はあるというふうには考えておりますが、

ご指摘の点は、必ずしもそうではないん

ではないかなというふうに考えておりま

す。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　検診の受けやす

さを、できるだけ市民にとって受けやす

い検診とするようにというご指摘でござ

いますが、できるだけ努力してまいりた

いと思っております。

　例えば、平成１８年度には、乳がん検

診と子宮がん検診を同日に受診できるよ

うにセットアップしたりもしております。

　今後とも、地域へ出かけていっての検

診等検討してまいりたいと思っておりま

す。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　それでは、まず、

高齢者虐待の、平成１８年度１２月末時

点までの実績が１６件ということで、そ

の通報が実際の虐待であったかどうかと

いうことと、今後、具体的にどのような

取り組みを行ったのかというご質問でご

ざいます。

　まず、１６件につきましては、すべて

一応虐待というふうに認識をいたしてお

ります。

　その内訳につきましては、身体的虐待

が９件、介護放棄・放任が４件、心理的

虐待が２件、経済的虐待が３件、合計１

８件となっております。これは、虐待の

理由が複合している場合もございますの

で、１８件という形になっております。

　現在、そのうち８名の方については、

虐待をされた方といわゆる分離するとい

う形で、入院２名、それから、短期入所

等のサービスで６名の方が分離をされて

いるという形になっております。その他

の方につきましても、これまでサービス

を受けておられなかった方に対して、サー

ビスを利用していただいたり、それから、

安否確認のホームヘルパーが随時訪問し

たり等の継続した支援なり見守りという

形で進めております。
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　それから、実際、虐待の通報がござい

ましても、これ、虐待の通報があったと

いう形で、すぐに市の方が入っていくわ

けにはいきませんので、どういう切り口

で実態を調査をしていくかというのは非

常に難しい問題でございます。

　例えば、一つの例を挙げますと、息子

さんと高齢者が住んでおられて、それが、

息子さん等から虐待を受けておられるの

ではないかというようなことが想定され

る場合、例えば、息子さんがおられない

場合でしたら、昼間、ひとり暮らしだと

いう我々の認識に立てまして、お近くで、

お昼間はお一人で大変何か苦労されおら

れるよという情報を聞きましたので、安

否確認ヘルパーが訪問して、まずそういっ

たところから切り口を見つけていくとか、

サービスを受けておられる方については、

いろいろなサービス事業所とか、その方

個々のやっぱり具体的な状況に応じて、

どういう形でその実態を把握するかとい

うことを、私どもと介護保険課、地域包

括支援センター、それから、健康推進課

等の担当職員等で協議しながら進めてい

るのが現状でございます。

　それから、障害の方等のサービス量に

向けた実態調査ということでございます

けれども、昨年度策定いたしました第３

期長期行動計画に向けて、平成１６年１

２月から平成１７年１月にかけまして、

人数を調べる実態調査を行っております。

全数というわけにはいきません。あくま

で抽出した部分でございますが、一定そ

ういった形での調査を行っております。

　それから、やっぱり実際にサービスが

あること、それから、そのサービスの内

容について知っていただくためには、市

の方から一方的な情報を提供するだけで

は難しいところがあるかと思います。具

体的には、やっぱり一つは、地域福祉関

係者の方にいろいろご理解をしていただ

いて、地域福祉関係者の方から、やっぱ

りそういう地域でいろいろ困っておられ

る方に対して、こういったサービスがあ

るんではないかと。だから、市の方へ相

談したらどうだとか、そういった働きか

けが非常に重要であるというふうに考え

ております。

　具体的には、そうした計画策定に向け

ましたタウンミーティングや、あるいは

ＣＳＷ、コミュニティソーシャルワーカー

の活用とか、それから、相談支援事業所

がいろいろなシンポジウム等の事業等も

やっておりますので、そういった中で、

今後もサービスの内容などについて啓発

を進めてまいりたいと考えております。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　最初に、大阪府委

譲にかかわります消費部門の家庭用品品

質表示関連でございますが、これまで、

府の場合は、４年に１回の割合で、摂津

市内の店舗の立ち入りの検査を行ってき

たということで、委譲された場合は、年

１回程度の抜き打ちによる店舗の立入検

査をした方がよいということで、現在、

今後、大型店舗を中心に、年１回の立入

検査を行ってまいりたく思っております。

　続きまして、産業振興課の体制につい

てでございますが、産業振興課では、さ

まざまな産業施策をはじめ就労支援講座

の後追いをするコーディネーター、働く

権利を守る労働相談、また、消費生活に

関する相談等の業務も行っております。

　とりわけ、各種相談業務におきまして

は、相談内容の多様化、専門化が進み、

正規の一般事務職員では、到底対応する

ことも困難で、それぞれの専門の知識を

有した人物が非常勤嘱託員や嘱託員等、

さまざまな勤務体系で勤務しております。

このような総合的な視点から見ますと、
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スタッフ数もふえるわけで、今後ますま

す業務内容の専門性が求められる中、そ

の業務はだれが担うのがよいのかといっ

た観点から、多様な勤務形態で臨んでい

きたいと思います。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　保育所の入所に

ついてでございますが、兄弟で別々の保

育園に入っている方もおられるのではな

いかというご指摘でございましたが、兄

弟の方につきましては、もちろん同じ保

育園に入っていただくように心がけては

いるところでありますが、園によりまし

ては、どうしてもこの園をご希望という

場合でしたら、どうしても受け入れが難

しいというような場合もございまして、

保護者の方とご相談しながら、そういう

ふうになっているという場合もございま

す。

　ただ、一方、定員にあきがあるような

保育園もございまして、保育所の定員の

問題につきましては、摂津市全体でどう

いう規模が適切かということも考えなが

ら進めていく必要があるのではないかと

いうふうに考えております。

　次世代育成支援行動計画に目標量を定

めておりますので、それに従いながら、

また、協議会の中で検討していただくと

いうことになっております。

　児童虐待の問題でございますが、未然

防止のためには、子育ての困難なご家庭

の把握がまず必要なことだというふうに

は考えております。これにつきましては、

子育て相談の方、あるいは保健師の方か

ら、把握した方というところになろうか

というふうに考えております。

　現場の調査というお話でしたけれども、

例えば、保育所現場あるいは幼稚園現場、

そういうお子さんをお預かりしているな

り、生活している場での現場におきまし

ては、いろいろな問題が起こったときに、

相談がしやすいような体制づくりという

ものを設けております。また、虐待への

対応の仕方などにつきましても、私自身、

ケース会議にも参加させていただきなが

ら、対応の仕方など、いろいろな機関が

検討していく、そして、いろいろな部署

のところで対応を、それでいいのかどう

か検討していく、そういうチェック体制

といいますか、そういうことも含めて行っ

てきているところでございます。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　職員の声の聞き方の問題で

すけれども、基本的には、私ども、基礎

的自治体、市町村の事務というのは、やっ

ぱり市民に最も近いということでありま

すから、そういう声から国を変えていき

たいという気概は常に持っておるつもり

でございます。

　それで、当然、市長もそういう市民の

最前線にいる職員の意見は聞きたいとい

うことで、時間の許す限り、そういう場

を持っております。

　例えば、今度、３月１６日に、１７年

度、１８年度の新規採用職員全員集めま

して、そのうちから６名、意見発表して

くれるそうであります。そこに市長も私

も出まして、市長からの言葉、私のそう

いう評価というようなことも考えており

ますし、そういうことを具体的にやって

おります。

　それで、ボトムアップとトップダウン

があるんですが、私は、これはどちらが

いいということではなくて、基本的には、

今まで、やはり財政状況にもよると思い

ます。前市長のときにもボトムアップと

いうことをいろいろ言わせてもらったん

ですが、やはり潤沢なときは一定の賄い

ができる。そして、職員の声も聞こうと。

しかし、いよいよ財政難のときに市はど
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の方向を向くのかと、市は何を考えてお

るのかということをきちっと出さない限

り、これなかなかうまくいかないという

ことがあります。基本的には、やはり市

の方針、トップダウン、市はこう考える

ということをもって、その中でやはり一

定の意見を聞くということが有効であっ

たなということを今考えております。

　どちらがいいということではなくて、

トップダウンとボトムアップが双方機能

しないと、それは市長の唯我独尊であり、

また、ボトムアップばかり求めますと、

これは、市長は何を考えておるかわから

んということにもなるわけでございます

から、この両方が機能していかなければ

ならないと思います。それは、やはり市

長自身も我々も熱き思いを持つというこ

とが伝わらないと、なかなかうまくいか

ないのではないかというのは、経験則で

そういうふうに思っております。

　今後も、基礎的自治体としての我々の

見る目を十分に聞いてまいりたいと思い

ますし、そのことは、府に対しても、国

に対しても持ってもらいたいなというの

が基本的な視点でございます。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　現場での今の話、具体的な

例も出していただいて、ほんまに現場で

のご苦労に敬意を表したいと思いますが、

この予算で見ますと、日々の仕事という

か、本当にもう必要な部分というのがベー

スにあるんでしょうけれども、また新た

に調査とか、こういう中身というものに

しっかり力を入れていただいて、必要部

分はもう積み上げていって、しっかりと

要求していくという、福祉の立場で市政

運営をぜひともお願いしたいと思いまし

て、終わります。

○上村委員長　山崎委員の質疑は終わり

ました。

　ほかにありませんか。

　村上委員。

○村上委員　私の方から、ちょっと何点

かご質問させていただきたいと思ってお

ります。

　この少子高齢化と言われているのは、

社会において、やっぱりどうしても福祉

費の伸びというものが、かなり今後出て

くるだろうなというふうに思っておるわ

けですけれども、その中で、１９年度の

予算書を見させていただいた中では、例

えば、消耗品というんですか、そういう

需用費の減もされているというようなこ

とで、少しは節約というか、お金の削減

ということもされているのかなというふ

うに思う中で、何点か質問させていただ

きます。

　ご答弁に関しては、予算書の何ページ

ということで言っていただければありが

たいなというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　まず初めに、予算書の３４ページなん

ですけれども、款１２、分担金及び負担

金、項１、負担金、目１、民生費負担金、

節１、社会福祉費負担金の中で、包括支

援センター負担金というものがございま

す。これについて、先ほど、議案第９号

の中でも、減という形で金額が減ってい

るということを説明されていましたけれ

ども、この平成１９年度と平成１８年度

の当初に比べましたら、約２，４００万

円ふえているというようなこともござい

ました。そういう中で、増の中身ですね、

どういうプラン作成をするに当たっての

増になったのかということをお聞きした

いというふうに思います。

　続きまして、予算書の３４ページです

けれども、節２、児童福祉費負担金の中

で、つくし園利用者の負担金ということ

がございます。これは、ちょっと補助金
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の拡大ということも昨年はあったわけな

んですけれども、これに対して、要は、

つくし園というのが、市立の障害児童セ

ンターということで、障害という言葉が

私もちょっと気になっているところでし

て、私の方も、この文書をつくるに当たっ

ては、今まで、ちょっとこの障害の害を

平仮名に直すとかいうことで、ちょっと

心がけているというようなところもある

んですけれども、このセンター名の変更

ということも考えるべきではないのかな

と、そういうふうに思っております。

　例えば、発達支援センターとか、発達

促進センターとか、そういう形の名前に

変更するのも一つの、障害という言葉に

対してのわだかまりをちょっと少なくす

ることができるのではないかなと、そう

いうふうに思っておりますので、その辺

のまたお考えをちょっとお聞きしたいと

いうふうに思っております。

　続きまして、７８ページなんですけれ

ども、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費、節２８、繰出金、そ

の中で、水道事業会計繰出金というのが

ありまして、その中で、高齢者障害者福

祉課の所管分なんですけれども、これ、

独居老人等々の方に対しまして、基本料

の２分の１を補助しようということなん

ですけれども、これの、平成１７年度と、

そして、１８年はまだ決算は終わってい

ませんけれども、１８年の数字がわかれ

ばお聞きしたいというふうに思っており

ます。

　続きまして、８５ページですけれども、

目１１、防犯対策費、節１９、負担金、

補助及び交付金、それから、摂津防犯協

会負担金ということで、この中で、青パ

トの運用費というんですか、委託につい

てもお金が入っているのかなと思うんで

すけれども、このことも、おとといの代

表質問の中にもありました。その中で、

きょうは、青パトの防犯協会各支部の進

捗状況、それから、実施予定時期をお聞

きしたいというふうに思っております。

　続きまして、飛ぶんですけれども、予

算書の１１４ページ、款３、民生費、項

１、社会福祉費、目１、社会福祉総務費、

節１９、広域連合市町村負担金というも

のがございます。これ、後期高齢者の広

域連合設立ということで、今、この１月

に設立されるというふうに、昨年ちょっ

と聞いておったんですけれども、実は、

来年の４月に実施されるということです。

この負担金、この広域連合の方にお支払

いするわけなんですけれども、この後、

どういう形で使っているのかという、詳

細な使途を示していただけるのかどうか

というものをちょっとお聞きしたいと思

います。

　それから、１１４ページなんですけれ

ども、節１９、地域福祉活動拠点整備補

助金ということで、これも代表質問のと

ころでありました。その中で、鳥飼西の

ゲートボール場にまた予定しているとい

うお話もございました。この場所の選定

理由と今後の展開というか、使用方法、

そういうものをどういうふうに考えてお

られるのかというのをお聞きしたいと思

います。

　続きまして、１１６ページ、節２８、

繰出金というのがございます。これ、１

７億７，９００万円と、三つの会計の合

計でいっておるんですけれども、この中

で一番大きいのが国保ということで、約

８億７，０００万円という繰出金とあり

ます。この中に、法定内、法定外という

のが含まれているのかどうか。含まれて

おれば、平成１６年、１７年、１８年の

この法定内、法定外の金額をお聞きした

いというふうに思っております。
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　続きまして、１１７ページなんですけ

れども、目２、老人福祉費、節１３、委

託料、ふれあい配食サービス事業委託料

というものがございます。これ、代表質

問等でもあったんですけれども、もう１

施設をふやされるというふうにお聞きし

ております。その中で、昼食の配食数と、

今、この１９年の予算に計上されておら

れる夕食の配食数も、わかればお聞きし

たいというふうに思っております。

　それから、続きまして、１２０ページ

なんですけれども、目４、国民年金事務

費、節１８、備品購入費とあります。こ

の備品、どういうものに使われるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。

　それから、１３０ページなんですけれ

ども、項２、児童福祉費、目５、乳幼児

医療助成費、節２０、扶助費の乳幼児医

療費というのがございます。これ、４歳

から５歳に引き上げられたということで

あるんですけれども、再度、この１歳引

き上げによりましての対象人数をお聞き

したいと思います。

　それから、１３３ページですけれども、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費、節１３、委託料、文化ホール等環境

改善委託料というのがございます。これ、

平成１８年当初に比べて、金額、約８倍

ぐらいになっているということと見てお

るんですけれども、その内容についてお

聞きしたいと思います。

　それから、１３６ページなんですけれ

ども、款４、衛生費、項１、保健衛生費、

目１、保健衛生総務費、節１９、負担金、

補助及び交付金に三次救命救急センター

負担金というのがございます。先ほど、

第９号の説明の中で、件数が減になった

というようなお話もございました。その

中で、平成１７年、１８年、もしくはこ

の１９年、予測の件数がわかればお聞き

したいというふうに思っております。

　それから、１３７ページなんですけれ

ども、目２、予防費に節１３、委託料と

いうのがございます。これ、昨年の当初

予算と比べまして、ほとんどの項目が同

じ額なんですけれども、全く中身という

か、件数というんですか、内容が変わら

ないのかどうかというのをちょっと確認

させていただきたいと思います。

　それから、１４０ページなんですけれ

ども、目６、斎場費、節１３、市営葬儀

委託料というのがございます。これ、昨

年７月ですか、条例改正等々、この市営

葬儀の件でされました。その中で、ここ

に、きょうは、市営葬儀の状況といいま

すか、何％が市営葬儀としてされている

のかというのをお聞きしたいと思います。

　それから、次、１４０ページなんです

けれども、斎場機能調査及び施設整備改

修計画策定業務委託料というのがござい

ます。これ、今、火葬炉の改修というも

のを、この平成１８年にされたというふ

うに認識しておるんですけれども、この

計画の目的、それから、策定の完了予定

時期がわかればお聞きしたいと思います。

　それから、１４２ページなんですけれ

ども、項２、清掃費、目１、清掃総務費、

節７、賃金、非常勤職員等賃金というこ

とで、ことし、１，４００万円ほど計上

されております。これも、平成１８年度

当初と比べまして、約４６０万円がふえ

てるんですけれども、その内容について

お聞きしたいと思います。

　それから、１４４ページです。目２、

塵芥処理費、それから、節１３、委託料、

不燃ごみ収集運搬委託料ということで、

２，２００万円ほど計上されておるんで

すけれども、これ、平成１８年度当初か

ら比べまして４８０万円ほど増加してい

るということであるんですけれども、こ
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の内容についてお聞きしたいと思います。

　それから、１５１ページ、款５、農林

水産業費、項１、農業費、目３、農業振

興費、節１３、委託料、地域米消費拡大

対策事業委託料ということで、ことし、

９０万円というのを計上されておるとい

うことで、これ、過去の議事録を見まし

たら、農業振興会への委託だとか、あと、

小学校５年生を対象にした田植えとか、

そういうものに活用されるということな

んですけれども、この事業内容の評価を

どういうふうにとらえられているのかと

いうのをお聞きしたいと思います。

　それから、１５６ページなんですけれ

ども、款６、商工費、項１、商工費、目

２、商工振興費、節１３、委託料、通行

量及び購買実態調査委託料というものが

ございます。これも代表質問でありまし

たけれども、平成１９年、２６０万円と

いうのが予算計上されておりますけれど

も、この通行量調査はどこの位置でされ

るのか。それから、この調査の目的をお

聞きしたいと思います。

　それから、１５７ページでございます

けれども、節１９、負担金、補助及び交

付金、企業誘致奨励金ということで、こ

の平成１９年度予算については３億円と

いうのが計上されております。これ、昨

年４月からですか、条例等で企業誘致条

例というのをつくりました。その中で、

平成１８年の実績、本当に３億円支出し

ないといけないような満額になったのか

ということで、この平成１９年度、３億

円を計上されておると思うんですけれど

も、その辺についてお聞きしたいと思い

ます。

　それから、これ予算概要の方なんです

けれども、５８ページ、第１児童センター

園庭拡大事業というのが計上されており

ますけれども、これ、児童の幅広い活動

支援という形で、この予算額が計上され

ております。その具体的な整備内容をお

聞きしたいと思います。

　それから、予算概要の５８ページ、母

子家庭自立支援給付金事業というのがご

ざいます。これの相談件数、平成１６年、

１７年、もしわかれば平成１８年度、現

時点での相談件数をお聞きしたいと思い

ます。

　それから、予算概要の６３ページ、健

康せっつ２１推進事業というのがござい

ます。この中で、健康せっつ２１という

のは、昨年、この中間見直しを行います

というお話もございました。そういう中

で、この上半期いうんですか、それの評

価、それから、今後の取り組みへの考え

方というのをお聞きしたいと思います。

　それから、予算概要の６７ページなん

ですけれども、妊産婦・乳幼児訪問指導

事業というのが、この平成１９年度で２

９５万円というのが計上されているんで

すけれども、この訪問数の増加数、１６

年、１７年、そして１８年というのがわ

かればお聞きしたいと思います。

　１回目は以上でございます。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　１１４ページの、

地域福祉活動拠点整備補助金についての

お問いにお答えをいたします。

　まず、場所の選定の理由でございます

が、これにつきましては、この間の本会

議等でのご答弁の中でも申してきており

ますが、基本的には、中学校区に１か所

ということで、とりあえず整備をしてい

きたいという方針の中で整備に臨んでお

きまして、そういう中で、既に第一中学

校区、それから、第四中学校区に整備を

進めておりますので、そうなりますと、

残りの第二中学校、第三中学校区、第五

中学校区、この５つの中学校区内という
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ことがまず一番にございます。

　その次に、このいわゆる建物につきま

しては、高齢者等の利用というようなこ

とを想定もいたしておる関係上、バリア

フリーで、なおかつ１５０平米ぐらいの

規模のものを考えておりますので、こう

いう規模のものが入るような土地があり

まして、なおかつ、この土地を、いわゆ

る建設そのものは社会福祉協議会がいた

しますので、社会福祉協議会に貸与でき

るような市有地があるという条件を具備

した中で、候補地を選定させていただい

ているというようなことでございます。

　それから、今後の展開というようなこ

とでございますが、基本は、校区での福

祉委員会のサロン活動が、現在、小学校

であるとか公民館であるとか、地域の集

会所であるとか、こういう場所を活用い

ただく中で展開をされておりますが、こ

ういうサロン活動の場ということでご利

用いただくのと同時に、例えば、ＣＳＷ

の相談の場所であったり、また、介護予

防事業を展開する場であったり、また、

この施設を使いまして、地域でのボラン

ティアの養成ないしは活動の場というよ

うな形でこの施設を活用していきたいと

いうふうに考えておる次第でございます。

○上村委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　環境業務課にか

かわります２問のご質問にお答えさせて

いただきます。

　まず、１４２ページ、賃金で４６０万

円の増となっているその内訳はというこ

となんですが、これにつきましては、収

集作業員の退職がございますが、その退

職につきましては、正規職員は補充しな

いという中で、アルバイトで賄うという

ことで、アルバイト費用を計上したもの

でございます。

　あと、１４４ページ、不燃ごみ収集運

搬委託料、４８０万円の増の内容はとい

うことですが、これは、不燃ごみだけで

なく、可燃ごみにつきましても収集委託

を行っているんですが、今現在、会社と

して２業者、それぞれ２台ずつの委託を

行っておりますが、新年度より、し尿補

償の関係がございまして、その関係を１

社分ということでの予算計上はさせてい

ただいております。

　その内容につきましては、現在、関係

機関並びに組合とも協議を進めておりま

して、協議が整い次第という中で対応し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

○上村委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　８５ページの、

防犯協会の負担金の中に、青パトの費用

が入っているかということでございます

が、３２７万４，０００円の協会負担金

の中には、青色防犯パトロール活動に係

りますガソリン代、例えば、任意保険料、

修繕料等、３０万４，０００円が入って

おるものでございます。

　それと、青パトの実施時期、進捗状況

でございますが、実際の活動が始まるの

が、大体６月上旬ぐらいかなというふう

に思っております。一応、車両につきま

しては、車両の天井に回転灯を搭載する

改造の作業もありますし、このパトロー

ルを実施する上では、車両に２名乗って

いただくというようなことで、２名の方

の一方が青パトの講習会の終了を受けて

もらわないかんということがございます

ので、その講習会の実施を摂津警察の方

でやられるわけでございますが、今のと

ころ、予定しておりますのは３月下旬か

ら４月中旬にかけての講習会を、各公民

館、学校等で予定しておりますが、その

日程等決まり次第、また摂津警察署の方

から防犯協会の支部長あてに、また日程
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等をお知らせする予定をしております。

ということで、６月ぐらいになるかと思

います。

　あと、大阪府警本部の防犯パトロール

の登録手続等もございますので、６月ぐ

らいかなというふうに思っております。

　次に、１３３ページの、文化ホール等

環境改善事業の内容についてでございま

すが、昨年が予算額１００万円というこ

とで、確かに８倍になっております。今

年度の内容につきましては、３か所の改

善を予定しております。

　まず、１か所目が、文化ホールの１階、

客室入り口の防音扉の取りかえというこ

とでお願いしております。これは、客席

に入る扉がございますが、その扉の内ド

ア、外ドア両方ございますが、それの取

りかえの費用でございます。

　それで、もう一つは、ちょうどホール

の舞台の上の屋根の防水工事ということ

で、その施工がございます。

　それと、舞台のつり物、ワイヤーの取

りかえということで、舞台の設備には重

量物のワイヤーと軽量物のワイヤー、昇

降機操作用のロープ等々ございますが、

そのうち、重量物のワイヤーの取りかえ

の費用でございます。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　国保年金課にかか

わります２点のご質問についてお答えい

たします。

　まず、予算書の１１６ページの、繰出

金に当たります国民健康保険特別会計繰

出金の中身ということでございますが、

この分につきましては、法定内といいま

して、法律で義務づけられている部分と

いたしまして、国民健康保険の運営にか

かわります事務費や人件費等に当たる職

員給与費の部分と、あと、出産育児一時

金の３分の２という義務的な繰り入れ、

そして、国民健康保険の加入者の中にお

ける高齢者の加入割合による財政支援と

いう部分の財政安定化支援という名目の

部分、そして、所得に応じて一定の軽減

といいまして、保険料を、俗に７割、５

割、２割という軽減の措置を行いますが、

それに当たる、財政補てんに当たる保険

基盤安定という、法律で定められている

義務的な繰り入れと、あと、保険料の軽

減に当たります、本市独自の法定外の繰

り入れの合計の金額ということで、繰出

金を出させてもらっています。

　ちなみに、平成１６年、１７年、１８

年の金額ということでございますが、ま

ず、平成１６年度の法定内の義務的な繰

り入れの方が、約５億６，７８３万円、

法定外の部分が約２億７，６３９万円。

１７年度が、法定内の部分が約５億１，

６２３万円、法定外の方が約２億７，７

０４万円という形になってまして、１８

年度につきましては、今、予算の現額で

申し上げますと、法定内の方が約５億８，

８６７万円、法定外が約２億７，６７４

万円になっております。

　そして、次に、もう１点、予算書の１

２０ページの、備品購入費の内容という

ことでのご質問でございますが、この部

分につきましては、先ほど、部長の補足

説明の中にもございましたが、公用車両、

軽自動車を１台購入ということで上げさ

せてもらっています。

　ちなみに、現在使用しております公用

車は、平成２年５月に購入ということで、

もう既に１６年以上が経過しておりまし

て、今後、部品等がなくなるということ

での、今回、新車の購入ということで上

げさせてもらっています。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　予算書３４ページ、

包括支援センター負担金に係りますご質
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問にお答えします。

　この包括支援センター負担金につきま

しては、本市の地域包括支援センターが

一事業所として指定を受けまして、要支

援の方のための介護予防のケアプランを

作成した場合、介護報酬としまして、国

保連合会から負担金という名目で歳入さ

れるものでございます。

　これ、既にケアプランの原案作成等の

業務の一部を民間の居宅介護支援事業所

にも委託している部分もあるんですけれ

ども、その分につきましても、一たん市

の方の歳入となるものでございます。

　１８年度当初予算では３０６万４，０

００円、１９年度の当初予算では２，７

１３万８，０００円ということで、かな

り大幅の増額ということで計上させてい

ただいているんですが、これは、１８年

度当初予算の編成時におきましては、制

度改正で新たにできますことから、介護

報酬の単価とか算出の方法が詳細に決まっ

ておらない段階でございましたので、概

算で予算計上をさせていただいておりま

した。

　これにつきましては、１８年１２月補

正におきまして、それまでの実績を踏ま

えて精査させていただいて、９００万円

の増額をさせていただいたところでござ

います。

　実際の件数と中身ということになるん

ですけれども、１８年度につきましては、

これ制度当初、移行期間ということもご

ざいますので、例えば、１８年の４月当

初は、作成の件数が約３０件というとこ

ろからスタートしたんですけれども、毎

月、これ件数が増加しておりまして、１

９年の１月利用分としましては、直営、

委託も合わせて３６６件というふうになっ

ております。

　１９年度につきましては、一定、増加

しながらも、利用者の数が落ちつくとい

うふうに想定しておりまして、直営、委

託合わせまして約５００件から５５０件

の間で微増しながら推移するものという

ことで見込みまして、予算計上しており

ます。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　まず、予算書１

３６ページの、三次救命救急センター負

担金についてでございますが、これは、

１９年度予算額は、前々年度、１７年度

の実績に基づいて負担することになって

おります。

　平成１７年度に、消防本部救急隊によ

る搬送者が２７名、その他の病院等から

の搬送者が１７名で、負担金額が３０８

万円という連絡をいただいておりますの

で、１９年度予算にその額を計上させて

いただいております。

　ちなみに、平成１８年度の予算は、１

６年度実績が、消防本部の救急隊による

搬送者が３１名、病院からの搬送者が２

８名、負担金額が４３２万円でございま

した。

　このような仕組みになっておりますの

で、その次の年度の予測はちょっと立ち

かねるというのが現状でございます。

　それから、１３７ページの、予防費の

委託料についてでございますが、ほとん

どが同じ金額ということの理由は、がん

検診や市民健診、乳幼児健診等、それぞ

れの健診が、例えば、乳幼児健診でした

ら、ご出向いただく医師の報償費、看護

師さんの報償費、栄養士さんの報償費等

の人件費でございますので、健診の回数

が変わらなければ、受診者数が多少前後

しても、委託料は同じ金額となるという

ことの理由でございます。

　それから、次に、予算概要の６３ペー

ジ、健康せっつ２１の中間評価の前半の
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評価の中身はということでございますが、

概略を申し述べますと、まず、この評価

を各関係機関や団体、庁内各課等にアン

ケートにご協力をいただいて、前半での

活動実績をまとめさせていただきました。

その活動状況評価と、それから、そのほ

かに、人口動態や標準化死亡比、各いろ

いろな健康指標の評価などを行いながら、

それから、評価指標の目標を定めており

ましたので、その評価指標の評価を行っ

ております。概略につきましては、事業

に関しては、各関係団体、庁内各課等、

健康に対する取り組みを進めていただい

ておりまして、かなり取り組みが充実し

てきているというまとめとなっておりま

す。

　それから、健康指標についてでござい

ますが、市民健診や乳幼児健診等の受診

者数や受診率は年々増加してきておりま

す。評価指標の妊婦や成人の喫煙率は、

多少なんですが減少しておりますし、虫

歯のない幼児の割合なども増加してきて

おります。

　また、健康づくりの環境整備といたし

まして、ウオーキングコースやマップを

設定したり、作成しました。

　それから、道路課の方となりますが、

歩道の段差切り下げの拡充、それから、

大気汚染状況の改善などでの成果が見ら

れております。

　いいことばかりではございませんで、

健康指標の方での標準化死亡比という指

標では、日本全国的にそうなんですが、

各種がんによる死因が増加しているとい

うこと。それから、自殺が増加しており

ます。糖尿病や心疾患、それから、脳血

管疾患の標準化死亡比は、わずかですが

改善しておりました。

　このようなまとめを今作成中でござい

ます。

　今後の取り組みの方向性としましては、

例えば、健診ですと、このごろ盛んに言

われておりますメタボリックシンドロー

ムに着目した内容の充実や、それから、

介護予防への取り組みと社会的に課題が

大きく見えてきておりますので、これら

の時代背景を考慮しながら、関係部署と

連携をとりながら、より一層の健康増進

に努めてまいりたいと思っております。

　それから、同じく概要の６７ページの、

妊産婦の訪問件数についてでございます

が、平成１７年度実績が、妊婦はハイリ

スクの方を家庭訪問指導いたしておりま

す。例えば、１９歳以下の若年妊婦、そ

れから、妊娠後期になってやっと妊娠届

を出された方等々、一定の基準を決めて

おりまして、これらの実績が、平成１７

年度、実数が５８名、延べ数が７５名、

産婦は、実数が８６名、延べ数が１０９

名という実績でございました。

○上村委員長　阪口参事。

○阪口健康推進課参事　それでは、予算

書１４０ページの、市営葬儀委託料の項

でございますが、市営葬儀見直しに関し

まして、その後の市営葬儀の状況という

ふうなお問いでございます。

　今回、平成１８年７月から、市営葬儀

での花スロープでの、私ども市の祭壇と

一体となったような華美な祭壇を市営葬

儀でご遠慮いただくということを柱とし

た見直しをさせていただきました。

　そのことによりまして、６月以降、メ

モリアルホールでの指定業者５社の行っ

た葬儀が７６件ございましたが、６月ま

では、すべて１００％、市営葬儀の名の

もとに行われておりましたところ、７月

以降でございますが、指定業者が１５７

件取り扱っております。このうち８１件、

これ１２月までの推移でございますけれ

ども、５２％で推移しているということ
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でございます。

　それと、同じく予算書１４０ページで

ございますけれども、今回、予算計上で

お願いをしております斎場の機能調査及

び施設整備改修計画策定業務の委託でご

ざいますが、これ、私ども、火葬炉を自

動車に例えれば、車検に相当するという

ふうなものでお考えいただければいいか

なと思っております。私ども、長期的に

火葬炉を性能保持するというふうなこと

で、来年度、この事業を予定いたしてお

ります。

　内容といたしましては、専門家による

目視を中心とした現況の調査、あるいは

検査機器を用いました炉内での酸素濃度

の測定などを行いまして、現況機能の把

握を行いまして、その結果に基づきまし

て、現行炉の問題点あるいは耐久性等々

につきまして整理をいたしまして、将来

の改修計画の指針を得るというようなこ

とを目的として考えております。

　実施時期につきましては、毎年１回、

炉のれんが積みかえをしておりますので、

この時期にあわせてやるのが、一番効率

的・効果的でございますので、この工事

を６月までに予定をさせていただいてお

ります。この時期にあわせて着手いたし

まして、先ほど申し上げました改修計画

の指針につきましては、年度末を目途に

成案を得たいというふうに考えておりま

す。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　それでは、高齢

者障害者福祉課に係る分についてご答弁

申し上げます。

　予算書３４ページの、つくし園の利用

者負担金について、市立障害児童センター

の名称を変更してはどうかというご質問

でございますが、現在、市立障害児童セ

ンターでは、知的障害児の通園施設、つ

くし園、それから、児童のデイサービス、

それから、日帰りの短期入所、正式には

日中一時支援と申しますが、こういった

サービスを実施しております。

　特に、児童デイサービスにつきまして

は、必ずしも障害手帳を所持する、対象

とはならない、言葉のおくれ等の児童の

方に対する療育訓練等も実施しておりま

す。

　したがいまして、保護者等の中からは、

障害児童センターという名称に少し違和

感を感じるとか、あるいは障害受容がま

だできていない保護者の方からは、サー

ビス利用をちゅうちょするといったよう

なこともあり、施設といたしましても、

いろいろな配慮をいたしているところで

ございます。

　そういった観点からいたしますと、市

立障害児童センターの名称については、

我々サイドも変更できるものならばとい

うふうに考えておりますが、先ほど、委

員の方からご指摘ありました、発達支援

センター等も、名前としては候補として

上がっておりますけれども、先ほどもご

答弁申し上げましたように、発達障害の

方を支援する法律等ができ、少しずつで

はありますが、そうした具体的なサービ

スもできてきている中で、現在の障害児

童センターで取り組んでいます事業と比

べたときに、やはり発達支援センターと

いう名称を名乗るにしては、事業内容と

施設の名称がやはり食い違うというご指

摘もございます。

　そうした点から、なかなか適切な名前

がないということではございますけれど

も、広く意見を聞きまして、できるだけ

早い時期に名称についても変更できるよ

うな形での検討をしてまいりたいという

ふうに考えております。

　続きまして、水道料金の減免につきま
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しては、平成１７年度と平成１８年度の

比較ということでございますけれども、

平成１７年の一応下半期、１８年３月３

１日現在の対象者の人数になりますけれ

ども、身体障害の方が７９３名、療育手

帳、いわゆる知的障害の方が１７０名、

精神障害の方が１２９名、それから、ひ

とり暮らし高齢者の方が８２１名、それ

から、ひとり親家庭や児童扶養手当の方

が５９０名、それから、特別児童扶養手

当の方が６名ということで、合計で２，

５０９世帯というふうになっております。

　それから、１８年度上半期、１８年の

９月３０日現在では、それぞれ身体障害

が８０５件、知的障害の方１７５件、精

神障害の方１４１件、ひとり暮らし高齢

者８３２件、ひとり親家庭医療費助成や

児童扶養手当が６２１件、それから、特

別児童扶養手当が８件となっておりまし

て、合計で２，５８２件となっておりま

す。

　１７年９月３０日と１８年９月３０日

現在を比較しますと、１７年９月３０日

現在が２，４１９世帯、１８年９月３０

日が２，５８２世帯で、６．７％の増と

なっておりまして、特に、精神障害の世

帯の方が２０．５％の増、それから、ひ

とり親家庭や児童扶養手当の家庭が１１

０．５％の増と、平均を上回る数字となっ

ております。

　それから、続きまして、後期高齢者医

療の広域連合の市町村負担金でございま

すが、平成１９年度予算といたしまして、

均等割、高齢者人口割、人口割に基づき

まして、広域連合から負担を求められて

おります１，４０１万５，８６２円を予

算計上させていただいております。

　当然、この負担金の使途内容につきま

しては、内容について明らかにされるも

のと考えておりますが、より詳細な使途

内容がわかるように、広域連合の方にも

また改めて要望してまいりたいというふ

うに考えております。

　続きまして、１１６ページの、繰出金

でございますが、老人保健医療特別会計

の繰出金につきましては、一部事務費を

除きまして、医療費分につきましては、

法定どおりの繰り出しとなっております。

　それから、１１７ページ、ふれあい配

食サービスについてでございますが、平

成１９年度予算では、昼食につきまして

は、年間２万３，０１０食分を計上させ

ていただいております。夕食につきまし

ては、既存のせっつ桜苑でお願いしてい

る分が一日３０食で７，６９６食、それ

から、新たに今年度、新規拡充というこ

とで考えておりますのは、一日３０食で

ありますが、順次ふやしていくというこ

とで、年間といたしましては５，１３０

食、既存の分を合わせまして、夕食につ

きましては１万２，８２６食を考えてお

ります。

○上村委員長　中井参事。

○中井産業振興課参事　予算書１５１ペー

ジ、地域米消費拡大対策事業委託料につ

いてお答えします。

　米も余って、減反政策を行っている時

代でございますが、天候等の関係もあり、

いつとれなくなるとか、遊休農地になっ

て、一たん荒廃した農地になりますと、

すぐに回復できるものではございません

ので、農地を守る観点からも、また、農

業体験事業を行うことによりまして、次

代を担う子どもたちが農業体験を通じて

自然に触れ、作物を育てる苦労と楽しさ

の中から、働くことの意味や食べ物の大

切さ、命の尊さ、思いやりの気持ちをは

ぐくむとともに、農業理解を深め、食糧

問題について考えるきっかけとなる事業

でございまして、とれたお米で収穫祭と
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いうことで、子どもたちがおにぎりパー

ティーを開いて、おいしいと喜んで食べ

ているような現状でございます。いい教

育の場でもあり、引き続きこの事業を実

施してまいりたいと考えております。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　予算書１３０ペー

ジ、乳幼児医療費についてでございます

が、１歳の引き上げに伴いまして、対象

人数を８００人増というふうに考えてお

ります。現行と合わせまして、約４，３

００人で予算の計上をさせていただいて

おります。

　次に、予算概要の５８ページの、第１

児童センター園庭拡大事業の整備内容に

ついてでございますが、第１児童センター

に隣接しております旧の里道敷きを園庭

として整備いたしまして、子ども農園な

どに活用するというものでございます。

現在のフェンスを拡大させるということ

で、新しく設置いたしまして、整備を計

画いたしております。

　同じく、予算概要５８ページの、母子

家庭自立支援事業の母子自立支援員によ

ります相談件数についてでございますが、

平成１６年度では、離婚前相談も含めま

すと１６２件、平成１７年度は１９８件、

平成１８年度は、この２月までの分でご

ざいますが２４１件ということで、年々

ふえている現状でございます。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　１１６ページの繰

出金についてでございますが、介護保険

特別会計への繰出金につきましては、す

べて法定内のものでございます。その内

容としましては、保険給付費の１２．５

％、及び１８年度から新たに始まりまし

た地域支援事業のうち、介護予防事業費

の１２．５％と、包括的支援事業費と任

意事業費のそれぞれ２０．２５％を繰り

出しているものです。また、人件費を含

む事務費につきましては、補助金収入等

を差し引いた額を一般会計から特別会計

へ繰り出しているものでございます。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　予算書１５６ペー

ジ、産業振興課にかかわります通行量及

び購買実態調査の、まず、通行量調査は、

商業集積地域における人の流動状況の調

査を行い、顧客の動向を把握するもので、

ことぶき商店街付近、フォルテ摂津付近、

正雀駅前並びに本町商店街付近、鳥飼名

店街付近、モノレール南摂津駅付近の、

５地区、３４方向での歩行者及び自転車、

ミニバイクの通行量を調査するものでご

ざいます。

　次に、購買実態調査でございますが、

目的は、摂津市内に居住する消費者の購

買行動や意識をはじめ、各地区の商業街

区域の施設の小売商業活動に対する評価

や意見を把握し、市民の日常生活におけ

る買い物の利便性、快適性をより高めて

いくため、市内小売業者が今後取り組む

べき課題と方向を探る資料としていただ

くために実施するものでございます。

　購買実態調査は、買い物調査と来街者

調査から構成されます。

　まず、買い物調査は、市内在住の２０

歳以上の市民２，０００人を無作為に抽

出し、調査書の郵送による配布・回収を

行うものであります。

　次に、来街者調査は、市内、先ほど申

しました商業地区５地区の２１地点に調

査員を配置し、来街者への無作為街頭面

接の調査を行うものであります。

　次に、予算書１５７ページ、企業誘致

奨励金の１８年度の実績報告でございま

す。

　企業誘致奨励事業は、新規に市内で事

業活動を行ってから、５年間にわたり該
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当指定事業者の年間売上高の５％に相当

する額か、該当指定事業者の市税納入額

から１億円を控除した額の２分の１に相

当する額の、いずれか低い方の額を、年

３億円を上限に、奨励金として交付する

ものでございます。

　今年度、企業誘致審査会において指定

されました株式会社ＪＴＲインターナショ

ナルが受けておりまして、これまで、７

度にわたる申請があり、昨年１２月分ま

での売り上げで、奨励金の限度額いっぱ

い、３億円を支出いたしております。

　４月から１２月までの実績は、売り上

げが６０億２，１５３万６，５４０円、

市たばこ税が１２億９，５４３万７，１

６４円で、市奨励金は過去７度、いずれ

も売上高の５％に相当する額が市税納税

額から１億円を控除した額の２分の１に

相当する額より低額となったため、低額

となる売上高基準で３億円の支出をいた

したところでございます。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　丁寧なご答弁、ありがとう

ございます。

　予算書３４ページの、包括支援センター

負担金の件なんですけれども、要支援の

１、２の方々に対しましてのケアプラン

の原案作成等々を外部へ委託について、

チェック体制というか、どういう形で、

今後、その要支援になられた方へのお話

というか、推奨といいますか、を教えて

いただきたいというふうに思っておりま

す。

　それから、３４ページの、つくし園利

用者負担金の件なんですけれども、先ほ

ど、ご答弁いただきましたけれども、そ

ういう形で、申し込みに来られた方が、

そんな違和感なく利用と言ったらおかし

いかもしれないですけれども、申込書を

書けるようにお願いしたいと思います。

これも、ある市民の方からお聞きしたん

ですけれども、申し込みに行ったんだけ

れども、ちょっと障害児童センターとい

う言葉がひっかかったというか、で、そ

の申し込みをやめたという方もおられま

した。その方も、どうしてもお子さんの

ことが気になられたので、その辺でちょっ

とつくし園の方に行かせたいという思い

はあるんだけれどもということでありま

したので、そういう形で、このセンター

の名前を、今後ちょっと考えていってい

ただければと、そういうふうに思ってお

ります。

　それから、予算書の７８ページの高齢

者障害者福祉課に係ります水道事業会計

繰出金の件なんですけれども、先ほど言

いましたように、基本料金の２分の１の

補助をしているということがございます。

今、件数をお聞きしますと、かなりふえ

てきているということで、年間で６．７

％ほどふえてきているということもござ

いました。

　そういった話の中で、使用料につきま

しても、例えば、上限を設けて、何か補

助できるようなことがないのかなという

お話もございましたので、その辺で、ちょっ

とそういうお考えはあるのかないのかと

いうことをお聞きしたいというふうに思っ

ております。

　それから、予算書８５ページの、摂津

防犯協会負担金の件なんですけれども、

先ほど、講習については３月下旬か４月

ぐらいに考えておられるというお話もご

ざいました。この負担金の中にも、ガソ

リン代とか保険料も含まれているという

お話もございましたんですけれども、こ

の講習の単位を、防犯の支部単位で行わ

れるのかということと、あと、この保険

料の件なんですけれども、保険の内容、

例えば、事故が起きたときに、対人関係
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についても無制限でいきますよとか、あ

と、対物についても無制限でいきますと

か、あと、同乗者の、幾ら保険で賄うか

と、そういうことがわかれば、ちょっと

教えていただければと、そういうふうに

思います。

　それから、１１４ページの、広域連合

負担金の件なんですけれども、今回の予

算計上されている金額については、昨年

ちょっとお聞きしとった金額と本当に大

差ない形で、今回、平成１９年度の予算

に計上されているということなんですけ

れども、この中で、広域連合、この１月

に設立されたというふうにお聞きしてお

りますけれども、その進捗状況、去年ちょっ

と説明していただいたような内容で、順

調よく進んでいるのかというのをお聞き

したいと思います。

　それから、１１４ページの、地域福祉

活動拠点整備補助金の件なんですけれど

も、摂津市内には集会所５１か所という

ふうに認識しとるんですけれども、その

集会所や公民館の活用されている内容と、

今回、活動拠点として建てられる建物と

の違いというか、区別というんですか、

何かそういうのがあってのことなのか、

ちょっとその辺をお聞きしたいと思いま

す。

　それと、利用される方については、今

お話がございましたけれども、中学校単

位で、今、順次計画を持って広げておら

れるというお話もあったんですけれども、

活用される方は、例えば、鳥飼の方が別

府に活用されてもいいとか、そういうエ

リア的な区分けがあるのか、ないのかと

いうのをお聞きしたいと思います。

　それから、１１６ページの、繰出金の

件なんですけれども、この３つの会計、

一般会計の約６％ぐらいを占めていると

いうことになっているかと思うんです。

そういう中で、国保の特会の話にもなろ

うと思うんですけれども、今後、適正な

運営というんですか、この法定外の繰出

金を極力避けられるような形での国保の

運営をお願いしたいと。これは要望とさ

せていただいております。

　よろしくお願いいたします。

　それから、１１７ページの、ふれあい

配食サービスの件なんですけれども、こ

れ、施設をもう１施設増加されるという

ふうにお話を聞きました。代表質問の中

でも、エリアの分け方についても、ある

程度柔軟性を持って対応していきたいと

いうお話もあったんですけれども、これ、

土・日曜日、祝日の配食についても、ど

ういうふうに考えておられるのかという

ものをお聞きしたいと思います。

　１２０ページの備品購入の件、軽自動

車を購入されるということをお聞きしま

した。これはわかりましたので、運転さ

れる際には事故のないように、よろしく

お願いしたいというふうに思います。

　それから、１３０ページの乳幼児医療

費の件ですが、約８００人増加していく

ということもございました。これは、やっ

ぱり子どもは未来の宝ということで、昨

年４月ですか、子どもの安全安心都市宣

言の中にも明記をされておりますけれど

も、やっぱりこういう形で拡充をまたお

願いしたいなというふうに思いますので、

これは要望としておきます。

　それから、１３３ページの文化ホール

の、環境改善委託料の件なんですけれど

も、ホールの扉とか防水工事をされると

いうことで、これはわかりました。

　それから、１３６ページの三次救命救

急センター負担金の件なんですけれども、

これ、もう一回だけちょっとお聞きした

いんですけれども、人数とこのお金の関

係なんですけれども、単金制なのか、一
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人が例えば行けば何ぼという形の単金制

なのかというのを、再度ちょっとお聞き

したいと思います。

　それから、１３７ページの、委託料の

件なんですけれども、看護師さん等の報

償費等々、多少、件数がぶれてもそんな

に、委託料なんで金額的には影響がない

というお話もございました。その中で、

この委託料の中で一つ書いてあるんです

けれども、ノーバディーズパーフェクト

プログラムですか、これ新規という形で、

委託料ということで上がっております。

これ、ちょっとインターネットを引きま

すと、カナダの方の、何か親の支援のプ

ログラムというふうに聞いておるんです

けれども、この内容、もしわかればお聞

きしたいというふうに思います。

　それから、１４０ページの市営葬儀委

託料の件なんですけれども、率について

はわかりました。今後、この率の向上と

いうんですか、市営葬儀が本当に上がっ

ていくような形でのまたＰＲというか、

施策にご尽力をお願いしたいというふう

に思っております。

　その中で、もう１点だけちょっとお聞

きしたいんですけれども、市民の声を聞

くという形の中で、アンケートなどをと

られているというふうにお聞きしました。

その活用について、もう１点だけお聞き

したいと思います。

　それから、１４０ページの、斎場機能

調査という項目なんですけれども、車で

言ったら車検的なものというお話もござ

いました。これ、もう一回だけちょっと

お聞きしたいんですけれども、何か車検

ということは、車だったら２年とか３年

とかいう車検がございます。そういう形

で、定期的にされるのかということだけ、

お聞きしたいと思っております。

　それから、１４２ページの清掃総務費

の中で、非常勤の方々の、職員の賃金の

件なんですけれども、これについてはわ

かりましたので、ありがとうございます。

　それから、１４４ページの件で、不燃

ごみ収集運搬委託料というのがありまし

て、先ほど、増額の内容についてお聞き

しました。これ、まだ私も、昨年にも、

再度ちょっと要望させていただいたんで

すけれども、また、市民の方から、まだ

あるということで、不燃ごみの収集回数、

今、月２回でしたでしょうか、されてい

ると。それから、ペットボトル、これ月

１回の収集だと思うんですけれども、そ

れの回数をもう１回とか増加していただ

けないでしょうかというお話も、かなり

ございます。そういった中で、この収集

回数の増加についてのお考えを、再度お

聞きしたいというふうに思います。

　それから、１５１ページの、地域米消

費拡大対策事業委託料ということでござ

いますけれども、これ、今、小学校５年

生を対象にしての米づくりの体験という

んですか、されていると思うんですけれ

ども、これ、私も近所のお子さんに聞く

と、結構おもしろかったというお話もご

ざいまして、だから、６年になってもや

りたいとか、そういうお話もございまし

たので、これ、例えば、小学校のとき２

回するとか、年齢の撤廃というんですか、

そういうようなお考えはないのかを、再

度お聞きしたいと思います。

　それから、１５６ページの、通行量調

査の件なんですけれども、市内の５地区

で、３４方向ですか、いう形の通行量を

調査します。それから、購買の調査につ

いて、市内の２，０００人の方について

調査しますよとかいうお話もございまし

た。この結果をどういう形で公表という

んか、市内の方へアピールというんです

か、公表されるのかというのをお聞きし
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たいというふうに思っております。

　それから、１５７ページの企業誘致奨

励金についてはわかりましたので、あり

がとうございます。

　それから、予算概要の５８ページの第

１児童センター、園庭拡大事業の件なん

ですけれども、これ、農園をつくられる

ということもございました。これ、農園

というのは、例えば、果物とか野菜とか、

そういうことで、どういう内容というん

ですか、考えておられるのかということ

をお聞きしたいというふうに思っており

ます。私は、個人的にはというか、地域

の委員の方から聞くには、土に取り組む

ということが非常に大切だということで、

できたら野菜の方がいいのかなと、私個

人的には思っとるんですけれども、それ

で、市の考えをちょっとお聞きしたいと

思っております。

　それから、予算概要の５８ページの、

母子家庭自立支援事業の件なんですけれ

ども、これ、先ほど件数をお聞きします

と、約５０件ペースですか、年間にふえ

ているということで、これは、この２月

末でも２４１件ということであります。

これ、年間に割ると、大体、１日には１

件ぐらいかなというふうに思うんですけ

れども、この支援事業に対して、支援員

の方がお一人ということでされていると

聞いておるんですけれども、本当に、今

後ふえていくに当たって、一人でもいけ

るのかなという思いもなきにしもあらず

ですので、この辺で、それも踏まえて、

今後、この支援員の方の育成というんで

すか、いうことも踏まえて、この自立支

援の事業の拡大というか、拡充をお願い

したいと。これは要望としておきますの

で、よろしくお願いいたします。

　それから、健康せっつ２１の推進事業

についてなんですけれども、先ほど、前

年の実績とか評価を行っているというこ

とで、もう間もなく取りまとめをされる

ということも聞いております。これ、中

間報告という形ですか。どういう形で報

告をされるのか、されるのであれば、ど

ういう時期というか、内容でされるのか

というのを、再度、お聞きしたいという

ふうに思います。

　それから、最後になるんですけれども、

妊産婦・乳幼児訪問指導事業ということ

でありますけれども、これ、ことしです

か、全乳幼児、４か月健診のときに、す

べての方に行かれるということなんです

けれども、今後、これも継続していかれ

るのか、そういうお考えはあるのかだけ、

ちょっとお聞きしたいと思います。以上

でございます。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　地域福祉活動拠

点と公民館ないし集会所との違いは何な

のかというようなことでございますが、

同じ地域内にこの３つの施設がそろって

くる中で、ご質問のような疑問も出てく

るわけでございますが、いわゆる設置運

営主体が、それぞれ、まさに公民館であ

れば社会教育施設として教育委員会の方

が運営をしているという形になりますし、

また、集会所については、いわゆる自治

会に運営をゆだねている施設でもござい

ますし、また、今回、整備をいたします

活動拠点につきましては、社会福祉協議

会が設置するということで、設置主体が

分かれているわけですが、何よりも、一

番外見的にわかりやすいのは、この施設

そのものが、高齢者であるとか、子ども

たちのいわゆる活動の場ということも想

定をいたしておりますので、何よりも、

活動しやすいようにバリアフリーで、基

本的には１階の平家というような想定で

考えているということが明らかな違いが
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あるわけです。

　それから、あと、この運営につきまし

ては、それぞれの校区の福祉委員会に運

営をゆだねて、基本的な考えといたしま

しては、これが、それぞれの校区、地域

でのさまざまな福祉活動の拠点としての

役割を担っていくような、活動が今後展

開されていくように期待をした中で、建

設に臨んでいる施設であるというあたり

の違いがあろうかと思います。

　また、先ほど、エリア的な区分けがあ

るのかというようなことでのご質問もい

ただいているわけでございますが、これ

は、まさにこの施設を使って、さまざま

な事業活動がこれから取り組まれていく

わけでございますが、例えば、サロン活

動のような形で、対象者を限定したもの

については、当然、そのご案内のあった

方だけがというような形になりますし、

また、一つの例として挙げれば、ＣＳＷ

の活動というようなことで相談室も設け

ておりますが、例えば、こういうものに

ついては、同じ地域内の方が利用する場

合も当然あるわけですが、反対に、相談

をされたことが、余りほかの方に知られ

たくないというような場合については、

ほかの地域の方にご利用いただくと。で

すから、いわゆるご相談をお聞かせいた

だく場として、例えば、一津屋の方に別

府の方へ来ていただくとか、例えば、役

所へ来ていただくとかいうような形の使

い方も出てこようかと思うんです。

　また、それから、先ほどのご答弁の中

でも申し上げましたが、例えば、介護予

防事業的なものを展開する場合について

は、市の広報等で募集をいたした場合に

ついては、必ずしもその校区に限定をせ

ずに、参加者を募っていくというような

ことも出てこようかと思いますので、必

ずしも、これは、この校区の方にしか使

わせへんのやというような趣旨で建設を

いたしておるものではございませんので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

○上村委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　青パトの講習会

の、支部単位かということでございます

が、支部単位となりますと、１２小学校

区と１２か所ということになりますので、

できましたら、中学校区単位ということ

で考えております。

　青パトの講習会に来られる方について

は、車で来られる方もおられますので、

駐車場のある公民館というふうなことで、

別府地域については別府小学校をお借り

したいというふうにお願いしておるとこ

ろでございます。

　あと、５回程度準備しておりますが、

その中で、５回の開催で来られないとい

う方もおられると思いますので、それに

ついては、予備として警察署なり、市役

所なりでもう一回、６回目を開催したい

というふうに考えております。

　それと、保険の内容でございますが、

今回の青パトは軽自動車を使っていただ

くことになるんですけれども、軽自動車

の、２１歳以上という年齢条件で、車両

保険も入ります。車両保険についても、

免責はゼロということです。それから、

対人、対物、それから同乗者につきまし

ても、すべて無制限ということで、免責

もゼロというような内容の積算をしてお

ります。

○上村委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　不燃ごみについ

ては月２回、ペットボトルは月１回を、

回数増の考え方はということでご質問い

ただいております。

　まず、不燃ごみについてなんですが、

不燃ごみの内容を見ますと、ほとんど７

割近くが容器包装リサイクルと言われる
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ような、例えば、スーパーで買っていた

だいた包装材であるとか、そういったも

のがほとんどで７割近く入っております。

　今現在、その不燃ごみということで回

収させていただいて、燃やす処理をせず

に、一定ペースト状に加工して、最終的

にはフェニックスの方に持ち込んでおる

んですが、これにつきましては、今後、

不燃ごみという範疇から外れる可能性が

高いわけです。一つは、容器包装リサイ

クルという法律の趣旨でいくと、いずれ

その容器包装として、別途、廃プラとし

てリサイクル品目として回収する必要が

ございますし、また、一方、国の方でも

今審議されてますのが、プラスチックに

ついても、従来、焼却する中でダイオキ

シン対策ということで、ダイオキシンの

発生であるとか、それ以外のいろいろな

排ガス対策ということが生じていたんで

すが、一方で、それを燃やさずに埋め立

てるということになると、埋立地が逆に

負担がかかるというようなこともござい

まして、実態から言いますと、北摂７市

でも、燃やさずに処理しているのが摂津

市と豊中市で、それ以外の５市につきま

しては焼却処理しているような状況なん

です。

　そういった状況の中で、急いで収集体

制を見直しということではなくて、一定、

そういったリサイクルの流れ、また、焼

却云々の流れを見る中で検討はしてまい

りたいというふうには考えております。

　あと、ペットボトル回収の回数増につ

きましては、以前からご指摘を受けてお

りまして、それについて、職員内部とも

協議を現在進めております。

　そういった内容をもとに、今、各小学

校区単位で減量推進委員さんにお集まり

いただきまして、校区会議というのを、

まだすべて終了はしてないんですが、本

年度分の中で、数箇所もう実施しており

ます。

　そういった中で、こうこうこういうこ

とで回数増というようなことも、ご意見

をお伺いするんですが、してほしいとい

う、私どももそういう思いでどうかなと

いうお問いをかけさせていただいてるん

ですが、逆に、私どもの場合、ペットボ

トルもカゴ回収ということで、その世話

をしていただく必要があるわけです。現

在、資源については、びん・缶・ペット

ボトルの月３回が、ペットボトルをもう

１回ふやしてくださいということになる

と、月４回、当番で、１回分ふえるいう

ことにつながってくるわけです。

　そういうこともあってか知りませんが、

やはりむしろその回数増よりも、もっと

自由に出せる拠点をふやしてほしいとい

うような声もいただいておりまして、そ

れについては、比較的、私どもの体制で、

今後、絞り込めれば、比較的簡単に対応

できるのかなということも。ただ、一方

で、そのスーパーさんの協力をお願いし

て回るということも必要なんですが、市

が回収してくれるんなら、ポストといい

ますか、そういうカゴは置かせていただ

きたいというようなことをおっしゃって

いるスーパーもございますし、そういう

ことも踏まえながら、できるだけ市民の

ニーズに沿った収集方法を今後とも検討

してまいりたいというふうに考えており

ます。

○上村委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　要支援の方に対

する介護予防サービス計画について、事

業所の方に原案プランを一部委託した場

合のチェック体制についてというご質問

についてお答えさせていただきます。

　現在、１月末の数字ですけれども、全

体のケアプラン数、要支援１、２で３６
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６件のうち、委託の件数は１０２件で、

全体の約３割弱程度でございます。

　まず、委託の場合には、初回の訪問の

方は包括支援センターの職員の方も必ず

事業所のケアマネジャーに同席をしまし

て、ご本人の状態をまず確認をさせてい

ただきまして、その後、ケアマネジャー

の方から、サービス開始当初に必要な、

ご本人についての基本的な情報ですとか、

介護予防サービス計画、ケアプランです

けれども、こういったものや、月間のサー

ビス利用予定表、毎週何曜日にヘルパー

さんが行くですとか、そういった予定表

の提出をまずいただいております。

　サービスの内容について、サービス担

当者会議ということで、事業所がサービ

ス事業所と会議を開催する折には、必要

に応じて、包括支援センターの職員の方

が同席するということで、サービス内容

の決定等に、相談等に乗らせていただい

ております。

　その後ですけれども、おおむね３か月

に１回は、ケアマネジャーの方から、訪

問等の記録などの支援経過表というもの

を提出いただきましたり、また、当初に

立てましたプランの目標の評価というこ

とで、そのような評価についても、３か

月ごとに提出をいただいた中で、内容の

確認とかサービスの実施状況ということ

で、目標の達成状況を確認しまして、必

要な場合にはプランの見直しということ

で変えさせていただいているということ

もございます。

　また、支援が困難な事例等も最近あり

ますので、そういう場合には、ケアマネ

ジャーからの相談も受けまして、訪問に

同行するなどして、連携を図りながら対

応させていただくということで、チェッ

ク体制とあわせまして、支援のような体

制をこのような形でとらせていただいて

おります。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　まず、三次救命

救急センターの負担金の人数と金額の関

係でございますが、１０日を超えます利

用者、つまり入院があった場合には、１

０日までの日数実績、それから、１０日

未満の場合には入院総実績、１日当たり

１万円というのが算定根拠でございます。

　それから、ノーバディーズパーフェク

トの内容でございますが、講座そのもの

は、委員がおっしゃられたように、カナ

ダの親支援プログラムの導入を図ってい

るわけなんですが、ファシリテータとい

う専門の認定を受けた方が、親御さんと

セッションをしながら、育児についての

考え方の支援、実際の行動面での、みず

からよりよい行動を選び取っていくとい

うことができるような支援をするという

中身でございます。

　９回のセッションと事前の１回の面接

という、１０回の講座を２コースやって

おります。その予算の内容は、ファシリ

テータ２名お越しいただいているんです

が、その２名の方の報償費を、委託料と

いたしましたのは、このファシリテータ

を養成していらっしゃる、こころの子育

てインターねっと関西と委託契約を結ぶ

予定でございます。

　それから、健康せっつ２１の報告の時

期と内容ということでございますが、こ

の健康せっつ２１の計画策定が、健康づ

くり推進協議会というところで計画案を

つくっていただいて、市として策定をし

たという形をとらせていただいておりま

すので、中間評価につきましても、平成

１８年６月１９日の健康づくり推進協議

会で、その中間評価をすることをご報告

いたしまして作業に入りました。

　去る１月３０日の同協議会の保健調査
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部会で、中間の討議をしていただいたと

ころでございまして、１９年度早々、第

１回目の健康づくり推進協議会でご承認

をいただいた後、中間評価の冊子として

公表できたらと考えております。

　それから、乳幼児訪問についてでござ

いますが、先ほど、乳幼児の方の実績を

申し上げなかったんですが、乳幼児につ

きましては、実数が４０１件、延べ６６

３件の訪問を現在行っております。これ

に、４か月までの乳児の全数訪問という

ことが加わり、現在の事業は継続しなが

ら、追加されるというふうに考えており

ます。

○上村委員長　阪口参事。

○阪口健康推進課参事　それでは、市営

葬儀に関しましてご答弁させていただき

ます。

　私ども、昨年７月からの市営葬儀の見

直しの前後の市営葬儀の動向を知るとい

うことから、昨年の１２月に、１００名

の方に対しましてアンケート調査をさせ

ていただきました。１月末までの回収で、

６９名の方から回答をいただいておりま

す。

　この活用方法でございますが、アンケー

トの内容で、個別の意見を記入していた

だくというような欄がございまして、私

どもに対しましては、市営葬儀のＰＲ不

足というのが読み取れるというようなこ

とで、今後、私どもといたしましては、

このＰＲの方法につきまして、よりわか

りやすいしおりの作成だとか、あるいは

イベントの開催というようなことも、今

後検討、取り組む事項かなと認識をして

おります。

　それと、市営葬儀指定店に対するご要

望・ご意見もございました。これに関し

ましては、来週１５日に業者会議を予定

しております。この折に、個別に業者さ

んに対しまして提示をいたしまして、改

善できるところであれば改善していただ

くというような指導をさせていただきた

いと考えております。

　続きまして、斎場の機能検査でござい

ますが、先ほど、私、車検というふうに

申し上げましたが、他市の事例を見ます

と、やっているところもあれば、やって

いないところもある。３０年たったから

やりましたというようなところもござい

ます。そういう性質のもので、必ずしも

定期的にやらなければならないというふ

うなものではございません。

　ただ、私ども、今回ご提案をさせてい

ただきましたのは、昭和５４年５月の開

場から既に２８年が経過しますので、そ

の間に、耐用年数と言われる期間のきま

した部品、機器、ファンとかバーナーで

すけれども、これを１４年度から計画的

に交換、更新をしてまいりました。それ

で、部品・機器をかえて、性能を、当初

の仕様とどう違うのかといったことを、

やはり第三者の目で測定をしておくとい

うのが、この時期大事なのかなというこ

とでご提案をさせていただいているとい

うようなことでございます。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　水道料金の減免

についてでございますけれども、こういっ

た水道料金の減免の対象の方が、基本料

金の１０立米以上使った場合についても

一定の助成をしていくべきではないかと

いう点につきましては、現時点におきま

しては、制度改正を行っていくことにつ

いては、まだ予定をしておりません。

　それから、ふれあい配食サービスにつ

いての、土曜日、日曜日の配食について

でございますけれども、ふれあい配食サー

ビスの配食決定に当たりましては、サー

ビスのアセスメント表を出していただき
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まして、現在どのような形で食事をとっ

ておられるのか。それから、配食サービ

スを支給された場合には、どういった形

の食事の体制になるのか。１週間分の予

定を出していただいて、それに基づいて

支給決定をいたしております。

　その内容を見ますと、いろいろなケー

スがございますけれども、結構、家族の

方がいらっしゃいますけれども、平日は

やはり仕事等をされておられまして、食

事の提供ができないと。土曜日、日曜日

等については家族の方が対応するといっ

たような場合も、ケースも結構ございま

す。

　したがいまして、現時点で、土曜日、

日曜日に、本当にその配食サービスを必

要とされる方がどのぐらいいらっしゃる

かについては、慎重な検討を要するかな

というふうに思っておりますが、実際に

やっぱり必要な方もいらっしゃるという

ことは想定されますことから、今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　第１児童センター

の農園の内容でございますが、児童セン

ターにつきましては、基本的に、活動に

つきましては、児童センターを利用して

いる子どもたちが、スタッフと一緒にい

ろいろな意見を出し合いながら企画をし、

実現をし、いろいろな事業を実施してい

くという場でございますので、これから

またいろいろな形で検討していくことに

なろうかとは思いますが、今のところ、

声として聞いておりますのは、工事が間

に合いましたら、サツマイモを植えて、

サツマイモ畑にしたいというふうな話も

聞いております。

　植えつけとかそれぞれの世話の段階、

また、収穫と、収穫したものを使って新

しい活動をするという、そういうふうに

活動を広げていくということを考えてお

ります。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　先ほどちょっと

説明不足でしたので、追加させていただ

きます。

　４か月までの訪問についてでございま

すが、現在、新生児期や乳児の４か月ま

でにいっている実績は除いて想定してお

ります。

○上村委員長　中井参事。

○中井産業振興課参事　予算書１５１ペー

ジ、地域米消費拡大対策事業委託料につ

いてお答えします。

　農業体験事業の実施に当たりましては、

市はもちろんでございますが、農業委員

会、農業共済、農業協同組合、教育委員

会、学校、農地提供者と多くの人がかか

わっておりまして、今ここで枠を広げる

というようなことはできませんが、年度

の初めに農業体験事業の実施について、

関係者が集まる協議会が開催されます。

その中で、委員の提案について協議願い

たいと、このように考えております。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　予算書１５６ペー

ジ、産業振興課、通行量及び購買実態調

査の結果の、市内商業事業者への提供方

法でございますが、この調査報告は、今

後の経営対策に大いに有効利用いただけ

るよう、各商店会や商業事業者への周知

に努めるところで、まず、夜間に商業事

業者を対象にした調査分析セミナーを市

内公共施設で開催するとともに、ホーム

ページを通して広く情報発信をしてまい

りたく思います。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　後期高齢者の広

域連合の業務についてでございますけれ

ども、本年１月に広域連合が立ち上がり
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まして、２月には、本市からも市職員が

１名、広域連合の方に派遣をされており

ます。

　それで、広域連合の方で、一応事務局

体制が確立をして、現在、計画に基づい

て順調に事務が進められているというふ

うに報告を受けております。

○上村委員長　暫時休憩します。

　　　（午後３時　４分　休憩）

　　　（午後３時３０分　再開）

○上村委員長　再開します。

　村上委員。

○村上委員　どうも、ご答弁ありがとう

ございます。

　包括支援センターの件につきましては、

その方々にあったような形でのプランを

しっかりと、また立てていただきまして、

その方が要介護とならないような形で、

今度、お願いしたいなというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、青パトの件なんですけれど

も、今回、市内で３台目になるかと思う

んですけれども、この運営に当たって、

主体は防犯委員がされるということにな

ると思うんですけれども、また、防犯委

員の方というか、隊員さんの方に負担に

ならないような形の、今後の運営を、ま

た要望等していただければなと思います

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、広域連合の件なんですけれ

ども、市が直接携わるということではな

いかと思いますので、それの慎重管理い

うんですか、状況の変化等々があれば、

また情報をいただけるような形でお願い

したいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　それから、地域福祉活動拠点の件なん

ですけれども、先ほど、集会所のことも

お話いただきました。集会所につきまし

ては、今度は建て替えがどうしても必要

になってこようかと思いますので、その

ときには、また、ちょっとその拠点の使

用というんですか、それも考慮していた

だくような形で、今後しっかりとまた運

営をしていただければ。それと、あと、

地域の方によりよく活用していただける

ような形での運営をお願いしたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、ふれあい配食サービスの件

なんですけれども、その家族の方が何か

で食事の準備ができないような形が生じ

た折には、例えば、土曜日だけとか日曜

日だけとかいう形でも対応できるような

形で、今後ちょっと考えていっていただ

ければと、そういうふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　予算書の１３８ページの件で、ノーバ

ディーズパーフェクトプログラム委託料

の件をお聞きしました。

　再度、どのようなというか、対象の方、

どういう状況の方がこのプログラムを受

けられるのかということと、あと、申請

とかどういう形でされるのかと。あと、

場所もどういうところで考えておられる

のかということだけ、最後にお聞きした

いと思います。

　それから、市営葬儀の件なんですけれ

ども、先ほど、アンケート等々で、業者

さんとの会議の中で、指導というか要望

していただくということになりましたの

で、それで、市民の方の意見を本当に聞

いていただいて、よりよい市営葬儀にし

ていただくように、これは要望とさせて

いただきますので、よろしくお願いいた

します。

　それから、斎場機能調査の件なんです

けれども、長期にもつようなというか、

一回修繕すれば、長期、この次、修繕し
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なくてもいいような形でこれまた計画を

立てていただいて、業務の改善いうんで

すか、極力お金を使わないような形でお

願いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　予算書１４４ページの、不燃ごみ回収

の件なんですけれども、先ほど、別にま

た拠点を設けてするんであれば、ちょっ

と考えてもいいかなと、そういうお話も

ございました。そういうことで、今後と

も、不燃ごみの回収、また、ペットボト

ルについても回数をふやしていただける

ような形で、また考えていっていただけ

ればなと、そういうふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それと、要望なんですけれども、缶で

すか、回収の箱が、何かちょっと一回り

小さくなるということを一つお聞きした

んですけれども、それとあわせて、ああ

いう回収箱、組み立てたりするとき、結

構音がするんです。そういうところで、

音がしないようにというんですか、ある

ところに、例えばパッキンを入れて、ちょっ

と音を少なくするとか、できるような形

で、今後ちょっと改良を考えていただけ

ればなと、そういうように思います。こ

れは、よう朝早く組み立てるというか、

そのときに、どうしても、朝の４時とか

５時とかいう時間帯になっているような

ところもございますので、そういうこと

で、まだ寝ておられる方もかなりおれら

るようなことありますので、音が極力で

ないような形で工夫を、今後ちょっとお

願いしたいなと思います。

　それから、地域の米消費拡大対策の件

んなんですけれども、先ほど、考えてい

きたいというお話もございましたので、

その辺で、対象年齢も上げるなり、下げ

るなり、回数をふやしていただけるよう

な形で、今後ご検討をお願いしたいとい

うふうに思います。

　それから、通行量調査の件なんですけ

れども、これも、既存の商店街の活性化

というんですか、そういうふうに向いて

くればいいと思いますので、その辺でしっ

かりとまたデータをとっていただいて、

こういう商店の活性化に向けた内容の公

表になるように、これ要望とさせていた

だきますので、よろしくお願いいたしま

す。

　それから、健康せっつ２１の件なんで

すけれども、当然、公表していただける

というようなこともお聞きしました。今

後も、健康リーダーさんのさらなる育成

というんですか、内容の充実をお願いし

たいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

　それから、妊産婦の件なんですけれど

も、全員の方を対象に訪問していただけ

るということでもありますので、今後しっ

かりと指導等をしていただくような形で

継続をしていただければと、そういうふ

うに思いますので、よろしくお願いいた

します。

　１点だけ、よろしくお願いします。

○上村委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　ノーバディーズ

パーフェクトの対象者でございますが、

今現在は、保健活動の中から、例えば、

乳幼児訪問指導、それから、４か月児健

診、１歳半健診、３歳半健診、それから、

地域へ出かけていって行っております育

児相談等の場面で、育児不安や育児困難

を訴えておられる保護者の方、これらの

方々に、保健師の方からお声をかけさせ

ていただいているというのが現状でござ

います。

　プログラムそのものは、一般の母親向

けにも不適当ではないということなんで

すが、摂津市では、少し育児不安のある
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方を対象として行っております。

　それから、場所は、２コースとも、現

在は保健センターで実施しております。

○上村委員長　村上委員の質疑が終わり

ました。

　渡辺委員。

○渡辺委員　数点質問させていただきた

いと思います。

　先ほど、村上委員の中の、広域連合の

市町村負担金なんですけれども、２月か

ら職員を派遣されたということで、逐一、

職員が行っとるわけですから、何らかの

形の連絡等があると思いますし、きちっ

とそういう点の内容と、それから、今後

のタイムスケジュールをちょっとお聞か

せ願いたいと思います。

　それから、予算概要の方に移りたいと

思いますが、４２ページ。

　これ、行旅死亡人取扱事業ですかね、

このことに関して、ちょっと説明をお願

いしたいのと、それから、先ほどもちょっ

と山崎委員からの質問の中で、ホームレ

スの自立支援というのがありましたけれ

ども、その中のご答弁で、あんまり実態

をつかまれてないということなんですけ

れども、その行き倒れとの一つの関係も

あると思いますし、それから、摂津には

そのような子どもたちはいないと思いま

すけれども、ホームレスに対してそうい

ういじめとか、それから虐待が他市でも

ありましたね。そういう面から、やっぱ

りある程度そういう実態を調査されると

いうことも必要ではないかというふうに

私は思いますんですけれども、その点に

ついてちょっとお答え願いたいと思いま

す。

　それから、４５ページの、重度障害者

訪問看護利用料助成金、去年かな、私の

代表質問で、重度障害者の在宅ケアとい

うことで質問させていただいたと思うん

ですけれども、いろいろこの予算書を見

ておりますと、それぞれの入浴サービス

とかいろいろな一つの事例があるわけで

すけれども、いつも細かくそういう障害

の度合いとか、障害の種類によって対応

が分かれているので、一本化して、そう

いう障害に関しては一つの窓口というか、

職員を絞って専門的に対応するようなお

考えはないのかということで、以前に質

問したことあるんですけれども、そうい

う点で、ちょっとその後、そういう検討

をされたのかどうか、そういう点もお聞

かせ願いたいと思います。

　概要の５０ページ、介護者支援事業で

家族の会ですか、その内容をちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

　これ、先日の新聞で、正雀で、７６歳

の弟が７８歳のお姉さんを殺してしまっ

たというような事件がありました。それ

は、直接そういう介護の問題とは関係あ

るかないかは、ちょっと新聞紙上では、

余り内容を詳しく説明がないんですけれ

ども、よく介護疲れという形で、非常に

全国的に、自分の母親をあやめてしまう

とか、自分のパートナーをあやめてしま

うとかいうような実例がありますけれど

も、ああいう事件が起きたら、行政とし

ての対応はということを必ずマスコミ等

にやっぱり問われるわけです。

　やっぱりそういう事例があるというの

は、このまち自体がひょっとしたら冷た

いまちというふうに思われてしまうんで

はないかというふうに私は思うわけなん

です。

　そういう意味で、これ、直接内容はわ

からないんですけれども、このような実

際こういう事件があった中で、その家族

の会の内容とか、それから、もしくは、

事件の内容がわかるようでしたら、また

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
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　それから、概要の５６ページ、育児支

援家庭訪問事業ですけれども、このこと

について、状況というか、内容をちょっ

とお聞かせ願いたいのと、それから、同

じく概要の５９ページの、ひとり親家庭

というのがあるんですけれども、これは、

よくひとり親家庭、母子家庭、父子家庭

とかいうふうに言われておるので、父子

家庭というような一つの中で、どのよう

な父子家庭に対しての援助なり、それか

らアドバイスなりあるのか、そういうこ

ともちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

　それから、概要の５７ページ、保育所

の管理運営事業で、これも、従来、私、

質問させていただきましたけれども、保

育所の民営化で、摂津保育所が民営化さ

れたわけですけれども、今後、この後の

４保育所を民営化、これも以前質問させ

ていただいたと思うんですけれども、民

営化のお考えはないのか。それと、民営

化された保育所自体がどのような状況な

のか。民営化してよかったのか、悪かっ

たのか、そういう点もちょっとご意見い

うか、お言葉をいただきたいというふう

に思います。以上です。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　予算概要４２ペー

ジ、４３ページにわたります、行旅死亡

人取扱事業、それから、ホームレス自立

支援事業についてのご質問でございます

が、行旅死亡人取扱事業と申しますのは、

摂津市内において、いわゆる行き倒れで

亡くなった場合の、後の対応を、これ、

身元が判明する場合につきましては、ご

親族の方と連絡をとって、後の葬祭等、

また、遺骨の引き取りをご親族の方にし

ていただくわけですが、身元が判明しな

い場合については、いわゆる納骨等、い

わゆるお骨の保管等をここでするのと同

時に、ここで広告料という項目がござい

ますが、こういうことがあったというよ

うなことで、これ、広告を打って、一応

身元照会をするというような関係の費用

でございます。

　ただし、これにつきましては、毎年１

件ないし２件ぐらいの件数でほぼとどまっ

ているわけですが、現在、市の方で管理

をしております、過去のいわゆるお骨が

五十数体ございます。古いものは昭和３

０年代からのものでございますので、こ

れにつきましては、一応３年程度を経過

したものについては、これまで、毎年１

件４，５００円の費用をもって遺骨の保

管をお願いしてきておるわけですが、平

たく申せば、無縁仏というような形で対

応させていただきたいということで、本

年は、この手数料として１３８万１，０

００円を計上させていただいております。

　それから、ホームレスの自立支援事業

に関してでございますが、先ほどのご答

弁の中でも申し上げましたように、これ

につきましては、北摂７市３町そろいま

して、この自立に向けてのさまざまな、

どういう対応ができるんかということで

の検討もいたしているわけですが、現在

のところは、先ほどのご答弁で申し上げ

ましたように、大社協の方からの巡回相

談員を派遣して、実情把握をさせていた

だくというような対応にとどまっている

のが現状でございます。ただし、これ、

ほぼ毎月１回ペースぐらいで巡回がされ

ておりまして、巡回結果については、私

どもの方に報告書が上がってきておりま

すが、その内容を見ておりましても、訪

問をしても、なかなかお会いできないと

いうケースもございますし、また、お会

いしても、もう放っておいてくれという

ようなことで、その方との関係をとるの

が非常に難しい状態の方も相当おられる
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というような状況なわけですが、定期的

に回っている中で、やはり健康の問題が

相当深刻になってまいりますと、やはり

ご本人さんも治療が必要やというような

形になってまいりますと、病院へ入って

いただいて、生活保護の方での一時保護

をするというような対応もさせていただ

いているようなところでございますが、

なかなかご指摘のように、ホームレスの

方に対するいじめとかいう部分について

は、現況、市の方はなかなか対応はでき

ていないのが現状でございます。

　私といたしましても、こういう中で、

大社協の方にすべてお任せというような

ことではなくて、やはり市域の現況がど

うなっているのかというようなことで、

淀川の堤防沿いにずっと見にいくという

ようなこともしておるわけですが、なか

なかそれ以上のところまでは踏み込めて

ないというような現状でございます。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　それでは、高齢

者障害者福祉課にかかわる分についてご

答弁申し上げます。

　まず、広域連合の件でございますけれ

ども、委員ご指摘のとおり、１月に広域

連合が立ち上がりまして、先ほどご説明

申し上げましたように、２月から市の職

員が１名派遣されまして、事務局体制も

確立したということで、現在、本格的に、

２０年４月に向けた準備作業に入ってい

るということで、特に問題があるという

報告は、広域連合の方からも、あるいは

派遣されている職員の方からも聞いてお

らないところでございます。

　なお、今後のスケジュールについてで

ございますけれども、手元にいただいて

おります広域連合等からの資料によりま

すと、この４月から、いわゆる医療給付

に係る経費の試算、それが６月まで、そ

れから、７月からは保険料率の試算、後

期高齢者制度の条例の検討、それから、

１０月以降、暫定賦課等がありまして、

２月から被保険者証の作成、それから、

３月には被保険者証の市町村への引き渡

し等々のスケジュールで業務が進められ

るというふうに聞いております。

　それから、概要４５ページの、重度障

害者訪問看護、医療費助成等の、いわゆ

る重度障害者に対する窓口の一本化とい

いますか、窓口の問題についてでござい

ますけれども、１５年から支援費制度、

そして、１８年度から障害者自立支援法

という法律が施行されまして、いわゆる

サービスの利用方法についても、できる

だけ一元化をするということで、身体障

害者、知的障害者、精神障害者、あるい

は障害児の方、とらわれずに、できるだ

けサービスの提供までに至るまでの経過

を透明化・一本化するということで制度

が構築されております。

　具体的には、やっぱり障害サービスを

受けるに当たりましては、調査を受けて

いただきまして、それから、障害者の方

については、障害程度区分等を受けてい

ただいて、それに基づいてサービスが決

定されるということでございますので、

基本的には、重度障害者に係る方の具体

的なサービスの提供に当たっての窓口は

高齢者障害者福祉課が一元化をしている

というふうに考えております。

　具体的には、やっぱりその方のサービ

スを含めました生活のあり方をどう支援

していくかということにつきましては、

保健所や家庭児童相談室や、あるいはひ

びき園の方で相談事業をしていただいて

いますウイングといった関係団体とケア

会議等しまして、いろいろな取り組みを

行っておりますけれども、サービスに係

る基本的な相談窓口は高齢者障害者福祉
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課という形で一応整理されているという

ふうに認識いたしております。

　それから、介護者の支援事業、介護者

の会でございますけれども、一応、１９

年度につきましては、電話相談９６回や、

それから、学習会の講師謝礼等の予算で

２０万円を計上させていただいておりま

すけれども、介護者家族の会といいます

のは、実際に介護されている方や、ある

いは既にもう介護の経験をされて、見て

おられた方が会をつくっておられまして、

そういった方たちの経験をもとに、いろ

いろな形での相談業務に乗っていただこ

うと。特に、やはり認知症の介護等で昼

夜を逆転されておりまして、なかなか夜

も寝てくれないということで、非常に介

護疲れがあるといったような問題点があ

ることも事実でございますので、そういっ

た方の相談等に乗っていただいたり、あ

るいは地域ごとに学習会というようなも

のを持っていただきまして、活動などを

していただいておるところでございます。

　特に、今後考えてまいりたいなと考え

ておりますのは、やはり先ほども申し上

げましたように、昼夜逆転をして、なか

なか夜も寝られないといったような形で、

介護疲れがあると。特に、やっぱり夜、

皆さん寝静まっているときに、そういっ

たときに非常に気分的に落ち込むという

んですか、そういったようなご意見や実

情とかもお聞きしますので、そういった

ときに、例えば電話、何かこう人と話を

すれば、少しは気が晴れるとか、そういっ

たこともございますので、そういったと

きには電話をする場所があるとか、そう

いったことは非常に重要なことだと思い

ますので、今後そういった事業展開か何

かができないものかということについて

も、また、この介護者家族の会の皆さん

などともいろいろご相談しながら進めて

まいりたいなというふうに考えておりま

す。

　それから、正雀の事件につきましては、

残念ながら、恐らく新聞等の報道では、

介護保険のサービスを受けられるかもわ

からないというふうには考えますけれど

も、実際には介護保険のサービスも受け

ておられませんでしたし、認定も受けて

おられない。それから、高齢者福祉の方

のいろいろなサービスに関しても全然受

けておられなかったということで、我々

としては、非常に情報を持っていなかっ

たという現状でございます。

　したがいまして、新聞等の報道以上の

ことにつきまして、我々の方も承知をし

ていないというのが現状でございます。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　まず、育児支援

家庭訪問事業についてでございます。

　この事業は、次世代育成支援対策のソ

フト交付金として、国の補助金事業とい

う形になっております。

　摂津市といたしましては、平成１５年

度からこの事業を開始しておりまして、

産後のうつ病ですとか育児ノイローゼ、

あるいはさまざまな形で子育てに対して

不安のあるご家庭、あるいは孤立感とか

虐待のおそれのあるご家庭、そういう子

育ての困難なご家庭に対しまして、子育

てアドバイザーがご家庭を訪問して、育

児、家事などの援助をしながら子育てを

支えていくという、そういう事業でござ

います。

　子育てアドバイザーにつきましては、

毎年、養成講座を５回連続で開催してお

りまして、その講座修了者の中から登録

をしていただいております。今現在、２

１名の方がアドバイザーとして登録をい

ただいております。

　実際にご家庭に行っていただきまして、
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先日も、アドバイザーさんのお話をお聞

きいたしましたけれども、いろいろなこ

とをちょっとお手伝いしたり、お母さん

のお話を聞いたり、そういうようなこと

を、回数を重ねていく中で、だんだんと

お母さんが落ちついていかれるという、

そういうような経験談もお聞きしており

ます。

　専門的な支援になりますと、保健師、

助産師あるいは臨床心理士が家庭を訪問

するという形になりますけれども、子育

てアドバイザーの方は、専門的な支援と

いいますよりも、身近なところでできる

支援、お話をお聞きしたり、お手伝いを

したり、そういう中で、そこにあなたを

見守り、手伝ってくれる人がいつでもい

ますよという、そういうメッセージを送

りながら支援していく、そういったよう

な内容のものでございます。

　次に、ひとり親家庭への支援でござい

ますが、特に、父子家庭への援助につい

てでございますが、父子家庭に対しまし

ては、児童扶養手当と同程度の所得の方

に対しまして、ひとり親医療の助成を行っ

ております。

　また、母子家庭等日常生活支援事業と

いうのがございまして、ひとり親家庭の

方、母子・父子ともにでございますが、

ひとり親家庭の方が一時的に生活援助が

必要な場合、あるいは生活環境の激変で、

日常生活を営むのに支障が生じている場

合、そういう場合に、家庭生活支援員と

してヘルパーを派遣して、家事や食事の

世話など、日常生活のお手伝いをすると

いう、そういう事業でございます。

　ほかに、父子家庭の方からいろいろな

ご相談を、先ほどもお話ししました、母

子自立支援員の方で相談をお伺いしたり、

あるいは子育てのことで親御さんからご

相談があって、家庭児童相談室の方で対

応したり、そういうようなことを重ねて

きております。

　次に、保育所の管理運営事業について

でございますが、今後の保育所の民営化

への考え方ということでございますが、

平成１４年に行われました保育料等懇談

会の方から、財政状況が好転しなければ、

さらにもう一か所を検討というようなご

意見をいただいておりまして、そのご意

見に沿って、現在検討中ということでご

ざいます。

　民営化された摂津保育園の状況でござ

いますが、公立の保育を引き継ぐという

ことで、現在保育を行っていただいてお

ります。その上に立って、摂津保育園独

自の新しい取り組みも、保護者の方の意

見をいろいろ聞きながら進めているとい

うことでございまして、現在、保護者の

方からは、いろいろな問題点の指摘とい

いますよりも、評判としてはいいものを

いただいております。

　３者会議といたしまして、法人と保護

者の代表の方と、それから、市の方から

行かせていただいて、会議を１年に何回

かずつ開いてきておりますが、その場の

中で、何か問題があったときには、全体

で協議していきましょうということになっ

ておりますけれども、今のところ、問題

点としてという形では出されてはおりま

せん。１年目は、民営化された直後でご

ざいますのでいろいろな話もございまし

た。その次の年は、建てかえ、そして、

建てかえのために移転をするというよう

なこともありまして、いろいろな問題点

も話がされてきたわけでございますが、

ことし６月、建てかえをして、新しい園

舎で保育を始めるという形で、やっと落

ちついて保育が始まったという年であっ

たと思いますけれども、この１８年度の

３者会議の中では、問題は出されており
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ません。

　民営化されて１年後、そして、この１

月にも保護者に向けて、現在の保育はど

うなのかということでアンケートを実施

されていますけれども、そのアンケート

の中でも、個々の問題に対しては丁寧に

返していただいておりますし、民営化を

したことによる問題点という形では出さ

れていないというのが今の状況でござい

ます。

○上村委員長　渡辺委員。

○渡辺委員　それでは、２回目の質問を

します。

　広域連合の件はわかりました。また、

大変やと思いますけれども、頑張ってい

ただきたいと思います。

　それから、行旅死亡人取扱事業の件、

これは、そういう形で五十数件あるとい

う形でございますので、それはよくわか

りましたけれども、ちなみに、処分する

という形をちょっとお聞きしましたんで

すけれども、どのように処分されるのか、

それだけちょっとお聞きしたいと思いま

す。

　それから、ホームレスのことに関して

は、非常にそれなりの業務がある中で、

毎日、毎日ホームレスの所在を確認する

というのは、これは当然無理というふう

に思います。それで、月に一遍、そうい

う形で堤防等をそういうふうに見ていか

れるというのは、これも継続してやって

いただきたいと思うんですけれども、私

の知っとる限り、何人かの方はホームレ

スおられます。摂津にはそのような事件

はないと思うんですけれども、ただ、非

常に全国的にそのような事件もありまし

たし、そういう点では、ホームレスの方々

の人権ということをしっかりと考えた中

で、支援という形は、僕は、ホームレス

の方々の心理的なことを考えますと、な

かなか社会との接点を持つというのは難

しいとは思います。ただ、そういう虐待

とかいじめとかいうことに関しては、やっ

ぱり人権という観点から、それはもう未

然に防ぐという形とか、安全なところに

避難させるとか、そういうことも時には

必要になると思いますし、また、温暖化

といって、暖冬やという形ですけれども、

やっぱり寒い日とかありますので、そう

いう点は、しっかりと今後念頭に置いて

対応していただきたいと、これも要望し

ておきます。

　それから、重度の障害者訪問の件、了

解しました。そういうことでしたら結構

でございますので、よろしくお願いしま

す。

　それから、介護の支援事業のことなん

ですが、本当に、先日も、ＮＨＫで特集

をやってました。特に、男性の方は思い

込みがきついみたいで、支援をいっぱい

受けなあかんのに、私の責任で家内はこ

んなことになったんやとか、私の責任で

母親はこんなことになったという、そう

いう思い込みがきつくて、そういう周り

のさまざまなそういう補助とか援助とか、

それから、支援とかいうことを余り受け

ずに、思い詰めてしまった上にそのよう

な事件を起こすというようなことをＮＨ

Ｋでこの前やってましたけれども、正雀

のこの事件がそれに直接つながるとは思

いませんけれども、ただ、そういうよう

な、例えば、何らかのアドバイスがあっ

た場合に、ひょっとしたらこういう事件

が起きなかったかもしれません。一切そ

ういうことを受けてないという形で、把

握されてないということをご答弁いただ

きましたけれども、何らかの形で我々議

員とか、それから、地域の自治会の方と

か民生委員の方々が何らかの形で接触し

とったら、こういう事件は未然に防げた
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んではないかと私は勝手に思ってるんで

すけれども、そういう点から、しっかり

と、これからますます高齢化になってき

たときに、そのようなことが非常に懸念

されますし、我々地域社会が、例えば、

子どもの安全・安心という形で皆一生懸

命取り組んでおれらるわけですけれども、

やっぱり高齢者のこういう、これはみん

な抱えていかなあかん問題というふうに

思います。私ら関係ないねんというふう

に、ここにおられる方もだれも言われへ

んと思います。これから、そういうこと

は何らかの形でかかわってくるだけに、

非常に神経を研ぎ澄まして対応していく

ことが必要ではないか、そして、情報の

収集が必要ではないかというふうに思い

ますので、そのことも要望しておきたい

と思います。

　それから、次に、育児支援家庭訪問事

業ですけれども、本当に、昔は大家族で、

時には自分の親なり、それから、姑さん

なりに、子育てのことに関してはいろい

ろなことで聞けたというふうに思うんで

すけれども、核家族になって、これがど

んどんどんどんこの状況が続く中で、今

さまざまな事件が起きているということ

があるわけです。

　ちょっと場所はわかりましたけれども、

赤ちゃんポストという形で、自分がどう

しても子育てできないという形で、病院

にそれを預けるとか、捨て子の、言葉は

悪いんですけれども、そういう専門的に

扱うことを病院が申し出て、それが是や

非やということで非常に議論されている

ようなことをちょっとお聞きしたんです

けれども、本当に、最終的にシグナルと

いいますか、非常に子育てをしているお

母さんが危機的な状況にある場合は、そ

ういうときには、やっぱり協力して、いっ

ときでもその子どもを母親から引き離す

ことに必要ではないかというふうに思い

ますので、そういう点も、先ほどの老人

のこともありましたけれども、そういう

点も、これから非常にそういう事件が起

きるというのは地域が冷たいということ

になるわけですから、そういう点もしっ

かりアドバイスのほどをさらにお願いし

たいというふうに、これも要望しておき

ます。

　それから、ひとり親家庭の件ですけれ

ども、これも先ほどの話とちょっとつな

がるんですけれども、やっぱり父子家庭

というのは、非常にそういう点、僕の友

達というか、そういう方々の話を聞いて

も、個人の人間性にもよるんですけれど

も、ちょっと雑になってしまうというこ

とがあって、非常にそういう点で、今い

ろいろなことで相談したらええのに、そ

れを相談しないというような父親が多い

というふうにちょっと聞いております。

　そういう点も、さらに温かい手を差し

伸べていただいて、母子家庭に対しては、

ずっといろいろな一連の国からの補助と

かそういうものがあるわけですけれども、

父子家庭という名前を上げて、そういう

補助いうのはほとんどないような状況で

すので、そういう点もしっかりとお願い

したいと思います。これも要望しておき

ます。

　それから、最後に、保育園の民営化の

件ですけれども、ちょうど私が議長のと

きでした。民営化問題で非常に揺れ動い

て、非常に反対運動も起きた中で民営化

されたわけです。あのときには、民営化

問題で、官から民という形になったら、

非常に質が悪くなるというような、一つ

の状況を保護者の方が訴えておられたわ

けですけれども、現実問題として、非常

に評判がいい、そして、保護者と、それ

から保育所の職員の方々、それから、そ
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こに携わる経営者の方々と、非常にうま

いこといってるというようなご答弁いた

だいたわけです。そういうことを考えま

すと、官から民という形が、それは否定

的なもんではないわけであって、財政的

なことを考えますと、あと４保育所を、

できるだけ早急に民の方に移してもいい

んではないか、そのように私は思うので

ありまして、問題があったら、それは問

題としてしっかりと考えていかなあかん

のですけれども、それが問題なく、非常

に評判がいいという形で、現時点である

んであれば、そういう点を具体的に議論

する必要があるんではないかというふう

に、１園に関してはそのような方向でと

いう形があるんですけれども、今の財政

状況を考えますと、ちょっと好転といい

ますか、ええ方向にというふうな、この

前の市長のご答弁あったわけですけれど

も、早急にそういう形をとられる必要が

あるんではないかというふうに思います

けれども、その点に関して、ちょっと一

言だけご答弁お願いしたいと思います。

以上です。

○上村委員長　佐藤次長。

○佐藤保健福祉部次長　行旅死亡人の取

扱事業の件でございますが、先ほど、五

十数体というようなことで申し上げまし

たが、現在、５４体でございまして、こ

のうち、おおむね３年を経過したものに

ついては、今回、この１９年度の中で、

いわゆる無縁仏の塚におさめさせていた

だいて、供養いただくというような考え

をいたしておりまして、これは、先ほど

のご答弁でも申し上げましたように、５

４体あるわけですが、一番古いのはもう

四十数年前からというような形になって

おりまして、１体につき、年額４，５０

０円の遺骨保管料をお支払いして、千里

丘の方にあるお寺で、現在保管いただい

ておるわけですが、おおむね３年程度で

引き取りのない場合については、それ以

降、なかなかあらわれてくるというよう

なことは見込みにくいというような状況

もございますので、そういうような対応

をさせていただきたいというふうに考え

ております。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　当然、きのう、おとといの

議論になっておりましたように、別府保

育所問題はどの方向でいくかと、まだ決

めてはおりませんが、内部では議論いた

しております。

　ただ、今、現実言えることは、別府保

育所は、たしか小規模保育所でございま

すので、民でいったときに、その受け手

の問題なり、そういったことがスムーズ

にいけるかどうかということも、まだ議

論はいたしております。

　それから、今後の課題としてあるのは、

幼保一元の問題も一定出ていることは事

実であります。

　したがいまして、公でいくか民でいく

か、また、今後における、池田市は、た

しかことし幼保一元化、一つやりました。

そんなことの大きく課題がかかわってお

りますし、私個人としては、摂津保育所

の民でいったときに、非常にうまく移行

ができたと思っております。そのとき、

民の需要の問題、民が受けてくれるなら

ばどこが受けてくれるであろうか。そし

て、過去の例であれば、用地は市で持つ

となったときに、どういう形で措置がで

きるか。跡地は売却というような考え方

を持っておりますが、それとの整合性と、

いろいろ考え方がございます。否定はい

たしておりません。民で今までの実績が

あり、子育て総合支援センターが非常に

評価が高いと、府下的には非常に評価を

してもらっている施設でもありますし、
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あれも非常に反対がありましたけれども、

結果的には、摂津市の一つの顔になるよ

うなものができておりますので、私も摂

津保育所の方に行かせてもらって、相当

厳しく保護者から指摘されましたけれど

も、うまくスムーズにいけたということ

がございますから、そのことを視野に入

れながら、市としてどの方向をとるか。

いましばらく時間いただいて、議論した

上で、また議会にもお示しいたしたいな

ということを思いますので、よろしくお

願い申し上げます。

○上村委員長　渡辺委員の質問が終わり

ました。

　安藤委員。

○安藤委員　それでは、質問をさせてい

ただきます。

　できるだけ重ならないように質問させ

ていただきたいと思いますので、重なっ

た場合はよろしくお願いいたします。

　先ほどからの質疑の中で、生活保護の

受給者、申請者の数、または、児童扶養

手当の数、ひとり親医療制度を受けてお

られる人の数や、水道料金の福祉減免を

受けておられる方の急増などのご答弁を

お聞きしておりまして、やはりこの間の

構造改革路線のもとで、格差と貧困の広

がりというのが、私たちのまちの中にも

本当に身近なところにきているんだなと

いうふうに実感をしています。

　そうした中で、やはり身近な自治体、

摂津市、自治体の役割というのは、もう

釈迦に説法で恐縮なんですけれども、地

方自治法にしっかり明記されていますよ

うに、住民の福祉の増進を図ること、こ

れが大きな役割であります。市民の暮ら

しが本当に大変な中で、または痛みの連

続であったり、辛抱の連続のもとだから

こそ、市民の暮らしにかかわる事業を審

議する、民生所管で気を引き締めて議論

をしていかなければいけないなと、改め

て感じています。

　日本共産党議員団の代表質問の中でも、

基本線というのは、財政難の中で、たば

こ税や、それから、定率減税の縮小によ

る増税であったり、それから、一部法人

税が伸びたり、それから、三位一体の改

革等々で税源移譲があるなど、２６億４，

０００万円でしたですか、市税収入が今

年度ふえています。ふえているからといっ

て、直ちに財政状況が好転していないと

いうことは理解をしているわけですけれ

ども、当面の危機を脱したという状況の

もとで、この増収分の市税収入、これ一

般財源でありますから、これをどこにど

のように配分していくのかと、そのこと

が今本当に問われているんじゃないかな

というふうに思っています。

　私、計算をさせていただいたんですけ

れども、一般財源で、予算書の初めの方

に、款別に一般財源が出ておりましたの

で、それをずっと足してみました。一般

財源で約１３億円ほど、昨年と比べると

ふえています。これがどこにどのように

配分されているかというのをちょっとグ

ラフにしてみたんです。

　私は、やはり市民の暮らし、こんなに

大変な状況であって、ほっとっても収入

がどんどん落ちていく。もしくは、収入

は落ちなくても税金がふえたり、保険料

がふえたりということで、可処分所得が

どんどん落ち込んでいると。そういうも

とですので、やはり市民の暮らしの方に

向けて、民生費であるとか衛生費である

とか、もちろん教育、いろいろな分野で

の扶助費であるとか、そこにきちんとし

た目を、配分を強化していく必要がある

というふうに思うわけですけれども、ちょっ

と見てみますと、例えば、民生費ですが、

一般財源１２億８，８００万円ふえてる
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んですけれども、民生費に配分されてい

る率は８．８％なんですね。

　一方で土木費、土木費といっても、も

ちろんいろいろな土木費あります。何か

もっと精査しないとあきませんけれども、

土木費見ますと３９．７２％と大きいん

ですね。

　もう少し細かく見ていきますと、今回

は、これは建設の方でやっておられるか

と思いますけれども、生活道路の、今ま

でずっと放置されていたものの中で、段

差のところを、ちょっと今回はお金投入

してやっていこうという部分もあります

けれども、やはり区画整理であったり、

基盤整備、南千里丘のまちづくりの方に

お金がかなり集中してきているというこ

とが見てとれるというふうに思います。

　私は、こうしたお金の使い方、ふえた

分の中のわずか８．８％しか民生費に配

られてないというところを、やっぱり見

直していって、市民の暮らしを支えるよ

うな予算配分をするということをぜひ求

めていきたいというふうに思いながら質

問に入っていきたいと思います。

　最初ですけれども、ちょっと先ほどか

らもご質問がありました。これ短くお聞

きしますけれども、大阪府の後期高齢者

医療広域連合運営事業、１２月の議会で、

私、これ、市民の７５歳以上の方々の医

療、健康、命を守るという大事な保険制

度を、白紙委任で、何かわけのわからな

いところに丸なげしてしまう、こんなも

んじゃないかということで反対をしたわ

けなんです。しかし、ほかの地域も一斉

にどんどん進めていって、摂津市だけが

乗りおくれることができないというよう

な形で、あれよ、あれよという形で、こ

ういった後期高齢者医療広域連合という

ものがどんどんでき上がってきて、先ほ

ども、特に問題なくスムーズに進んでい

るというようなお話があったわけですけ

れども、一体どこでどのような形で決め

られて、そして、我々に報告があるのか。

それから、やっぱり市民の方々、高齢者

の方々の医療にかかわること、医療保険

にかかわることですから、市民の声がど

のように反映されるのか、そういった仕

組みはどうなっているのかなと。前回は

お聞きしましたが、まだはっきりしたこ

とがわからないということだったんです

けれども、今現時点で、どのような形に

なっているのか、わかる範囲で、わかる

範囲というか、ご答弁をいただきたいと

思います。

　それから、二つ目が、障害者自立支援

の問題です。

　これも１点だけお聞きします。

　午前中の山崎委員の質議の中でもあり

ましたが、もう法律が決まってわずか１

年、本格実施されてまだ６か月もたたな

いのに、国の方が新たな見直しをとらざ

るを得ないような状況になってきまして、

国の方が減免策を講じてきました。これ

はもう、やはり基本的な応益負担という

ところで、自立支援法の矛盾点が解決し

たということではありませんから、そこ

は問題だと思いますけれども、しかし、

障害者の方々の負担を軽減するという意

味では、これはもう歓迎できるものだと

思っています。

　摂津市は、ほかの周りの市と比べても、

一歩進んだ形で、国の制度ではこれはあ

かんということで、独自の減免制度をとっ

てきました。今回、国の方が新たな減免

制度をとった上で、摂津市は、その国の

制度に乗っかったままでいるのか、それ

とも、国が一歩進めたわけですから、摂

津市もやはり応益負担的な、そういった

矛盾の部分を解決するために、もう一歩

軽減策を講じるのかどうか、そのお考え
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があるのかどうか、お聞きしたいと思い

ます。

　それから、三つ目ですが、予算概要の

４８ページになりますが、特別会計の繰

出金の問題です。国保の特別会計の繰出

金についてお聞きしたいと思います。

　先ほど、ここ３年ほどの繰出金の推移

をお話しいただきました。その中で、法

定外の繰出金の報告もしていただきまし

たけれども、わずかながら少しずつ減っ

てきているわけです。これはなぜ減って

きているのか。そして、この法定外の繰

出金を出しているその目的、意味合いと

いうのは一体何なのか、そのことをちょっ

と確認をしたいと思いますので、お願い

します。

　それから、保育所の関係です。保育所

管理運営。概要の５７ページ、それから、

その前のページで、民間保育所にかかわ

る問題でありますが、定率減税が平成１

８年度の所得税で半減されました。今、

確定申告も大詰めを迎えておりますけれ

ども、いつも、税率が２０％軽減できて

たところを、今回の確定申告から１０％

の軽減ということで、税負担がふえてい

ます。保育所の保育料というのは、ご承

知のように、所得税の額によって段階が

決められているわけですが、収入・所得

が変わらないけれども、定率減税が縮小

されたことによって、所得税額が上がる

方が出ていらっしゃいます。そういう方

が、そのランクの範囲内で移動すれば保

育料は変わりませんが、ランクが一つ上

に上がる、テーブルが一つ上に上がるこ

とによって、収入は変わってないのに、

税金も上がり、そして保育料も上がると

いうことが非常に心配されています。８

分の９倍ふえるというふうに言われてい

て、国の方でも８分の９倍掛けた国の基

準というのを示していると思いますけれ

ども、摂津市としてどのような対応をとっ

ておられるのかどうか。

　それから、来年は、定率減税はいよい

よ半減から完全に廃止されるという方針

になりますけれども、そのときの対応に

ついてもお聞かせいただけたらと思いま

す。

　それから、先ほどから、ひとり親家庭

支援、母子家庭の自立支援の問題等にか

かわってなんですけれども、ひとり親家

庭の自立支援促進計画というのが今出さ

れて、パブリックコメントにかかってい

るわけですけれども、その中で、アンケー

トの結果や統計の結果を見ますと、やは

り収入の大半が給与収入、もしくは児童

扶養手当という答えになっていたかと思

います。そして、働いている方も、もっ

と収入のいいところにかわりたいんやと

いうような結果が出ていたかと思います。

　国の方が児童扶養手当を、来年からで

すか、５年経過後に、児童扶養手当を削

減していくというようなことを決めてい

るというふうに認識しています。先ほど

からも、自立支援のお話をされていて、

もちろん、自立支援の相談員の方々が相

談に乗っていくということはすごく大事

なことですし、就業支援をしていくとい

うことも非常に大事なことであると思い

ますけれども、それでは、そのアンケー

トの結果にあらわれているように、就職、

働く気持ちはあっても、働く場所があっ

ても、生活できるほどの収入を得られる

ような仕事が直ちに見つかるのかどうか。

それが見つからないうちに、児童扶養手

当がどんどん削減されていく中で、ＮＨ

Ｋのワーキングプア特集ではありません

けれども、働いても、働いても生活が楽

にならない。夜も朝も働いて、子どもを

やむなく家に残したまま働かなければい

けない。そういった事態は打開できない
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じゃないかと非常に心配しているわけで

す。その点、ちょっと自立支援にかかわっ

て、経済的な負担の問題について、どの

ようにお考えになっておられるのか。摂

津市としての何らかの支援というものを

考える必要があるんではないかと思いま

すが、ご見解をお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、乳幼児医療費の助成制度です。

　これも、代表質問の方で、私ども、前

から子育て支援の柱として、小学校へ上

がる前まで対象年齢を拡大すべきだと提

案をしてまいりましたし、全国の流れと

いうのは、まさに小学校上がるまでどこ

ろか、小学校、そして、中学校へ上がる

までの自治体というのがふえてきている

のが実態です。今回、４歳未満児から５

歳未満児へと１歳引き上げられること、

これは私どもも非常に歓迎しているんで

す。しかし、さきの代表質問での質疑の

中で、１歳引き上げで、きょうの委員の

質問の中でもありましたけれども、８０

０人の方に２，５００万円の財源出てき

ますよというお話でした。医療保険法の、

これ、老人医療の方では改悪になります

けれども、子育て世代にとってみたら、

これは３割負担から２割負担になると、

医療保険制度の改革によって３割から２

割になるということで、市の方の負担も

少なくなるということで、来年になりま

すと、来年、もし就学前までやったら６

００万円でできますよというようなご答

弁があったかと思います。私どもの質問

に対しては、ことし、じゃあやったらど

ないなりますかという質問に対しては、

２，５００万円プラス４，１００万円で

できます。そして、来年は３割負担から

２割負担になりますから、市の負担は減

りますので、ことしは２，５００万円プ

ラス４，１００万円の６，６００万円か

かりますけれども、来年になりますと３，

５００万円が減額になりますよというよ

うなご答弁がありました。

　私、ことし、市長が、市政運営のキー

ワードとして、基盤整備と子どもという

のを上げておられます。子どもの医療費

の助成制度のスピードがどんどんどんど

ん上がっている中で、摂津市の、これも、

他の会派の議員の質疑の中での話ですけ

れども、摂津市の人口動態が、ゼロ歳か

ら４歳、４歳から９歳の方々が非常に出

ていくことが多いんやというようなお話

がありましたけれども、本当に子どもと

いうことをキーワードに掲げたことしに、

こういったものを思い切ってアピールし

ていくということが非常に大事ではない

かなというふうに思うわけですが、その

点、ことし、思い切って５歳未満児から

就学前まで引き上げられる、そんなこと

はできないんであろうかということをお

聞かせください。

　それから、次に、公害対策に移ります。

　補正や予算書のページ数がありますが、

具体の中身については、先ほどからの質

疑で理解をしております。

　１点、公害対策の中で、やはり摂津市

というのは縦横に幹線道路が走っている

ということで、大気汚染という問題、先

ほどもありましたけれども、深刻だと思

います。ちょっと古い資料だったかもし

れませんけれども、小学生のぜんそくの

罹患率というものが非常に高い水準にあ

る中で、今、花粉症のシーズンですけれ

ども、そういった排気ガスにかかわって、

非常に市民の健康というのも脅かされて

いるということがあると思いますが、そ

の点の、大気汚染の問題で、定点チェッ

クではなくて、もう少しチェックする、

測定するところをふやしていく、そして、

そこを監視していく、そういうことが必
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要ではないかなと思いますけれども、ど

うでしょうか。

　あわせて、今回、三箇牧水路で非常に

高濃度のダイオキシンの泥土が発見され

て、今その除去作業の方でいろいろご苦

労をいただいているわけですけれども、

この分析、原因の分析というのは大阪府

の方に任せているわけですが、地元の自

治体として、どのような対応をとられる

のか。

　それから、三箇牧水路、今回、非常に

汚染物質が見つかった地域というのは、

一般の方々がふだんなかなか通らないよ

うなところで、まさに不法投棄があって

もわからないような地域であって、今回、

そこの土をさらって、中間処分でありま

すけれども、処分したとしても、今後同

じようなことが起きないとも言えないと

思いますが、その点の、不法投棄の監視

カメラ等の更新料もありますけれども、

そういった再発防止にかかわる手だてと

いうものを、新年度考えておられるのか

どうかお聞かせください。

　それから、これは要望としますが、午

前中も質問がありました、中小企業金融

対策事業についてです。

　一つだけ聞かせていただきたいんです

けれども、摂津市の制度融資、利子補給

と保証料の補給という制度、１．１％と

いう低い金利でということで、非常に中

小業者の方々にとってはありがたい制度

だと思います。事務報告書の方を見ても、

多くの方が利用されているわけですが、

この間の金利上昇にかかわって、それか

ら、先ほどもご答弁がありましたけれど

も、信用補完制度の見直しというような

ことが、ことしの１１月に向けていろい

ろ結論が出ていくという中で、その金利

上昇の影響というのが直ちにこの摂津市

のこの制度に影響を与えるものなのかど

うか。先ほどは、力強く堅持していきた

いというお話がありましたけれども、そ

の線でご答弁をいただけたらと思います。

　最後の項目の質問ですが、消費生活相

談ルームです。これ要望としておきます。

多重債務、先ほど、山崎委員からもあり

ました。多重債務の相談窓口、これは、

ご承知のとおり、非常に高い金利で、全

国に多重債務の問題が起きました。グレー

ゾーンの撤廃などを含む貸金業法の改正

がついに国会で通ったと。その中での附

帯決議として、今現在の多重債務者の方々

の相談窓口、弁護士会や貸金業界ですと

か、いろいろなところでやってはいるけ

れども、それから、クレジット・サラ金

の被害対策協議会の有名な弁護士さんた

ちなどもやっておられますが、圧倒的に

窓口が足りないというのが実態だそうで

す。ということから、やはり自治体でも

窓口を設けていくことが必要だというこ

とで、国会が政府に対して、各自治体に

要請しなさいというような附帯決議を出

して、政府の方も、各自治体の方に検討

しなさいというようなことで、どのよう

な形だったかわかりませんが、出された

というのを新聞で読みました。

　先ほども、庁内で相談窓口の担当の方々

が連携して、会議をして、連携を図って

いくんだというようなお話がありました。

ただ、多重債務の整理というのは、先ほ

どもありましたように、特定調停であっ

たり任意整理であったり、個人再生であっ

たり、いろいろ非常に専門的な知識を必

要としますから、弁護士さんの方につな

いでいくんだというようなお話があった

わけです。弁護士さんに対しては、どん

な弁護士さんかというと、貸金業界の弁

護士さんだったかなというふうに思うん

ですけれども、先ほどご紹介いただきま

した滋賀県の野洲市というところでは、
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消費生活相談員さん、嘱託職員さんだそ

うですけれども、それこそ、各担当窓口

の方々と連携をとって、例えば、生活保

護の窓口へ相談に来られた方が、多重債

務の借金があって、これが生活再建自立

の一番の問題だというときに、すぐにそ

こにつないでいく。国保の窓口で、滞納

のある方と納付相談ができたと。そのと

きに、この方がどうしても払えないとい

うのは、相談をする中で、ちょっと多重

債務というのがあるんじゃないかなとい

うときに、すぐにそこへつないでいくと。

つながれた生活相談員の方は、もちろん

いろいろアドバイスをして、弁護士さん

につなぐわけですけれども、そのつなぐ

弁護士さんには、ここに行きなさいよと

いうことで投げるんではなくて、弁護士

さんに、直接そこから電話をしてアポイ

ントをとって、コンタクトをとるところ

まで丁寧にやられるそうです。

　そうするには、やはりお互いの信頼関

係がどうしても必要だというふうにおっ

しゃっているわけですけれども、その弁

護士さんや司法書士さんでもできますけ

れども、貸金業界の全く知らないような

ところに行きなさいよというのであると、

市の窓口に相談に来るだけでも、かなり

思い切った、勇気を持ってしか来られな

い方が、次に、じゃあ弁護士さんのとこ

ろに足を運べるかどうかという問題があ

るそうなんです。そういう観点から、弁

護士さんに直接つないで、その場でアポ

イントをとる。そのつなぐ弁護士さんも、

できたら地元の近い弁護士さんや司法書

士さん、弁護士会や司法書士会の方々に

協力をいただいて、非常に近いところで

の専門の方に協力を仰ぐということをおっ

しゃっておられました。

　摂津市としても、今いろいろとご検討

いただいておられるわけですので、こう

いったこともぜひ参考にしていただいて、

効果的な、多重債務の相談窓口にしてい

ただくように、要望しておきます。

○上村委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　公害関係の、大

気汚染の二酸化窒素の測定の数のご質問

でございますけれども、現在、大阪府、

常時監視という形で、中央環状線の自動

車排ガス測定局、これ、市役所の横に１

か所ございます。それを補完する意味で、

市独自で簡易測定という形で二酸化窒素

の測定を１６か所実施してございます。

　摂津市の面積的に考えますと、約１平

方キロに１か所という形で、細かく実施

しているところでございます。

　それと、道路に面するところと面しな

いところを分けて実施しておりまして、

幹線道路についても５か所、面しないと

ころについて１１か所という形の内訳と

なってございまして、二酸化窒素を市域

で把握するためには十分であろうという

ふうには考えてございます。

　それと、三箇牧水路のダイオキシン対

策で、市として何ができるのかというご

質問でございますけれども、除去工事に

つきましては、市の下水道の方で負担金

も出しておりますし、原因究明について

大阪府と連携をとりながら、原因調査と

いう形で、一緒に調査、立入指導等を行っ

てございます。できるだけ早い時期に原

因究明できますように、府に要望してま

いりたいというふうには考えております。

　それと、今後、さらにダイオキシンが

排出されたらどうするんかということで

ございますけれども、一応、専門部会の

方において、現在、底質汚泥の除去後の

監視体制について検討していただいてお

ります。定期的に河川等を調査するとい

うふうには聞いてますので、それをもっ

て、今後の監視体制を行っていきたいと
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いうふうに考えております。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　国民健康保険の特

別会計への繰出金の中で、法定外の繰出

金が減ってきているのではないかと。そ

の理由についてですが、実は、同じ繰出

金の中で、法定内、法律で義務づけられ

ているものの中に、保険基盤安定負担金

と申しまして、先ほども若干触れさせて

いただきましたが、一定の所得の段階に

よって保険料の７割、５割、２割の軽減

措置に係る財政補てんという部分がござ

いますが、その分が軽減分という形であ

るんですが、同じ基盤安定の部分で、保

険者支援分というものがございまして、

これにつきましては、７割、５割の保険

料の軽減がかかった被保数に応じて、そ

れぞれ財政補てんされる部分がございま

す。その部分と合わせまして、法定外の

繰入金との合算で、当座の額を見ている

わけですが、法定外の分が減っていると

いうことにつきましては、今言いました

保険者支援分という部分が年々ふえてき

ている状況でございますので、トータル

で見ると、変更はなしという形になって

おります。

　そして、この法定外の繰り出しをして

いる理由についてですが、予算の名目上

も、この部分につきましては、保険料の

軽減分の繰り入れという形の措置をとっ

ておりますので、その名のとおり、保険

料を抑えるというような意味合いのもの

と考えます。

○上村委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　まず、保育所の

保育料の件についてでございますが、定

率減税が２０％から１０％になったとい

うことで、保育料への影響はどうなるの

かというご質問でございますが、同程度

の収入であれば、同程度の保育料という

ことを基本に考えております。

　今回、保育料の徴収につきましては、

徴収基準を一部変更しております。額の

変更ではなく、基準の部分について、今

までと同じ保育料をお支払いというよう

な形での変更ということでございます。

　これにつきましては、１９年度分も２

０年度分につきましても同じ方向で考え

ていきたいというふうに思っております。

　２点目に、ひとり親家庭の自立促進計

画についてでございますが、児童扶養手

当を受給されている方へアンケートをい

たしましたので、収入について不安をお

持ちであったりとか、収入のいいところ

にかわりたいというふうに声が出されて

くるのは、本当に当然のことだと思って

おります。

　そういった生活の中で、さらに児童扶

養手当が２０年４月から減額ということ

になりましたら、今の生活はどうなるん

だろうという不安を、実際に母子家庭の

方がお持ちであるというのも、さまざま

なところから切実な声も聞かせていただ

いてますし、実際、安定した就労にすぐ

に結びつくというような状況でもござい

ませんので、できるだけ私たちとしまし

ては、そういう方向に支援をいたしては

いきますけれども、今の厳しい状況もご

ざいますので、直ちに安定した収入が得

られるということはなかなか難しいとこ

ろであろうかというふうには考えており

ます。

　そういう生活の中で、児童扶養手当が

減額されるということになりましたら、

そのことに対する不安の声を直接お聞き

している私たちが、やはり府とか国とか

にも、いろいろな形で届けていく必要が

あるのではないかというふうには考えて

おります。

　３点目に、乳幼児の医療助成の問題で
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ございますが、今年度、１歳引き上げと

いうことで、２，５００万円の増という

ことで予算に計上させていただいており

ます。これは、子育て支援の充実という

ことの一環でございますので、ご指摘の

ありましたとおり、平成２０年度になり

ましたら、健康保険法の一部改正により

まして、さらに６００万円の増で就学前

まで引き上げができるということでござ

いますので、１９年度には１歳の引き上

げ、さらに、就学前までにつきましては、

次に向けての検討をということで考えて

おります。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　まず、後期高齢

者医療のシステム構築に向けた広域連合

の取り組みの内容についてどのように周

知を図っていくかということについてで

ございますが、広域連合の方には広域連

合の方で議会もございますが、市といた

しましては、先ほどのご質問でもご説明

いたしましたように、広域連合の方から、

現在示されておりますスケジュールに基

づきますと、７月から９月あたりで保険

料率の試算、それから、条例の検討を行

うということで、当然、こういった制度

の根幹にかかわる内容につきましては、

市町村との調整があるわけでございます

ので、そうした時期におきましては、広

域連合と市町村の間で議論されているよ

うな内容につきまして、形はどういう形

になるにいたしましても、議会の方に報

告等をしてまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、自立支援法による利用者負

担でございますが、市の方は、国の制度

を上回るということで、国制度と地域生

活支援事業の総合の上限負担制度を設け

たわけでございます。今回、国の方が国

制度の上限の負担を４分の１に引き下げ

るという特別措置を実施することになり

ました。

　今後の利用者負担のあり方につきまし

て、私どもの方も、これまでは、利用料

全体に網をかけるような形での利用者負

担の軽減について考えてまいりましたが、

今回、国もそういった形、４分の１の上

限負担に引き下げてきたということを踏

まえまして、今後、やっぱり利用者負担

のあり方について、例えば、代表質問で

も、今後数年間のうちに、作業所や小規

模通所授産施設が新しい体系の方へ移行

していかなければならない。その移行し

た際の利用料や食事代についての言及が

ございましたけれども、やっぱりそういっ

た摂津市における具体的な今のサービス

の状況等を踏まえて、やはりどのような

形が一番利用者の方にとって負担になる

のか、そのあたりについては、もう少し

国の今回の取り組みの状況、それから、

やはり作業所や小規模通所授産施設が、

国が思うとおりに新体系へ移行しないと

いうことになりますと、また、改めて、

そのあたりにつきましても一定の制度の

見直しなり、特別的な措置というような

ことも十分想定されるということから、

そういった動きもかんがみながら、市独

自の利用者負担のあり方について、引き

続き検討してまいりたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　産業振興課の中小

企業金融対策事業についてでございます

が、現在、ゼロ金利が解除され、二度目

の利上げもされたところであり、全体的

に金利が上昇しており、平成１９年４月

１日から９月まで、現状の条件でまず融

資制度がいけるのか、また、１０月以降、

府が創設する制度の利率や保証料を基準
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に行わなければならないとか、あるいは

預託により、独自で利率を設定できるの

か定かではございません。

　市内金融機関とは来々週早々に融資会

議を、また、府の制度は月末に説明会が

ございます。そこにおいて、まだまだ中

小企業の経営状態は厳しいことを訴え、

少しでも負担がふえないよう努力してま

いりたいと思っております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　後期高齢者医療の広域連合

につきましては、先ほどもご説明ありま

したけれども、今まで、給与所得の扶養

者として、保険料のかかってなかった方々、

７００人というふうに先ほどお話があっ

たかと思いますけれども、新たに保険料

が発生してくると。後期高齢者の方だけ

での医療保険制度になりますから、当初

は、国民健康保険料よりも負担が少ない

というふうな説明が前にありましたけれ

ども、これは、医療費がどんどん膨れ上

がってくれば、どんどん高齢者の方々、

７５歳以上の方々というのは、もう収入

がふえていく人はそれほど多くないと思

いますし、収入はどんどん減っていく中

で、介護保険と同じように、年金からの

天引きという形でやられる制度というこ

とで、本当に高齢者の方々の暮らしにか

かわる問題として、私たちは、やはり市

民の暮らしや高齢者の方々の命を守ると

いうことで、こういう場へ出てきてご意

見を申し上げ、そして、よりよいものに

していきたいということで出てきている

わけで、大阪府の方の連合の方に移った

からといって、そちらの方でやっている

ということで、ほっておくわけにはいか

ない問題だというふうに思いますし、そ

ういうふうな立場で、ぜひちょっと注視

をしていただき、そして、その内容につ

いてご報告をいただきつつ、意見を言う

場所、それから、市民から意見を言う場

所、請願権の問題等々も、ちょっと私ど

もも勉強しますけれども、いろいろと教

えていただけたらと思います。要望にし

ておきます。

　それから、自立支援法についての独自

軽減策、さらに踏み込んだというような

お話ですが、これももう要望にしておき

ますが、障害の重い人ほど、自立のため

にサービスを受けようと思うと、そのサー

ビスの量によって利用料が決まるという

ことですので、本当にこんな非人間的な

制度はないと。この根本的な問題が解決

しない限り、やはり障害をお持ちの方々

の基本的な矛盾とか、自立のための生活

というのはなかなか難しいんじゃないか

なというふうな思いでもいます。

　そんな中で、国の方の見直しがやられ

たという点を見ていただいて、今お話あ

りましたように、さらなる軽減策等を模

索していただくように要望しておきます。

　それから、国保の特別会計繰り出しに

ついてでありますけれども、法定の方の

基盤安定の方がふえたので、繰出金の合

計額は変わってませんよというふうなご

説明なんですけれども、私、気にしてい

るのは、摂津市として、法定外とおっしゃ

いますから法定外と言いますが、法定外

で、摂津市の政策として、高い保険料を

軽減するために幾ら出すのかという、そ

の摂津市の姿勢としての繰出金をちょっ

と取り上げているんです。ですから、国

の方の制度がかわって、基盤安定の方の

繰出金が出たから、例えば、４，５００

万円ふえたから、そしたら、もうプラス

マイナスゼロだから、市の方の負担は減

らしましょうというようなことではない

んじゃないかなというふうに思うわけで

す。

　今、法定外の繰出金は保険料軽減のた
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めだというふうにおっしゃいましたけれ

ども、まさにそのとおりで、摂津にかか

わらず、国民健康保険の制度そのものが、

やはり矛盾を抱えたもので、国の国庫負

担が、これ、この間国会でもやってまし

たね。１９８４年に退職者医療の制度を

つくったときに、５割、国が持ってた分

を大幅に減らして、３７％ぐらいまで下

げてしまった。国保に加入している人も、

昔は農家の方であったり、自営業者の方

が中心だったけれども、今は格差社会の

もとで、失業されている方、それから、

収入のない高齢者の方々、または、零細

企業で働いている自営業者の方々、さら

には、今問題になっている、ワーキング

プアと言われている若い人たち。収入が

非常に低い人たち。この間のいろいろな

説明をいただいた中で私もわかってきた

んですが、国保に加入している人の７割

が年間所得２００万円以下だと、摂津市

の場合、いうような状況のもとで、高い

保険料を軽減しないと、全国のいろいろ

なところで保険料が払えなくて、保険証

を取り上げられて、お医者さんにかかる

にもかかれない、お医者さんに行くのを

我慢しているうちに手おくれになって亡

くなったと。これが医療連の報告などで

も国会で取り上げられてましたけれども、

国民皆保険制度そのものを崩していきか

ねないような状態のもとで、摂津市は、

大阪府内のほかの市と比べると、一人当

たりのこの法定外の繰出金も出して、保

険料軽減に努めてきたというふうに思う

んです。

　２００３年に、法定外繰り出し、保険

料軽減分の繰り出しは３億２，２００万

円あったものが、今回の新年度予算では、

２億７，６００万円ほどだったと思いま

すけれども、下がってきています。それ

に伴って、保険料の方もやはり上がって

きています。

　例えば、年間所得２００万円の方、ひ

とり世帯の方、平成１５年のとき、２０

０３年のときには、年間の保険料は、医

療分だけで１７万６，４４２円、これは

国保運協に出された資料から出しました。

１７万６，４４２円です。この２００３

年から、この繰り出しを約５，０００万

円ほど減らして、今回提案されている平

成１９年の２００万円の方の保険料は２

０万３，６１４円と２万７，１７２円上

がります。これ年間所得が２００万円の

方です。年間２００万円の所得で、２０

万円の、国保だけで１割の負担が、国保

料なんです。これにまだ国民年金がかか

り、４０歳以上の方でしたら介護保険料

もかかります。

　ちなみに、平成１５年から平成１９年

では、約１万４，０００円ほど介護保険

料も上がりますから、合わせますと約４

万円保険料が上がるわけです。所得２０

０万円で、二人世帯の方で見ますと、介

護保険料と合わせると、年間２３万８，

０００円ほどの保険料が、平成１９年、

今回の予算で示されている保険料では２

８万６，０００円ほどになります。合わ

せて約４万７，０００円ちょっと、５万

円弱の負担がふえてくるわけです。所得

２００万円で２０万円以上、１割以上の

負担が課せられているというのが国民健

康保険であって、しかも、その２００万

円の所得という人はほんのわずかの人で

はなくて、加入者の７割以上の方のもの

なんです。だから、一般の政管健保であ

るとか組合健保などでの負担とは全然違

うものであると。だからこそ、この国民

健康保険というのは社会保障制度であっ

て、国が国庫負担をし、そして、摂津市

も一般会計からの繰り出しをし、さらに

は、保険料が払えない事情のある方は減
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免制度まであると。こんな減免制度まで

ある医療保険制度というのはないわけで

すから、今の事態を見ると、やはり市民

の暮らしはほんまに大変になってきてい

る中で、国保というのはやっぱり命と健

康を守る大事なとりでであるわけです。

これが保険料が上がることによって保険

料が払えない。もしくは、頑張って払っ

ても、ほかの生活が大変になってくる。

お子さんを歯医者さんに連れていきたく

ても、３割負担でかなりの負担になるの

で、ちょっと我慢をさせるうちに歯が悪

くなってしまったというお話を聞くわけ

ですけれども、そんなところにまで響い

てくるという問題として考えないといけ

ないんじゃないか。

　そういう点では、やはりこの一般会計

の繰り出し、保険料軽減の分の繰り出し

というのは、非常に意義のある大事な摂

津市の仕事であるし、この間やってこら

れた、わずか減らしたけど、ここまで堅

持して頑張っているというのは、私は評

価できますが、しかし、今回の保険料の

値上げが、昨年に続いて、また３．０６

％引き上げられるわけで、こうした市民

生活の実態の中では、この３．０６％、

数字の上ではわずかな数字かもしれませ

んけれども、直接納付書が来る方にとっ

てみると、非常に重い負担になってくる

わけで、ここはやっぱり一般会計の繰り

出しをちょっとでも入れて、保険料軽減

という努力をするという姿勢が必要では

ないかと思うんですけれども、いかがで

しょうか。部長か助役にちょっと見解を

お伺いします。

　それから、保育所の件につきましては、

ぜひ定率減税そのものがなくなって増税

になるというのは、非常に納得のいかな

いものでありますけれども、それによっ

て雪だるま式に保育料が上がらないとい

う措置をとっていだけているということ

ですので、ぜひよろしくお願いをいたし

ます。

　それから、一つ、保育所の件では、待

機児の問題ですが、私ども、待機児どう

なってますかとお伺いしますと、大体新

定義でお答えが返ってきます。今回も、

２月時点では、新定義で、待機児ゼロで

すというようなお答えがありました。午

前中の質疑の中で、待機児は、新定義で

はゼロですけれども、待っている方や、

事情があってそこには行けない方々、現

に入っておられない方を含めて、希望し

ているけれども、入ってない人が八十数

名いらっしゃるということでお話をいた

だいたんですが、基本はやはり保育所が、

千里丘の方が鳥飼の保育所、たまたまあ

いてるから、そっちがあいてるからそっ

ち行きなさいということは、もうほんま

非現実的な話で、子育て支援と全く別物

の話だと思いますし、例えば、今、無認

可の保育所に通っておられる方ですと、

双子のお子さんがいらっしゃって、また

上にいて、３人のお子さんがいらっしゃ

るとする。３人のお子さんがそれぞれば

らばらのところに、お母さんが自転車に、

３人いますから、４人でいかないといけ

ない。とてもそれはできませんよね。で

すから、やっぱりそういったことを考え

ていただいて、まず、待機児の問題を考

えるときには、旧定義というのをまず頭

の中に入れた形でいろいろな対応を考え

ていただきたいというふうに思いますの

で、これは要望しておきます。

　あと、自立支援法、母子家庭支援、ひ

とり親家庭の支援のことにつきましては、

経済的な負担が非常にふえていく中で、

生の声、現場の声を、ぜひ国や府の方に、

現場の一番身近な、きょうも、朝、助役

からもお話がありましたけれども、市民
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に一番身近な行政機関であって、市民の

声を国や府に、動かす気概を持ってとい

うふうなお話がありましたけれども、そ

れで、ぜひ対応していただけたらと思い

ますので、よろしくお願いします。要望

にします。

　それから、乳幼児医療助成につきまし

ては、４，１００万円、ことし投入すれ

ば、就学前まで拡大するということです。

これは、ずっと未来永劫続く負担ではな

くて、ことし１年だけの負担ということ

なんです。

　私、最初にもお話ししましたけれども、

ことし、市税収入が２６億４，０００万

円上がっています。もちろん、いろいろ

検討されて予算配分をされているかと思

いますけれども、先ほども言いましたよ

うに、民生費に配分されているというの

はわずか、一般財源で、２６億４，００

０万円が税収入ですけれども、三位一体

の改革で譲与税が削減されたりしてます。

一般財源として１３億円ほどありますけ

れども、その中での比率、構成が、民生

費には８．８２％。この乳幼児医療助成

の項目の入っている児童福祉費になるん

でしょうか、児童福祉費でいきますと、

１３億円の一般財源増の中の割合でいく

と１．２％の数字です。さらに言えば、

乳幼児医療助成制度の一般財源に割り振

られているのは、今回ふえている比率と

いうのは２．２６％しか入れられてない

わけで、１３億円の中の今度４，１００

万円ふやせばいいことになりますので、

単純計算ではいかないのかもしれません

けれども、単純に４，１００万円割る１

３億円でやりますと、今回ふえた一般財

源の３．１５％、これで、今４歳のお子

さんが、来年は５歳未満児には上がるけ

れども、来年は５歳になりますから、直

ちに医療助成制度から排除されていくこ

とになってしまうわけですけれども、そ

れをせずに、今受けている方も、小学校

上がるまで、自動的に医療費の助成制度

を受けられるということになるんじゃな

いかなというふうに思うんです。

　このお金の使い方ということで、特に、

子どもに注目をして、子どもをキーワー

ドにしていることし、ふえた一般財源、

１３億円の中で、何と児童福祉費に充て

ているのがわずか１％しかないというの

は、非常に寂し過ぎるんじゃないかなと

思いますけれども、その点、お考えをお

聞かせいただきたいと思います。

　あわせて、今回も補正予算でいろいろ

減額がありました。毎年、決算のときに

は不用額というものがいろいろな場面で

出てきます。もちろんいろいろ精査はす

る中で、今回、障害者自立支援法の問題

で、なかなか制度が定まらない中で、大

目に予算を組んでいる中で、減額補正が

あったり、決算のときには不用額が出て

くる、やむを得ず出てくるというふうに

なるわけですけれども、民生費の不用額

というのは、毎年約幾らぐらい出てくる

んでしょう。２億８，０００万円ぐらい

民生費としては出てきてるんじゃないか

なと思うんです。

　４，１００万円、これ、決して不用額

を当てにするということが、それが財政

運営上、まっとうなやり方なのかどうか

というのはわかりませんけれども、しか

し、それで、範囲の中でも吸収できるだ

けの財源でいけるものじゃないかなとい

うふうに思うんですけれども、それもお

聞かせください。

　助役、先ほどのとあわせて、税の配分、

予算の使い道、財源配分という件も絡め

てお聞かせください。お願いします。

　公害対策につきましては、大気汚染の

問題、チェックは１平方キロに１か所と
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いうことで、非常に綿密にやられている

ということでありました。それに出てく

る結果について、もちろん、いろいろ公

表されているかと思いますけれども、そ

れへの対応などについてもいろいろ模索

をしていただきたいというふうに思いま

す。

　それから、三箇牧水路につきましても、

大阪府任せにせずに、原因分析、それか

ら、先ほど、ホームレスの自立支援のと

きに、佐藤次長はおっしゃいましたけれ

ども、現地、現況は、やはり管轄は違っ

ても、やはり現地の自治体の職員さんで

ありますので、チェックをしていただき

たいと思います。水路でいろいろなもの

が流されて、生活している中で、ほんと

に苦しいほどの異臭が、ずっと長いこと

漂っているような地域というのも、私ど

もの耳にも届いておりますし、そういっ

た対応も、大阪府と連携して主体的に頑

張っていただきたいと要望しておきたい

と思います。

　中小企業対策につきましては要望にし

ておきます。ぜひ、いろいろな困難はあ

るかと思いますけれども、頑張っていた

だきたいと思います。以上です。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　国保料の問題と乳幼児医療

について、一括してお答え申し上げたい

と思います。

　これは二つとも政策経費なんでござい

ますけれども、原課、現場とすれば、こ

ういうことを市として了解をしたと言え

ばこういう議論はないわけですけれども、

基本的に市の財政を預る者として考え方

を申し上げます。

　それで、中期財政見通しの中で私が思っ

ておったのは、１９年度、大体目いっぱ

い伸ばしてどうだということ、大体１９

４億円程度まで見た中で１９６億円だっ

たと。これはいろいろ理由はあるんです

けれども、地方交付税の不交付団体がむ

しろ幸いしたと。交付税調整が入らなかっ

たということがあります。そういう要因

があるんです。それで、市長が言いまし

たように、いずれにしても、この１１０

という経常収支比率をどう見るかという

ことなんです。個々で見ていった場合、

それは結局積み上げになるんですけれど

も、１１０の中で、申し上げてますよう

に、府下平均値まで、私も苦しんでおる

のは公債費と繰出金なんです。これが、

府下平均であれば９６％までいけるとい

うふうになります。

　それで、これを、市長が言いました９

６％、府下平均まで持っていこうとすれ

ば、平成１７年度の標準財政規模は大体

１７５億円でございますから、経常経費

は約２４億円消さなければそれには成り

えないという実情が、まだ厳然として残っ

ております。

　それで、過去の議会でもいろいろご指

摘いただきました、うちの公債費が１，

０００億円を超えておるではないかとい

うことを言われました。これも、今現在、

８２０億円切ったと思いますが、やっと

市民一人当たり１００万円切ったと。１

００万円超えとるのは、私の資料では、

大阪市と泉佐野市、この２市のみという

状況であります。

　そういったことで、市として考えられ

る中身でさせていただいたというふうに

思ってます。

　それで、もう一つ、これもこれからの

議論になりますが、いずれにいたしまし

ても、何度も総務部長が言ってますよう

に、企業誘致条例は、一応２２年まで見

込んでおりますが、２３年は見込めない

ということで立てておりますし、下水の

資本費平準化債は、今後の公債費の増加
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がありますので、これは２２年度以降は

見込んでは危ないという考え方を持って

おります。

　したがいまして、市としてこれらを考

えたときに、今の現状の中でどう考える

べきかということになります。それで、

全国の数字を追うわけではありませんが、

歌志内市があります。この０．２ポイン

トを、私ども、あれは１１０．２でござ

いますけれども、ここの、私ども１１０

でありますけれども、これを、あと３，

５００万円、歳出で上回っておれば全国

ワースト３位に上ったと。極めて厳しい

このポイントの数字であります。

　ただ、市として、今後の形の中で、市

ができる中身としては、そういうことを

考えながら、市長言いましたように、一

方で市民の生活をどう守るかという、こ

このことの兼ね合いを考えるのが我々の

形でございますから、その辺のことを十

分しんしゃくをしながら、これからの財

政運営に当たっていくということでござ

います。

　むしろ、来年度は、見ておる税収、で

きればこれぐらいあればいいなと思いま

すが、ご存じのように、円高と中国とア

メリカで日本の経済が成り立っていると

見れば、円高に振れたら、あの株価になっ

ておる。これがどう影響するかだと思わ

れます。それほどまでに、この税収の状

況がどう変わるかというのは、不確定要

素はたくさん持っておると。だから、こ

の２６億円のこの状況の中で論じるもの

ではないというのが私どもの考え方でご

ざいます。

　しかしながら、そういう中で、市長も

答弁いたしましたように、来年の乳幼児

医療は、就学前まで検討させていただき

ますということも言っております。

　また、国保の問題は、長年の経過でご

ざいました条例措置によって措置をする

んだということもやらせていただいた、

この２年目であります。

　そういう中で、そういう加算、これは

基金を取り崩さなければ繰り出しできな

いわけでございますから、そういうこと

も含めて、トータル的にこういう１９年

度予算を組ませていただいたと。

　今、安藤委員おっしゃっているのは否

定いたしません。市としても、どこまで

セーフティーネットが張れるかというこ

とは、今後も十分しんしゃくしながら、

今後の財政運営、行政運営に取り組んで

まいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　税収、２６億４，０００万

円が、市税のところで差額が２６億４，

０００万円ですけれども、私、比率にし

てるのは一般財源で自由にできる、市と

しての政策的な思いを込められる、一般

財源１３億円での配分はどうなのかなと

いうふうに言いました。

　代表質問でもそうですし、今回でもそ

うですけれども、やっぱり自治体という

のは、市民の暮らしどうなのかと、生活

保護の伸び率が、もう大阪府下でも一番

高いというふうに私聞いてます、摂津市

が。それぐらい、やっぱり摂津市の市民

の皆さんの状況というのは本当に悪くなっ

てきていると。

　児童扶養手当、ひとり親家庭の皆さん、

相談の方、たくさんふえている中で、さ

らに今、国の方の政治では、今度また定

率減税が、来年度はもう完全に廃止にな

りますし、国民健康保険は、公的年金の

１４０万円から１２０万円、控除がなく

なった分激変緩和がありますけれども、

激変緩和がどんどん減っていきますから、

所得がふえなくても、自動的に年金生活
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者の方の国保料というのはもう自動的に

上がっていくような形になっていて、も

うほんとにいざなぎ景気を超える景気だ

というふうな報道されてますけれども、

身の周りの私たちの暮らしや中小企業の

皆さんの生活、営業の実態から見たら、

景気、どこにあるのかと。それでも、な

ぜ税収入がふえてくるのかと、法人税ふ

えるのかと不思議でならない。やはりこ

れは国の政治の問題で、ここで言っても

あきませんけれども、大きなところ、バ

ブルのときを上回っているような利益を

上げているような会社には減税しながら、

庶民にこれだけ負担を押しつけていると

いうのは、政策の誤りにあるのが一番だ

と思いますけれども、そうした中で、市

民の暮らしを何とか守ろうと、先ほども

ありましたけれども、望まずして、摂津

市の地で行き倒れにならざるを得ないよ

うな方が年間一人、二人いらっしゃるよ

うな社会が本当にいいのかどうかという

ことを考えたときに、もう身の周りのこ

の摂津市から、そこを守るために、一般

財源の割り振り、ことしは２６億円、４

年後、５年後、たばこ税があるかどうか

わからないとおっしゃいましたけれども、

しかし、今現在困っていらっしゃる方が

いるときに、そこにやはり少しでも重点

的に充てていくというのが自治体として

やるべきではないかと。

　財政が厳しいと言ってますけれども、

南千里丘開発の話になりますと、見通し

が見えてきましたというようなお話があ

りますし、市民の暮らしを守ろうと、一

般会計を繰り出しをと言いますと、そん

なに安心したらいけないというような話

が出てきます。まるで、うまいように説

明されているなという感じは個人的には

するわけですけれども、大変なのはわか

ります。財政状況厳しいというのはわか

りました。もろ手を挙げて、浮かれて、

箱物であったりとか、大型開発、将来、

いろいろ物件費がかかってくるような、

維持費がかかるようなものに、慎重な議

論もなしに突っ込んでしまっていいのか

どうかということも私思っているわけで、

そういう点からは、財政状況が決しても

ろ手を挙げてよくなったというようなと

ころじゃないというのは同じ位置にいま

す。しかし、その中でお金の使い方とい

う点では、私は、どうも今回の予算の中

では、本当にあと一歩踏み込めたら、もっ

と市民の暮らし応援できるなというとこ

ろになるのに、これはやっぱり納得でき

ないなという思いをしています。

　そのことだけ申し上げて終わりたいと

思います。

○上村委員長　安藤委員の質疑は終わり

ました。

　ほかにございませんか。

　　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

　　　（午後５時２０分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 上 村 高 義
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